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ま え が き 
 

20 世紀初めに自動車が実用化されて以降自動車保有台数は急増し、20世紀末には全

国で約 7,600万台に達するなど、20世紀は正に自動車の世紀であったと言えます。 

この自動車の増加に対して、交通安全施設が不足していたことに加え、交通ルールの

遵守や交通安全意識の定着が不十分であったこと、車の安全性を確保するための技術が

未発達であったこと等から、交通事故が増加し、交通事故死者数は昭和 45年（1970年）

に１万 6,765人に達しました。 

このため、交通安全の確保は大きな社会問題となり、交通安全対策の総合的かつ計画

的な推進を図ることを目的に、昭和 45年６月に交通安全対策基本法（昭和 45年法律第

110号）が制定されました。 

長野県においても自動車保有台数等の増加と並行して交通事故が増加し、昭和 47 年

（1972 年）には交通事故死者数が 337 人に達しましたが、11 次にわたり県の交通安全

計画を策定し、関係行政機関・民間団体・県民がそれぞれの立場で交通安全対策を推進

してきた結果、平成 15年（2003年）中の死者数は 164人とピーク時の半分以下となり、

さらに令和７年（2025年）中の死者数は 44人にまで減少しました。 

しかしながら、近年においても高齢運転者による事故、こどもが犠牲となる痛ましい

事故が発生しており、特に、次代を担うこどものかけがえのない命を交通事故から守っ

ていくことは私たちの重大な使命です。 

また、鉄道交通の事故は、大量・高速輸送システムの進展の中で、ひとたび事故が発

生すれば、重大なものとなる恐れがあります。 

 交通事故の防止は、関係行政機関・団体及び県民一人ひとりが全力を挙げて取り組ま

なければならない緊急かつ重要な課題であり、人命尊重の理念のもとに、交通事故のな

い社会を目指して、総合的かつ長期的な施策の大綱を定め、これに基づいて諸施策を強

力に推進していかなければなりません。 

  本計画は、交通安全対策基本法に基づき、令和８年度（2026年度）から令和 12年度

（2030年度）までの５年間に講ずべき交通安全に関する施策の大綱を定めたものです。 

本計画に基づき、関係機関・団体が緊密な連携を保ち、地域の交通実態に即した効果

的な交通安全施策を推進してまいります。 
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第 12 次 長 野 県 交 通 安 全 計 画 施 策 体 系

１ 道路交通環境の整備

２ 交通安全思想の普及徹底

３ 安全運転の確保

４ 車両の安全性の確保

５ 道路交通秩序の維持

６ 救助・救急活動の充実

７ 被害者支援の充実と推進

８ 研究開発及び調査研究の

充実

１ 鉄道交通環境の整備

２ 鉄道交通の安全に関する

知識の普及

３ 鉄道の安全な運行の確保

４ 鉄道車両の安全性の確保

５ 救助・救急活動の充実

６ 被害者支援の推進

１ 踏切道の立体交差化、構

造改良及び歩行者等立体

横断施設の整備の促進

２ 踏切保安設備の整備及び

交通規制の実施

３ 踏切道の統廃合の促進

４ その他踏切道の交通の安

全と円滑化等を図るため

の措置

【道路交通の安全】

【鉄道交通の安全】

【踏切道における交通の安全】

[目標]

人命尊重の理念に基づき、究極的には交通事故のな

い社会を目指し、令和１２年までに

「死者数４２人以下、重傷者数４５５人以下」

とすることを目指す。

[重視すべき視点]

①高齢者を交通事故から守るとともに交通事故を

起こさないための総合的な対策

②こどもの安全確保のための環境整備

③歩行者の安全確保のための意識変容

④自転車の安全確保のための法令遵守と通行環

境の整備

⑤外国人の交通安全対策の推進

⑥特定小型原動機付自転車を始めとする小型モ

ビリティの法令遵守の徹底と安全対策の推進

⑦生活道路における歩行者等の安全確保

⑧先端技術の活用推進

⑨交通実態等を踏まえたきめ細やかな対策

の推進

[目標]

①乗客の死者数ゼロを目指す

②運転事故全体の死者数減少を目指す

[目標]

計画期間中の踏切事故件数を第11次交通安全計画

期間中の件数と比較して約1割削減することを目指す
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第１編  はじめに  

第１章  交通安全計画の策定について  

１  基本理念  

(1) 交通事故のない社会を目指して  

我が国は、長期の人口減少過程に入 っており、世界の中でも高い高齢  

化率となっています。このような時代変化を乗り越え、豊かで活力のあ

る社会を構築していく ためには、安全で安心して暮らすことができ、移

動することができる社会を実現する ことが重要です。  

これまで実施してきた各種施策の深化はもちろんのこと、 交通安全の  

確保に資する先端技術を積極的に取り入れた新たな時代における対策に  

取り組むことが必要であり、これにより究極的には交通事故のない交通  

安全社会を目指します。  

 

(2) 人優先の交通安全思想  

道路交通については、自動車と比較して弱い立場にある歩行者等の安  

全を、全ての交通については、 高齢者、障がい者、こども等の交通弱者

の安全を一層確保する必要があります。また、思いがけず交通事故被害

者等となった方に対して 、一人ひとりの状況に応じた支援が求められま

す。このような「人優先」の交通安全思想を基本とし 、あらゆる施策を

推進していきます。  

 

(3) 少子高齢化が進展しても安全に移動できる社会の構築  

道路交通については、高齢歩行者や自転車利用者の交通事故とともに 、  

高齢運転者による事故は、喫緊の課題です。また、地域で高齢者が自動

車に頼らずに自立的に日常生活を営むことができるようにすること も課

題となっています。全ての交通の分野で 、少子高齢化の進展に伴い生じ

うる、様々な交通安全の課題に向き合い 、解決していくことが不可欠と

なっており、そのため、先進技術を活用して移動の利便性向上に努めて

いかなくてはなりません。  

こどもから高齢者に至るまで安全に移動することができる社会 、さら

に、年齢や障がいの有無等に関わりなく安全に安心して暮らせる 「共生

社会」を、交通に携わる関係者の連携によって、構築することを目指し

ます。  

２  交通安全計画策定の主旨  

「都道府県交通安全計画」は、都道府県において、「陸上交通の安全に  

関する施策を総合的かつ計画的に推進」するため、長期的な施策の大綱を  

定めるものです。この計画は、 交通安全対策基本法（昭和 45 年法律第 110

号）の規定に基づき、その作成が都道府県交通安全対策会議（会長：都道  
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府県知事）に義務付けられています。  

長野県交通安全対策会議 では、長野県及び関係行政機関等が一体となって

県内の交通安全対策を総合的かつ計画的に推進するため、昭和 46 年 (1971

年 )以降、同法に基づき、５年ごと 11 次にわたり ｢長野県交通安全計画 ｣を策

定しきたところです。  

 

３  第 12 次長野県交通安全計画の策定  

  第 11 次長野県交通安全計画については 、令和７年度で終了することか  

ら、長野県交通安全対策会議は 、国の第 12 次交通安全基本計画に基づき 、  

人命尊重の理念に立ち、究極的には、交通事故のない安全で安心な長野県  

を実現していくため、 令和８年度から始まる第 12 次長野県交通安全計画を  

策定し、実効性のある対策を重点的、計画的に推進する ものです。  

 ※  この計画は、長野県及び長野県の区域を管轄する国の指定行政機関等  

が実施する陸上交通（道路交通、鉄道及び踏切）の安全に関する諸施策

の大綱を定めるものです。  

 ※  この計画の期間は、令和 ８年度から令和 12 年度までの５か年です。  

 ※  この計画は、市町村が作成する交通安全計画の指針となるものです。  

 ※  この計画は、交通安全に関する県民の行動指針として自助 、共助の取  

組を呼びかけるものです。  

 

４  計画推進に当たっての役割分担と連携強化  

交通事故の悲惨さを経験し、理解していている交通事故被害者等に参加  

・協働を求めるとともに、 行政のほか、学校、家庭、職場、交通関係団体、

企業等がそれぞれの責任を持ちつつ役割分担しながら連携し、県民が交通  

安活動に積極的に参加できるように交通安全対策を推進します。  



第２編 道路交通の安全 第１部 総論 

- 4 - 

 

第２編  道路交通の安全  

第１部  総論  

第１章  道路交通事故の現状等   

１  全国及び長野県における交通事故死者数の推移  

 

 

○  全国の交通事故による死者は、昭和 45 年（ 1970 年）に１万 6,765 人

に達しましたが、昭和 46 年以降減少に向かい、昭和 54 年（ 1979 年）

には 8,466 人とほぼ半減しました。令和 ７年（ 2025 年）においては、

3,000 人を下回り、ピーク時の５分の１以下となりました。  

○  長野県の交通事故による死者数は、昭和 47 年（ 1972 年）に 337 人に

達しましたが、その後減少に向かい、昭和 56 年（ 1981 年）には 150 人

とピーク時の半数以下となりました。  

○  その後増勢に転じ、平成４年（ 1992 年）には 254 人に達しました

が、翌年以降再び減少に転じ、令和７年（ 2025 年）の死者数は 44 人で

ピーク時の５分の１以下まで減少しています。  

  

２  長野県における近年の交通事故発生状況と交通死亡事故の特徴  

(1) 交通事故発生件数、死傷者数の推移  
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(昭和 45 年 )  

16 ,765 人  

 

長野県  

(昭和 56 年 )  

150 人  

 

長野県ピーク  

(昭和 47 年 )  

337 人  

 

全  国  

(令和７年 )  

2 ,547 人  

 

長野県  

(令和７年 )  

44 人  

 

長野県  

(平成４年 )  

254 人  

 

※ 県 統 計 資 料 か ら 作 成  
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○  発生件数は、平成 17 年から 18 年連続で減少しましたが、令和 ５年は

増加し、令和６年から２年連続で減少しました。 負傷者数については平

成 25 年から 10 年連続で減少しましたが、令和５年に増加して以降、増

減を繰り返し、令和７年中は、 5,351 人となりました。死者数について

は、平成 29 年から５年連続で減少して、令和３年に目標を達成したほ

か、令和４年から増減を繰り返したものの、令和７年は再び減少して 44

人となり、第 11 次長野県交通安全計画の目標を達成することができまし

た。  

 

(2) 交通事故死者数・重傷者数の推移  

H28 H29 H30 Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７

死者数 121 79 66 65 46 45 46 42 57 44

重傷者数 734 730 724 646 526 492 476 511 545 522

重傷・死者数に占める

死者数の割合
14.2% 9.8% 8.4% 9.1% 8.0% 8.4% 8.8% 7.6% 9.5% 7.8%

0%
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死
者
数
の
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％
）
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者
・死
者
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）

死者数・重傷者数の推移

※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  

※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

発生件数 8,301 7,952 7,251 6,281 4,802 4,772 4,752 5,006 4,970 4,482

負傷者数 10,326 9,726 8,818 7,559 5,756 5,696 5,611 5,951 6,005 5,351

死者数 121 79 66 65 46 45 46 42 57 44

0

5,000
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）

長野県の交通事故発生件数及び死傷者数の推移
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○  重傷者数は、平成 13 年から 14 年連続で減少しましたが、平成 27 年

に増加しました。その後、平成 28 年から７年連続で減少しましたが、

令和５年から再び増加し、第 11 次長野県交通安全計画の目標達成に至

りませんでした。  

○  県内の交通事故の発生件数や負傷者数の減少率に比べ、死者数や重

傷者数の減少率は低く、鈍化しています。また、重傷者・死者に占め  

る死者の割合は、８％前後で推移しており、重傷者が発生する事故防止

の取組が、死者数の減少につながると考えています。  

 

３  交通事故の特徴  

(1) 高齢者事故の推移  

ア  高齢者人口の推移  

県内における 65 歳以上の高齢者人口は、令和 ７年 10 月現在、約 64

万 4000 人で全人口の約 33％を占め、 10 年前の約 30％から３ポイント

上昇しており、今後も更に高齢化が進むと予想されています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  高齢運転免許所持者の推移  

全免許所持者数（県の免許人口）が平成 26 年から減少が始まってい

る中、高齢化の進行に伴い、高齢者の免許所持者は年々増加し 、県の  

   免許人口に占める割合が増え、令和 ７年には約● ※ ％までになりまし

た。今後も、この割合は上昇を続ける見込みです。  

 

   ※令和７年の免許所持者数が判明後に入力  

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

県人口(千人) 2,088 2,076 2,064 2,050 2,048 2,033 2,021 2,005 1,989 1,972

高齢者(千人) 635 641 645 648 647 649 649 647 645 644

510
530
550
570
590
610
630
650
670

1,900

1,950

2,000

2,050

2,100

県人口と高齢者人口の推移

県人口(千人) 高齢者(千人)

（
千
人
）

（
千
人
）

※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  
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ウ  高齢者交通事故の発生推移  

長野県内における人身事故の発生件数は、年々減少傾向で推移してい

ますが、高齢者が関与する交通事故及び高齢運転者による交通事故の全

事故に占める割合は、近年微増している傾向にあります。  

 

 

 

 

交通事故死者についても、全死者数の減少に比べて高齢死者の減少幅  

は少なく、全交通事故に占める高齢死者の割合は近年 10 年を見ても半数

以上を占めており、高比率のまま高止まりの状況にあります。  

 

※ 高 齢 運 転 者 事 故 は 、 高 齢 者 が 第 １ 当 事 者 と な っ た 事 故 を 示 す 。  

※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  

※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

人身事故(件数) 8,301 7,952 7,251 6,281 4,802 4,772 4,752 5,006 4,970 4,482

高齢者事故（％） 37.5 37.1 38.9 39.6 40.2 41.6 41.1 41.9 41.9 43.3

高齢運転者事故（％） 23.6 24.3 25.8 26.4 26.9 27.9 28.4 29.3 29.4 31.1

0
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（
件
数
）

（

％

）

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

全免許所持者（千人） 1,488 1,486 1,484 1,477 1,471 1,469 1,468 1,467 1,463

免許所持者に占める

高齢免許所持者率（%）
27.2 27.9 28.5 29.0 29.5 30.0 30.3 30.9 31.3 0.0%
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1,455

1,460

1,465

1,470

1,475

1,480
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（
千
人
）

高齢運転免許所持者の推移 

高齢者交通事故の発生推移 

（
％
） 
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エ  高齢者事故の特徴  

 (ｱ) 歩行時における事故  

 近年の高齢歩行者の死亡事故の発生場所を自宅からの距離別で見る

と、多くは 500ｍ以下の近所で発生しており、横断歩道 上を含め、道路

横断中に亡くなっているケースが多くみられます。  

 (ｲ) 自動車運転における事故  

 高齢ドライバーによる死亡事故の違反を過去５年の累計（ 令和３年～

令和７年）で見ると、安全運転義務違反の前 方不注意や、安全不確認が

高い割合となっており、次いでブレーキ操作 不適やハンドル操作不適に

よる死亡事故が多くを占めています。  

 

(ｳ) 自転車運転における事故  

 近年の動向として自転車事故の発生件数は減少していますが、自転車

事故の死者数は発生件数に相関しておらず、増減を繰り返しています。

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

全死者数(人) 121 79 66 65 46 45 46 42 57 44

高齢死者数(人) 69 43 38 36 31 27 27 25 32 22

高齢死者の割合(％) 57.0 54.4 57.6 55.4 67.4 60.0 58.7 59.5 56.1 50.0

0
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等

（
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高齢ドライバー関与死者数違反別累計（R3～R7）

※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  

※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  

交通事故による高齢死者の推移  
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自転車事故の死者数が 増加した年については、高齢者の自転車乗用中の

割合が増えているのが特徴です。令和６年については、４人中２人が高

齢者で 50%を占めています。  

 

(2) こども事故の推移  

こども（中学生以下）の事故は近年、負傷者数は減少 傾向にあります

が、死者については、令和元年、令和３年、令和４年及び 令和７年にこ

どもの死者がゼロだった他は、毎年数名の尊い こどもの命が失われてい

ます。近年の幼児と小学生の自動車乗車中、自転車乗用中、歩 行中の状

態別の死者・重傷者数の推移を見ると、特に歩行中に事故に遭っている

傾向があります。  

また、学年別の死者・重傷者の歩行者事故の 累計（ R３～ R7）を見る  

と、小学校２年生、３年生が最も多く、次いで小学校１年生が歩行中に  

事故に遭っています。  

 

R28 R29 R30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

自転車事故死者（高齢者） 7 6 0 1 7 4 6 1 2 0

自転車事故死者（高齢者以外） 1 2 1 1 2 1 2 2 2 0

自転車事故件数 955 928 834 772 628 626 532 615 585 524
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自転車事故死者（高齢者）の推移
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）

※ 県 統 計 資 料 か ら 作 成  
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(3) 自転車事故の推移  

自転車事故の発生件数、 死傷者数は、年々減少傾向にあります。  

自転車事故の死傷者を年代別で見ると、 15 歳～ 18 歳の高校生の世代が  

占める割合が高く、過去５年（ R３～ R７）の死傷者の累積で 15 歳～ 18 歳

は、 33.9％を占めています。  

 

 

過去５年（ R３～ R７）における学年別の自転車事故の死傷者数を見る

と、小学生、中学生は全体的に死傷者数が少な く、高校生が多くなって

います。特に高校１年生が最も多く、学年が上がるにつれ死傷者数は減

少しています。  

また、違反通行をして交通事故に遭っているのが多いのも高校生の自転

車事故の特徴となっています。  
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※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  

※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  

R28 R29 R30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

自転車事故死傷者数

（15～18歳）
323 312 248 266 192 215 165 200 199 179

自転車事故死傷者数

（15～18歳以外）
637 608 578 499 428 408 361 402 376 325

自転車事故件数 955 928 834 772 628 626 532 615 585 524
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(4) 歩行者事故の推移  

ア  発生件数、死者数、負傷者数の推移  

発生件数は、過去 10 年単位の長期的に見ると緩やかに減少していま

す。死者数については、 増減を繰り返しながらも減少傾向にあります

が、全体の死者数に対して歩行者の死者は平均して 30％台で推移して

います。  

イ  歩行者事故の特徴  

歩行者事故の死者数・重傷者数の昼夜別の累計（ R３～ R７）を見る

と、死者については夜間 における発生が多いのに対し、重傷者について

は昼間に多く発生しているのが特徴です。  

 

 

歩行者事故の死者・重傷者数の年代別の累計（ R３～ R７）を見ると、

20 代から 40 代は低いものの、 50 代から増加し、特に 70 代からの増加

が顕著である他、 10 代も歩行者事故の被害者になっているケースが多

いことが過去５年の特徴です。  

21
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※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  
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※ 県 警 統 計 資 料 か ら 作 成  
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歩行者事故の死者・重傷者数の形態別の累計（ R３～ R７）を見ると、

横断歩道横断中に被害に遭 うケースが最も多いのが現状です。横断歩道

における死者・重傷者数を抑えるためにも、 運転者への対策に加え、歩

行者への対策も非常に重要になります。また、横断歩道外で道路を横断

中に被害に遭うケースも多く、「道路横断中」の事故が非常に高い割合

を占めているのが大きな特徴です。  

 

 

４  道路交通事故の見通し  

道路交通を取り巻く状況は、経済社会情勢の動向に伴い今後複雑に変化す

ると見込まれ、将来の交通事故の発生状況については正確には見極め難いと

ころです。  

先進技術を搭載した自動車の普及のほか、 交通安全に関する啓発活動とい

ったソフト面での対策と併せて、自転車 道や歩道の整備などハード面での対

策も講じることで、全体として交通事故の発生や死亡事故はもとより、生活

に著しく支障を生じるおそれのある重傷 事故の発生の減少が期待されます。  

 

第２章  第 12 次長野県交通安全計画における目標  

 

令和 12 年までに年間の交通事故死者数を 42 人以下、  

重傷者数を 455 人以下とします。  

※  死 者 数 ・ 重 傷 者 数 4 9 7 人 以 下  
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究極的には、交通事故のない社会の実現と日本を代表する交通安全社会

を目指しますが、当面、 令和 12 年までに  

年間の交通事故死者数 42 人以下、重傷者数 455 人以下  

とすることを目標とします。  

 

交通事故のない社会を 実現することが究極の目標でが、一朝一夕にこの  

目標を達成することは困難であると考えるため、死者数及び命に関わる優

先度が高い重傷者数をゼロに近づけることが本計画の目標です。  

 

 

【参考】これまでの交通安全計画の目標値と実績値  

計 画  対 象 期 間  目 標 値  実 績 値  

第 １ 次  昭 和 4 6 年 度  

～ 5 0 年 度  

交 通 事 故 の増 加 傾 向 の抑 止 、  

歩 行 者 の死 亡 事 故 の半 減  

死 者 数 : 2 4 8 人 （ 昭 和 ５ ０ 年 ）  

第 ２ 次  昭 和 5 1 年 度  

～ 5 5 年 度  

昭 和 4 7 年 の死 者 数 （ 3 3 7 人 ）  

の半 減  

死 者 数 : 1 5 6 人 （ 昭 和 5 5 年 ）  

第 ３ 次  昭 和 5 6 年 度  

～ 6 0 年 度  

死 者 数 １ ５ ０ 人 以 下  死 者 数 : 2 1 3 人 （ 昭 和 6 0 年 ）  

第 ４ 次  昭 和 6 1 年 度  

～ 平 成 ２ 年 度

度 度 度  

死 者 数 １ ５ ０ 人 以 下  死 者 数 : 2 3 3 人 （ 平 成 ２ 年 ）  

第 ５ 次  平 成 ３ 年 度  

～ ７ 年 度  

死 者 数 ２ ０ ０ 人 以 下  死 者 数 : 2 1 1 人 （ 平 成 ７ 年 ）  

第 ６ 次  平 成 ８ 年 度  

～ １ ２ 年 度  

平 成 ９ 年 までに死 者 数 ２ ０ ０ 人 以 下  

平 成 １ ２ 年 までに死 者 数 １ ８ ０ 人 以

下  

死 者 数 : 1 9 6 人 （ 平 成 1 2 年 ）  

第 ７ 次  平 成 １ ３ 年 度  

～ １ ７ 年 度  

死 者 数 １ ８ ０ 人 以 下  死 者 数 : 1 5 2 人 （ 平 成 1 7 年 ）  

第 ８ 次  平 成 １ ８ 年 度  

～ ２ ２ 年 度  

死 者 数 １ １ ０ 人 以 下  

死 傷 者 数 1 5 , 0 0 0 人 以 下  

死 者 数 : 1 1 0 人  

死 傷 者 数 ： 1 3 , 6 9 8 人  

（ 平 成 2 2 年 ）  

第 ９ 次  平 成 ２ ３ 年 度  

～ ２ ７ 年 度  

死 者 数 ６ ０ 人 以 下  

死 傷 者 数 を１ 万 人 以 下  

死 者 数 : 6 9 人  

死 傷 者 数 ： 1 1 , 0 2 3 人  

（ 平 成 ２ ７ 年 ）  

第 １ ０ 次  平 成 ２ ８ 年 度  

～ 令 和 ２ 年 度  

死 者 数 5 5 人 以 下  

死 傷 者 数 9 , 0 0 0 人 以 下  

死 者 数 ： 4 6 人  

死 傷 者 数 ： 5 , 8 0 2 人 （ うち重 傷

者 数 ５ ２ ６ 人 ） （ 令 和 ２ 年 ）  

第 １ 1 次  令 和 ３ 年 度

～ ７ 年 度  

死 者 数 ４ 5 人 以 下  

重 傷 者 ５ ０ ０ 人 以 下  

死 者 数 ： ４ ４ 人  

重 傷 者 ： ５ ２ ２ 人 （ 令 和 ７ 年 ）  
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第２部  道路交通の安全についての対策  

第 1 章  今後の道路交通安全対策を考える視点  

○  令和７年中の交通事故死者数は 44 人と、現行の交通事故統計となった

昭和 23 年以降、令和５年の 42 人に次いで少なくなりました。  

また、発生件数は昭和 38 年以降で最少となり、負傷者数は昭和 39 年

以降で最少となりました。  

この状況を鑑みると、これまでの交通安全計画に 基づき実施されてき

た対策には一定の効果があったものと考えられます。  

○  一方で高齢者の死者数は、年々減少傾向であるものの、交通事故死者

数全体の５割以上を占めるなど、高い水準と なっています。  

○  状態別の死者数を見ると、歩行中、自転車乗 用中が多く、事故類型の

死者数を見ると、歩行者横断中、車両の道路逸脱、出会い頭衝突が多く

発生しています。  

○  今後は、従来の交通安全対策を基本としつつ 、経済社会情勢や交通情

勢、技術の進展・普及等 の変化に対応し、実際に発生した交通事故に関

する情報の収集や分析を充実し 、より効果的な対策に向けて改善を図り

有効性が見込まれる施策を推進します。  

○  対策の実施に当たっては、可能な限り根拠に基づいた対策を推進し、

実施後は効果評価・検証を行い 、必要に応じて改善をしていくことが必

要です。  

このような観点から、次の交通安全対策を実施します。  

①  道路交通環境の整備    ②  交通安全思想の普及徹底  

③  安全運転の確保      ④  車両の安全性の確保  

⑤  道路交通秩序の維持    ⑥  救助・救急活動の充実  

⑦  被害者等支援の充実と推進  

⑧  研究開発及び調査研究の充実  

○  さらに、今後の対策の実施に当たって は、次の点を重視して推進してい

きます。  

１  重視すべき視点  

(1) 高齢者を交通事故から守るとともに交通事故を起こさないための総合的

な対策  

○  長野県における高齢者の交通事故死者に占める割合は約 ５割と高く高  

齢者については、主として歩行や自転車等を交通手段として利用する場

合の対策とともに、自動車を運転する場合の安全運転を支える 対策を推

進し、さらに運転免許返納後の、高齢者の移動を伴う日常生活を支える

ための対策とも連携を深め推進して いきます。  

○  高齢者の交通事故防止は、高齢歩行者（自転車利用者 を含む。）と高  

齢運転者のそれぞれの特性を理解した対策を講じます。特に 、高齢運転
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者については、増加が予想されることから 、交通事故を起こさないため

の対策を強化していきます。  

また、運転免許を自主返納した高齢者の生活の足を確保するための交  

通環境整備等、運転免許自主返納制度に対する支援施策の充実を図って

いきます。  

○  高齢者が歩行や自転車等を交通手段とし て利用する場合については 歩

道や自転車通行空間の整備や生活道路の対策、高齢者の特性や地域の交

通情勢を踏まえた交通安全教育の充実のほか、今後は多様なモビリティ

の安全利用や、地域の状況に適した自動運転サービス等の活用も重要に

なると考えられます。  

また、年齢等にかかわらず全ての人が利用しやすい街づくりや生活環  

境を設計するとの考えに基づいた 、バリアフリー化された道路交通環境

の形成を図っていきます。  

○  高齢運転者の安全運転を支える対策 については、加齢に伴う身体機能

の衰え等を補う安全運転サポート車の活用や普及を積極的に進めるとと

もに、運転支援機能の過信・誤解による事故が発生していることを踏ま

え、運転支援機能技術とその限界について、交通安全教育等を通じて幅

広く情報提供を行って いきます。  

○  高齢運転者への対策として、普通自動車に対応する運転免許保有者の

うち一定の違反歴がある 75 歳以上の者に対する運転技能検査が導入さ  

れており、引き続き、運転免許証の更新時における運転技能検査、認知

機能検査及び高齢者講習を適切に実施していきます。  

 また、高速道路の逆走事案は約７割が 65 歳以上の高齢運転者による  

ものであり、逆走を防止するための道路環境の整備はもとより、逆走防  

止のための広報啓発や逆走等の認知機能が低下した場合に行われやすい  

一定の違反行為をした 75 歳以上の免許保有者に対する臨時認知機能検  

査を実施するなどの逆走対策を推進します。  

 

（ 2）  こどもの安全確保のための環境整備  

○   こどもの交通事故死者数は減少してきてはいますが、次代を担う こど

もの安全を確保する観点から、未就学児やこどもが日常的に集団で移動

する経路や通学路等に おいて、横断歩道の設置や適切な管理、歩道の整

備等の安全・安心な歩行空間の整備を積極的に推進して、 こどもが移動

しやすい環境の整備を図っていき ます。  

○  また、こどもだけでなく保護者や地域住民を含めた、地域の交通情勢

に応じた交通安全教育の充実や、地域で こどもを見守っていく取組を充

実させていきます。  

○  このほか、自動車乗車中のこどもの安全を確保するため、チャイルド

シートの適切な使用の定着化を図っていきます。  
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(3)   歩行者の安全確保のための意識変容  

○  令和７年の交通事故死者数に占める歩行者の割合は ２割弱を占めて

います。長野県は、信号のない横断歩道における一時停止率が全国一

との結果があるものの、横断歩道における交通事故は歩行者事故の 約

４割を占めるなど、歩行者優先の徹底は未だなされていないことか

ら、特に、高齢者やこどもにとって身近な道路の安全性を高め、歩行

者の安全を確保することが必要不可欠です。  

○  人優先の考えの下、未就学児童を中心に こどもが日常的に集団で移

動する経路や通学路、生活道路及び幹線道路において、横断歩道の設

置や適切な管理、歩道の整備を始め、安全・安心な歩行空間の確保を

積極的に進めるなど、歩行者の安全確保を図る対策を推進します。  

○  また、横断歩行者が関係する交通事故を減少させるため、自動車、

自転車、特定小型原動機付自転車の運転者には横断歩道に関するルー

ルの再認識と歩行者優先の徹底を周知するなど、運転者の歩行者保護

意識の徹底を図っていきます。  

○  歩行者に対しては、横断歩道を渡ること、信号機のあるところで

は、その信号に従うことに加え、信号機のない場所で横断するときは

手を上げるなど、横断する意思を明確に伝える必要があることを含

め、安全を確保してから横断を始め、横断中も周りに気を付けるこ

と、歩きスマホはしないこと等、歩行者が自らの安全を守るための行

動を促す交通安全教育等を推進します。  

 

（ 4）  自転車の安全確保のための法令遵守と通行環境の整備  

○  自転車については、自動車等に衝突された場合には被害 者になる  

反面、歩行者等に衝突した場合には加害者となる ほか、自転車乗車中

の死傷者の約８割には自転車利用者側に何かしらの法令違反が認めら

れる状況にあります。  

○  官民が連携し、ライフステージに応じた交通安全教育の充実を図

り、自転車の基本的なルールの周知徹底を図るとともに、自転車の悪

質・危険な違反に対しては、厳正な取り締まりを推進します。  

○  また、全ての年齢層にヘルメットの着用を促すとともに、自転車の

点検・整備、損害賠償責任保険等への加入促進等の対策を推進し ま

す。  

○  駆動補助機付自転車の 交通事故の防止を図るため、車両特性を踏ま

えた交通安全教育、広報啓発を推進します。  

○  自転車の安全利用を促進するため、安全で快適な自転車走行空間

の確保を推進します。  

○  自動車の運転者に対しても、自転車の側方を通過する際の安全確

保に関する規定を始め、車道を通行する自転車の安全を確保するた

めの交通ルールについて周知を図ります。  
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(5) 外国人の交通安全対策の推進  

  ○  在留外国人や外国人旅行者は近年増加しており、過去５年で見ると外

国人運転者による交通事故件数も増加傾向にあります。  

    外国人が自動車等を安全に運転できるよう、外国人運転者に対し、日

本の交通ルールやマナーについて理解を徹底させるための取組を強化す

る必要があります。  

○  母国との交通ルールの違い等を理解できるよう、啓発動画やリーフ

レット等を活用した効果的な交通安全教育や広報啓発を行うとともに、

外国人労働者を雇用する者等による交通安全教育や安全運転管理の強化

等を推進していきます。  

○  また、外国人にとって分かりやすい英語を併記した規制標識の整備

等を推進します。  

 

(6) 特定小型原動機付自転車を始めとする小型モビリティの法令遵守の徹

底と安全対策の推進  

  ○  特定小型原動機付自転車については、関係事業者と連携し、基本的な

ルールの周知徹底や、交通安全教育等の交通安全対策を推進するととも

に、交通指導取締りを強化します。  

  ○  ペダル付き電動バイクについては、一般原動機付自転車又は自動車に

該当し、運転には運転免許を要して、ヘルメットの着用が義務付けられ

ていることに加え、ナンバープレートや方向指示器等が必要なことなど

について、関係機関・販売事業者等と連携して周知を図ります。  

    また、無免許運転等の悪質・危険な運転に対する交通取り締まりを

強化します。  

  ○  このほか、電動車椅子は歩行者であることについて周知に努めます。  

 

(7) 生活道路における歩行者等の安全確保  

○   生活道路（車道幅員 5.5 メートル未満の道路）における死者は全死

者の約１割を占め、全ての歩行者や自転車が安全で安心して通行でき  

る環境を確保することが重要です。  

  生活道路における歩行者等の安全確保のための取組を進め、 「生活  

道路は人が優先」という意識の浸透することを目指します。  

○  生活道路の安全対策については、ゾーン 30 の設定に加え、物理的デ  

バイスを適切に組み合わせたゾーン 30 プラスの整備を推進します。  

○  また、自動車の速度抑制を図る ための道路交通環境整備を進めるほ

か、可搬式速度自動取締装置等による適切な 交通指導取締りの実施や、

生活道路における安全な走行方法の普及、 幹線道路を通行すべき自動車

の生活道路への流入を防止するための対策を推進していきます。  

○  生活道路における違法駐車については、歩行者や車両の安全な通行

の妨げとなるため、違法駐車の取締り等を推進します。  
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○  生活道路における対策は、 対策着手段階から住民の意見を反映して  

いくことが重要であることから、地域住民を交えるなどして、対策を  

推進していきます。  

  

(8) 先端技術の活用推進  

○  衝突被害軽減ブレーキを始めとした先端技術の活用により、交通事

故が減少していることから、今後も、サポカー・サポカー Ｓの普及促  

進を図っていきます。  

  また、危険認知の遅れや運転操作の誤りによる事故を未然に防止す  

るための安全運転を支援するシステムの発展や普及、自動運転等のイ  

ンフラの支援など、先端技術の活用や技術発展を踏まえたシステムの  

導入を推進して、交通の安全を確保していきます。  

  ○  他方で運転支援機能や自動運転は、それぞれについて、機能に限界  

があることから、性能を過信・誤解せず、正しく理解し利用するよう  

広報啓発を推進します。  

 

(9) 交通実態等を踏まえたきめ細かな対策の推進  

○  これまでの対策では 、抑止が困難であった事故については、発生地

域、場所、形態等を詳細な情報に基づき分析し、よりきめ 細やかな対  

策を効果的かつ効率的に実施していくことにより交通事故の減少を図  

っていきます。  

○  様々な交通情勢の変化があり得る中で 、その時々の状況を踏まえ取

組を行います。  

 

(10) 地域が一体となった交通安全対策の推進  

○  各地域においては、 少子高齢化の一層の進展等に伴う、 地域社会の

ニーズと交通情勢の変化を踏まえつつ、 それぞれの地域における行政、

関係団体、住民等の協働により、地域に根ざした交通安全の課題の解  

決に取り組んでいくことが重要です。  

○  交通事故の発生場所や発生形態など 、事故特性に応じた対策を実施

していくため、インターネット等を通じた交通事故情報の提供に努め  

るなど、地域住民に交通安全対策に関心を持ってもらい 、当該地域に  

おける安全安心な交通社会の形成 に、自らの問題として積極的に参加  

してもらうなど、県民主体の交通安全意識を醸成していきます。  
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【施策体系】 

１ 生活道路等における人優先の 
安全・安心な歩行空間の整備 

 
 
２ 高規格道路の更なる活用促進に 
  よる生活道路との機能分化 
 
３ 幹線道路における交通安全 

対策の推進 
 
 
 
 
 
４ 交通安全施設等の整備事業の推進 
５ 高齢者の移動手段の確保・充実 
６ 歩行空間のユニバーサルデザイン化 
７ 無電柱化の推進 
 
 
 
８ 効果的な交通規制の推進 
 
 
 
９ 自転車利用環境の総合的整備 
 
 
 
 
10 高度道路交通システムの活用 
 
 
 
 
 
11 交通需要マネジメントの推進 
 
 
 
12 災害に備えた道路交通環境の整備 
 
 
 
 
13  総合的な駐車対策の推進 
 
 
 
 
 
14 道路交通情報の充実 
 
 
 
 
15 交通安全に寄与する道路交通環境の整備 
 

 
 

 
生活道路における交通安全対策の推進 

通学路等の歩道整備等の推進 

高齢者、障がい者等の安全に資する歩行空間等の整備 
事故ゼロプラン（事故危険区間重点解消作戦）の
推進 
事故危険箇所対策の推進 
幹線道路における交通規制 
重大事故の再発防止 
適切に機能分担された道路網の整備 
高速自動車国道等における交通事故防止対策の推進 
道路の改築等による交通事故対策の推進 
交通安全施設等の高度化 
 
交通安全施設等の戦略的維持管理 
歩行者・自転車対策及び生活道路対策の推進 
幹線道路対策の推進 
交通円滑化対策の推進 
ITSの推進による安全で快適な道路交通環境の実現 
道路交通環境整備への住民参加の促進 
連絡会議等の活用 
 
地域の特性に応じた交通規制 
より合理的な交通規制 
信号制御の改善 
 
安全で快適な自転車利用環境の整備 
ソフト施策の推進 
取締りの徹底 
自転車駐車場対策 
 
道路交通情報通信システムの整備 
新交通管理システムの推進 
交通事故防止のための運転支援システム整備の推進 
道路運送事業に係る高度情報化の推進 
 
公共交通機関の利用促進 
貨物自動車利用の効率化 
 
災害に備えた道路の整備 
災害に強い交通安全施設等の整備 
災害発生時における交通規制 
災害発生時における情報提供の充実 
 
 
きめ細やかな駐車規制の推進 
違法駐車対策の推進 
駐車場等の整備 
違法駐車を排除する気運の醸成・高揚 
ハード・ソフト一体となった駐車対策の推進 
 
情報収集・提供体制の充実 
ITSを利用した道路交通情報の高度化 
適正な道路交通情報提供事業の促進 
分かりやすい道路交通環境の確保 
 
道路の使用及び占用の適正化等 
休憩施設等の整備の促進 
こどもの遊び場等の確保 
道路法に基づく通行の禁止又は制限 
地域に応じた安全の確保 

第１節 道路交通環境の整備 
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第２章  講じようとする施策  

第１節  道路交通環境の整備  

道 路 交 通 環 境 の 整 備 に つ い て は 、こ れ ま で も 警 察 や 道 路 管 理 者 等 の 関 係

機 関 が 連 携 し 、幹 線 道 路 と 生 活 道 路 の 両 面 で 対 策 を 推 進 し て き て お り 、い

ず れ の 道 路 に お い て も 一 定 の 事 故 抑 止 効 果 が 確 認 さ れ て い ま す 。  

歩 行 者 や 自 転 車 が 多 く 通 行 す る 生 活 道 路 に お け る 安 全 対 策 を よ り 一 層

推 進 す る 必 要 が あ る た め 、今 後 の 道 路 交 通 環 境 の 整 備 に 当 た っ て は 、自 動

車 交 通 を 担 う 幹 線 道 路 等 と 歩 行 者 中 心 の 生 活 道 路 の 機 能 分 化 を 進 め 、生 活

道 路 の 安 全 の 推 進 に 取 り 組 む こ と と し ま す 。  

こ れ ま で の 対 策 に 加 え 、少 子 高 齢 化 等 の 社 会 情 勢 の 変 化 に 対 応 し 、子 供

を 交 通 事 故 か ら 守 り 、高 齢 者 や 障 が い 者 が 安 全 に か つ 安 心 し て 外 出 で き る

交 通 社 会 の 形 成 を 図 る 観 点 か ら 、安 全 、安 心 な 歩 行 空 間 が 確 保 さ れ た 、人

優 先 の 道 路 交 通 環 境 整 備 の 強 化 を 図 っ て い き ま す 。  

 

１  生 活 道 路 等 に お け る 人 優 先 の 安 全 ・ 安 心 な 歩 行 空 間 の 整 備  

こ れ ま で 一 定 の 成 果 を 挙 げ て き た 交 通 安 全 対 策 は 、 主 と し て 「 車 中 心 」

の 対 策 で あ り 、歩 行 者 や 自 転 車 の 視 点 か ら の 道 路 整 備 や 交 通 安 全 対 策 は 十

分 と は い え ず 、ま た 、生 活 道 路 へ の 通 過 交 通 の 流 入 等 の 問 題 も 依 然 と し て

深 刻 で す 。  

歩 行 者 の 死 者 数 は 全 死 者 の 15 .9％ (令 和 ７ 年 )を 占 め て お り ま す 。  

こ の た め 、地 域 の 協 力 を 得 な が ら 、通 学 路 、生 活 道 路 、市 街 地 の 幹 線 道

路 等 に お い て 歩 道 を 積 極 的 に 整 備 す る な ど 、 身 近 な 生 活 道 路 等 に お い て 、

「 人 」 優 先 の 視 点 に 立 っ た 交 通 安 全 対 策 を 推 進 し て い く 必 要 が あ り ま す 。 

交 通 の 安 全 を 確 保 す る 必 要 が あ る 道 路 に お い て 、歩 道 等 の 交 通 安 全 施 設

等 の 整 備 、効 果 的 な 交 通 規 制 の 推 進 な ど 、き め 細 か な 交 通 事 故 防 止 対 策 を

実 施 す る こ と に よ り 車 両 の 速 度 の 抑 制 や 、自 動 車 、自 転 車 、歩 行 者 等 の 異

種 交 通 が 分 離 さ れ た 安 全 な 道 路 交 通 環 境 を 形 成 し ま す 。  

 

(1)  生 活 道 路 に お け る 交 通 安 全 対 策 の 推 進  

  通 行 禁 止 等 の 交 通 規 制 を 実 施 す る ほ か 、 面 的 対 策 が 必 要 な 地 区 に つ い

て は 、 最 高 速 度 3 0 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 の 区 域 規 制 を 中 心 と す る 対 策 で あ る

「 ゾ ー ン 30」 や 最 高 速 度 30 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 の 区 域 規 制 と ハ ン プ や 狭 さ

く と い っ た 物 理 的 デ バ イ ス を 組 み 合 わ せ た「 ゾ ー ン 30 プ ラ ス 」の 整 備 を 推

進 し 、 車 両 速 度 の 抑 制 や 通 過 交 通 の 排 除 に 重 点 を 置 い た 対 策 を 推 進 し ま

す 。 ま た 、 自 動 車 と 歩 行 者 の 交 通 事 故 を 抑 止 す る た め 、 令 和 ８ 年 ９ 月 か ら

生 活 道 路 の 法 定 速 度 が 3 0 キ ロ メ ー ト ル 毎 時 に 引 き 下 げ ら れ る こ と と な り

ま し た が 、 こ れ に 関 す る 広 報 啓 発 を 実 施 す る な ど 、 制 度 の 円 滑 な 施 行 を 図

り ま す 。  

そ の 他 、 高 輝 度 標 識 等 の 見 や す く わ か り や す い 道 路 標 識 ・ 道 路 標 示
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の 整 備 、外 周 幹 線 道 路 を 中 心 と し た 、信 号 機 の 改 良 、光 ビ ー コ ン・ 交

通 情 報 板 等 に よ る リ ア ル タ イ ム の 交 通 情 報 提 供 等 の 交 通 円 滑 化 対 策

を 実 施 し ま す 。  

  こ れ ら に 加 え 、「 高 齢 者 、障 害 者 等 の 移 動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に 関 す る

法 律 」（ 平 成 18 年 法 律 第 91 号 。以 下「 バ リ ア フ リ ー 法 」と い う 。）に

い う 生 活 関 連 経 路 を 構 成 す る 道 路 を 中 心 に 、高 齢 者 、障 が い 者 等 に 優

し い 音 響 式 信 号 機 、 歩 行 者 等 支 援 情 報 通 信 シ ス テ ム （ 高 度 化 P ICS）、

経 過 時 間 表 示 機 能 付 き 歩 行 者 用 灯 器 等 の バ リ ア フ リ ー 対 応 型 信 号 機

の 整 備 、歩 行 者 と 自 動 車 の 事 故 を 防 止 す る 歩 車 分 離 式 信 号 の 整 備 を 推

進 し ま す 。  

 

(2)  通 学 路 等 の 歩 道 整 備 等 の 推 進  

ア  通 学 路 等 に お け る 交 通 安 全 の 確 保  

通 学 路 や 未 就 学 児 を 中 心 に こ ど も が 日 常 的 に 集 団 で 移 動 す る 経 路

に お け る 交 通 安 全 を 確 保 す る た め 、「 通 学 路 交 通 安 全 プ ロ グ ラ ム 」 等 に

基 づ く 定 期 的 な 合 同 点 検 の 実 施 や 対 策 の 改 善 ・ 充 実 等 の 継 続 的 な 取 組

み を 実 施 す る と と も に 、 道 路 交 通 実 態 に 応 じ 、 学 校 、 教 育 委 員 会 、 警

察 、 保 健 所 等 の 対 象 施 設 、 そ の 所 管 機 関 、 道 路 管 理 者 等 関 係 機 関 が 連 携

し 、 ハ ー ド ・ ソ フ ト の 両 面 か ら 必 要 な 対 策 を 推 進 し ま す 。  

イ  安 全 な 歩 行 空 間 の 確 保  

幼 稚 園 、 保 育 所 、 児 童 館 等 や 小 学 校 に 通 う 幼 児 ・ 児 童 、 中 学 校 、 高

等 学 校 に 通 う 生 徒 の 通 行 の 安 全 を 確 保 す る た め 、通 学 路 等 の 歩 道 整 備

等 を 積 極 的 に 推 進 す る と と も に 、ハ ン プ ・ 狭 さ く 等 の 設 置 、路 肩 の カ

ラ ー 舗 装 、防 護 柵 ・ ラ イ ジ ン グ ボ ラ ー ド（ 自 動 昇 降 式 の 車 止 め ）等 の

設 置 、自 転 車 道 ・ 自 転 車 専 用 通 行 帯 ・ 自 転 車 の 通 行 位 置 を 示 し た 道 路

等 の 整 備 、立 体 横 断 施 設 の 整 備 、横 断 歩 道 等 の 拡 充 等 の 対 策 を 推 進 し

ま す 。  

 

(3)  高 齢 者 、 障 が い 者 等 の 安 全 に 資 す る 歩 行 空 間 等 の 整 備  

ア  歩 道 等 の 整 備  

高 齢 者 や 障 が い 者 等 を 含 め 全 て の 人 が 安 全 に 安 心 し て 参 加 し 活 動

で き る 社 会 を 実 現 す る た め 、駅 、公 共 施 設 、福 祉 施 設 、病 院 等 の 周 辺

を 中 心 に 平 坦 性 が 確 保 さ れ た 幅 の 広 い 歩 道 等 を 積 極 的 に 整 備 し ま す 。 

 歩 道 の 段 差 ・ 傾 斜 ・ 勾 配 の 改 善 、音 響 式 信 号 機 や 歩 車 分 離 式 信 号 等

の バ リ ア フ リ ー 対 応 型 信 号 機 、エ ス コ ー ト ゾ ー ン 、昇 降 装 置 付 立 体 横

断 施 設 、歩 行 者 用 休 憩 施 設 、自 転 車 駐 車 場 、障 が い 者 用 の 駐 車 枠 等 を

有 す る 自 動 車 駐 車 場 等 の 整 備 を 推 進 し ま す 。  

イ  歩 行 者 等 の 安 全 確 保  

通 過 車 両 の 進 入 を 抑 え 、歩 行 者 等 の 安 全 確 保 と 生 活 環 境 の 改 善 を 図
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る た め 、コ ミ ュ ニ テ ィ 道 路 、歩 車 共 存 道 路 等 の 整 備 を 推 進 す る と と も

に 、道 路 標 識 の 高 輝 度 化・自 発 光 化・表 示 板 の 共 架 、設 置 場 所 の 統 合・

改 善 、道 路 標 示 な ど の 高 輝 度 化 等 を 行 い 、見 や す く 分 か り や す い 道 路

標 識 ・ 道 路 標 示 と す る な ど 視 認 性 の 向 上 を 図 り ま す 。  

 旧 来 の 歩 道 に 多 い 波 打 ち や 、段 差 を 解 消 し 、歩 行 者 に や さ し い 、使

い や す い 歩 行 空 間 を 形 成 す る 歩 道 リ メ イ ク 事 業 を 推 進 し ま す 。  

ウ  道 路 環 境 の バ リ ア フ リ ー 化  

○  高 齢 者 、障 が い 者 等 の 自 立 し た 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 確 保 す る

た め 、ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン の 考 え 方 に 基 づ き 、駅 、公 共 施 設 、福

祉 施 設 、 病 院 等 の 周 辺 を 中 心 に 平 坦 性 が 確 保 さ れ た 幅 の 広 い 歩 道 、

バ リ ア フ リ ー 対 応 型 信 号 機 、待 ち 時 間 表 示 装 置 、昇 降 装 置 付 立 体 横

断 施 設 、歩 行 者 用 休 憩 施 設 、自 転 車 駐 車 場 、障 が い 者 用 の 駐 車 枠 等

を 有 す る 自 動 車 駐 車 場 等 の 整 備 を 推 進 す る と と も に 、無 電 柱 化 を 推

進 し ま す 。こ の ほ か 、バ リ ア フ リ ー 対 応 型 信 号 機 、歩 車 分 離 式 信 号

を 整 備 し ま す 。併 せ て 高 齢 運 転 者 の 増 加 に 対 応 す る た め 、道 路 標 識

の 高 輝 度 化 を 推 進 し ま す 。  

  特 に 、 Bl ue to o th を 活 用 し 、 ス マ ー ト フ ォ ン 等 に 対 し て 歩 行 者 用

信 号 情 報 を 送 信 す る と と も に 、ス マ ー ト フ ォ ン 等 の 操 作 に よ り 青 色

信 号 時 間 の 延 長 を 可 能 と す る 歩 行 者 等 支 援 情 報 通 信 シ ス テ ム（ 高 度

化 P ICS）の 整 備 を 推 進 し 、高 齢 者 、障 が い 者 等 の 安 全 な 移 動 を 推 進

し ま す 。  

○  バ リ ア フ リ ー 法 に 基 づ き 、重 点 整 備 地 区 に 定 め ら れ た 駅 の 周 辺 地

区 等 に お い て は 、 公 共 交 通 機 関 等 の バ リ ア フ リ ー 化 と 連 携 し つ つ 、

誰 も が 歩 き や す い 幅 の 広 い 歩 道 、道 路 横 断 時 の 安 全 を 確 保 す る 機 能

を 付 加 し た バ リ ア フ リ ー 対 応 型 信 号 機 等 の 整 備 を 連 続 的・面 的 に 整

備 し て ネ ッ ト ワ ー ク 化 を 図 り 、 道 路 横 断 時 の 安 全 を 確 保 し ま す 。  

○  視 覚 障 が い 者 誘 導 用 ブ ロ ッ ク 、歩 行 者 用 の 案 内 標 識 等 に よ り 、公

共 施 設 の 位 置 や 施 設 ま で の 経 路 等 を 適 切 に 案 内 し ま す 。  

エ  安 全 な 歩 行 空 間 の 確 保  

 駅 前 等 の 交 通 結 節 点 に お い て 、エ レ ベ ー タ ー 等 の 設 置 、ス ロ ー プ 化

や 建 築 物 と の 直 結 化 が 図 ら れ た 立 体 横 断 施 設 、交 通 広 場 等 の 整 備 を 推

進 し 、道 路 利 用 者 が 歩 き た く な る 安 全 で 快 適 な 歩 行 空 間 を 積 極 的 に 確

保 し ま す 。  

ま た 、冬 期 の 安 全 な 歩 行 者 空 間 を 確 保 す る た め 、中 心 市 街 地 や 公 共

施 設 周 辺 等 に お け る 除 雪 の 充 実 や 消 融 雪 施 設 等 の 整 備 を 推 進 し ま す 。 

 

２  高 規 格 道 路 の 更 な る 活 用 促 進 に よ る 生 活 道 路 と の 機 能 分 化  

高 規 格 道 路 か ら 生 活 道 路 に 至 る 道 路 ネ ッ ト ワ ー ク を 体 系 的 に 整 備 し 、道

路 の 適 切 な 機 能 分 化 を 推 進 し ま す 。  
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ま た 、高 規 格 道 路 の 道 路 利 用 を 促 進 す る と と も に 、生 活 道 路 に お い て は 、

車 両 速 度 の 抑 制 や 通 過 交 通 の 転 換 に よ り 、歩 行 者 、自 転 車 に 配 慮 し た 交 通

環 境 を 形 成 し ま す 。  

 

３  幹 線 道 路 に お け る 交 通 安 全 対 策 の 推 進  

幹 線 道 路 に お け る 交 通 安 全 対 策 に つ い て は 、事 故 危 険 箇 所 を 含 め 交 通 事

故 の 発 生 割 合 の 大 き い 区 間 や 、地 域 の 交 通 安 全 の 実 績 を 踏 ま え た 区 間 を 優

先 的 に 選 定 し 、対 策 立 案 段 階 で は 、事 故 要 因 に 即 し た 効 果 の 高 い 対 策 を 実

施 す る「 成 果 を 上 げ る マ ネ ジ メ ン ト 」を 推 進 し ま す 。ま た 、急ブレーキデー

タ等のビッグデータを活用した潜在的危険箇所の対策等きめ細かく効率的な 交通

事故対策を推進します。  

ま た 、高 規 格 道 路 か ら 生 活 道 路 に 至 る ネ ッ ト ワ ー ク に よ っ て 適 切 に 機 能

が 分 担 さ れ る よ う 道 路 の 体 系 的 整 備 を 推 進 す る と と も に 、他 の 交 通 機 関 と

の 連 携 強 化 を 図 る 道 路 整 備 を 推 進 し ま す 。  

 

(1)  事 故 ゼ ロ プ ラ ン （ 事 故 危 険 区 間 重 点 解 消 作 戦 ） の 推 進  

交 通 安 全 に 資 す る 道 路 整 備 事 業 の 実 施 に 当 た っ て は 、効 果 を 定 量 的 に

検 証 し つ つ 、マ ネ ジ メ ン ト サ イ ク ル を 適 用 す る こ と に よ り 、効 率 的 ・ 効

果 的 な 実 施 に 努 め 、少 な い 予 算 で 最 大 の 効 果 を 獲 得 で き る よ う 、次 の 手

順 に よ り 「 事 故 ゼ ロ プ ラ ン（事故危険区間重点解消作戦）」 を 推 進 し ま す 。 

○  全 国 の 国 道 に お け る 交 通 死 傷 事 故 は 特 定 の 区 間 に 集 中 し て い る こ

と を 踏 ま え 、特 に 交 通 事 故 の 発 生 割 合 の 大 き い 区 間 や 地 域 の 交 通 安 全

の 実 情 を 反 映 し た 区 間 等 、交 通 事 故 の 危 険 性 が 高 い 特 定 の 区 間 を 第 三

者 の 意 見 を 参 考 に し な が ら 選 定 し ま す 。  

○  地 域 住 民 に 対 し 、 事 故 危 険 区 間 で あ る こ と の 注 意 喚 起 を 行 う と と

も に 、 事 故 デ ー タ に よ り 、 多 発 し た 交 通 事 故 類 型 や 主 た る 交 通 事 故

要 因 等 を 明 ら か に し た 上 で 、 今 後 蓄 積 し て い く 対 策 効 果 デ ー タ を 活

用 し つ つ 、 交 通 事 故 要 因 に 即 し た 効 果 の 高 い 対 策 を 立 案 ・ 実 施 し ま

す 。  

○  対 策 完 了 後 は 、対 策 の 効 果 を 分 析 ・ 評 価 し 、必 要 に 応 じ て 追 加 対 策

を 行 う な ど 、 評 価 結 果 を 次 の 新 た な 対 策 の 検 討 に 活 用 し ま す 。  

 

(2)  事 故 危 険 箇 所 対 策 の 推 進  

○  特 に 交 通 事 故 の 発 生 割 合 の 大 き い 区 間 や 、ビ ッ グ デ ー タ の 活 用 に よ

り 潜 在 的 な 危 険 区 間 等 を 事 故 危 険 箇 所 と し て 指 定 し 、警 察 と 道 路 管 理

者 が 連 携 し て 集 中 的 な 交 通 事 故 抑 止 対 策 を 実 施 し ま す 。  

○  事 故 危 険 箇 所 に お い て は 、交 通 事 故 原 因 を 分 析 し た う え で 、信 号 機

の 新 設 ・ 改 良 、歩 車 分 離 式 信 号 の 運 用 、道 路 標 識 の 高 輝 度 化 等 、歩 道

等 の 整 備 、 隅 切 り 等 の 交 差 点 改 良 、 視 距 の 改 良 、 付 加 車 線 等 の 整 備 、
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中 央 帯 の 設 置 、バ ス 路 線 等 に お け る 停 車 帯 の 設 置 及 び 防 護 柵 、区 画 線

等 の 整 備 、 道 路 照 明 ・ 視 線 誘 導 標 等 の 設 置 等 の 対 策 を 推 進 し ま す 。  

 

(3)   幹 線 道 路 に お け る 交 通 規 制  

○  一 般 道 路 に つ い て は 、交 通 の 安 全 と 円 滑 化 を 図 る た め 、道 路 の 構 造 、

交 通 安 全 施 設 等 の 整 備 状 況 、道 路 交 通 実 態 の 状 況 等 を 勘 案 し つ つ 、速

度 規 制 及 び 追 越 し の た め の 右 側 部 分 は み 出 し 通 行 禁 止 規 制 等 に つ い

て 見 直 し を 行 い 、 適 正 化 を 図 り ま す 。   

○  新 規 供 用 の 高 速 自 動 車 国 道 等 に つ い て は 、道 路 構 造 、交 通 安 全 施 設

の 整 備 状 況 等 を 勘 案 し 、安 全 で 円 滑 な 交 通 を 確 保 す る た め 、適 正 な 交

通 規 制 を 実 施 す る と と も に 、 既 供 用 の 高 速 自 動 車 国 道 等 に つ い て は 、

交 通 流 の 変 動 や 交 通 事 故 発 生 状 況 等 を 総 合 的 に 勘 案 し て 、交 通 実 態 に

即 し た 交 通 規 制 と な る よ う 見 直 し を 推 進 し ま す 。  

○  交 通 事 故 多 発 区 間 に お い て は 、追 い 越 し の た め の 右 側 部 分 は み 出 し

通 行 禁 止 規 制 、速 度 規 制 等 の 必 要 な 安 全 対 策 を 推 進 す る と と も に 、交

通 事 故 、天 候 不 良 等 の 交 通 障 害 が 発 生 し た 場 合 は 、臨 時 交 通 規 制 を 迅

速 か つ 的 確 に 実 施 し 、 二 次 事 故 の 防 止 を 図 り ま す 。  

 

(4)  重 大 事 故 の 再 発 防 止  

死 傷 者 が 多 数 に 上 る な ど 社 会 的 に 大 き な 影 響 を 与 え る 重 大 交 通 事 故

が 発 生 し た 際 に は 、速 や か に 当 該 箇 所 の 道 路 交 通 環 境 等 の 事 故 発 生 要 因

に つ い て 調 査 す る と と も に 、 発 生 要 因 に 即 し た 所 要 の 対 策 を 講 じ ま す 。 

 

(5)  適 切 に 機 能 分 担 さ れ た 道 路 網 の 整 備  

ア  異 種 交 通 の 分 離  

高 規 格 道 路 か ら 居 住 地 域 内 道 路 に 至 る ネ ッ ト ワ ー ク を 体 系 的 に 整

備 す る と と も に 、歩 道 や 自 転 車 道 等 の 整 備 を 積 極 的 に 推 進 し 、歩 行 者 、

自 転 車 、 自 動 車 等 の 異 種 交 通 の 分 離 を 図 り ま す 。  

イ  道 路 ネ ッ ト ワ ー ク の 安 全 性 の 向 上  

 高 規 格 道 路 の 整 備 や ス マ ー ト イ ン タ ー チ ェ ン ジ の 整 備 等 、利 用 し や

す い 道 路 環 境 を 整 備 し 、よ り 多 く の 交 通 量 を 分 担 さ せ る こ と に よ っ て

道 路 ネ ッ ト ワ ー ク 全 体 の 安 全 性 の 向 上 を 図 り ま す 。  

ウ  バ イ パ ス 等 の 整 備  

通 過 交 通 の 転 換 と 交 通 の 効 果 的 な 分 散 に よ り 、円 滑 で 安 全 な 道 路 交

通 環 境 を 確 保 す る た め 、バ イ パ ス 及 び 環 状 道 路 等 の 整 備 を 推 進 し ま す 。 

エ  生 活 道 路 等 の 通 過 交 通 等 の 抑 制  

  幹 線 道 路 で 囲 ま れ た 居 住 地 域 内 や 歩 行 者 等 の 通 行 の 多 い 商 業 地 域

内 等 に お い て は 、通 過 交 通 を で き る 限 り 幹 線 道 路 に 転 換 さ せ る な ど 道

路 機 能 の 分 化 に よ り 、生 活 環 境 を 向 上 さ せ る た め 、補 助 的 な 幹 線 道 路 、
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区 画 道 路 、歩 行 者 専 用 道 路 等 の 系 統 的 な 整 備 を 行 う と と も に 、長 野 県

公 安 委 員 会 に よ り 実 施 さ れ る 交 通 規 制 及 び 交 通 管 制 と の 連 携 を 強 化

し 、ハ ン プ・狭 さ く 等 に よ る 車 両 速 度 及 び 通 過 交 通 の 抑 制 等 の 整 備 を

総 合 的 に 実 施 し ま す 。  

オ  ア ク セ ス 道 路 等 の 整 備   

県 民 の ニ ー ズ に 応 じ た 効 率 的 な 輸 送 体 系 を 確 立 し 、道 路 混 雑 の 解 消

等 円 滑 な 交 通 流 が 確 保 さ れ た 良 好 な 交 通 環 境 を 形 成 す る た め 、道 路 交

通 、鉄 道 、航 空 等 複 数 の 交 通 機 関 の 連 携 を 図 り 、鉄 道 駅 等 の 交 通 結 節

点 、 空 港 の 交 通 拠 点 へ の ア ク セ ス 道 路 の 整 備 等 を 推 進 し ま す 。  

 

(6)  高 速 自 動 車 国 道 等 に お け る 交 通 事 故 防 止 対 策 の 推 進  

高 速 自 動 車 国 道 等 に お い て は 、事 故 危 険 箇 所 や 逆 走 事 故 防 止 の た め の 、

交 通 安 全 施 設 の 整 備 を 計 画 的 に 進 め る と と も に 、適 切 な 道 路 の 維 持 管 理 、

道 路 交 通 情 報 の 提 供 等 を 積 極 的 に 推 進 し 、安 全 水 準 の 維 持 、向 上 を 図 り

ま す 。  

ア  交 通 事 故 削 減 に 向 け た 総 合 的 施 策 の 集 中 的 実 施  

○  安 全 で 円 滑 な 自 動 車 交 通 を 確 保 す る た め 、事 故 多 発 区 間 の う ち 緊

急 に 対 策 を 実 施 す べ き 箇 所 に つ い て 、雨 天 、夜 間 等 の 事 故 要 因 の 詳

細 な 分 析 を 行 い 、こ れ に 基 づ き 中 央 分 離 帯 強 化 型 防 護 柵 、自 発 光 式

視 線 誘 導 標 、高 機 能 舗 装 、高 視 認 性 区 画 線 の 整 備 等 を 重 点 的 に 実 施

す る と と も に 、道 路 構 造 上 往 復 に 分 離 さ れ て い な い 非 分 離 区 間 に つ

い て は 、対 向 車 線 へ の は み 出 し に よ る 重 大 事 故 を 防 止 す る た め ワ イ

ヤ ー ロ ー プ 等 の 設 置 を 推 進 し ま す 。  

○  逆 走 及 び 歩 行 者 、自 転 車 等 の 立 ち 入 り 事 案 に よ る 事 故 防 止 の た め

の 標 識 や 路 面 標 示 の 整 備 、渋 滞 区 間 に お け る 追 突 事 故 防 止 を 図 る た

め 、臨 時 情 報 板 を 含 む 情 報 板 の 効 果 的 な 活 用 を 推 進 す る ほ か 、後 尾

警 戒 車 等 に よ り 渋 滞 最 後 尾 付 近 の 警 戒 を 行 う な ど 、総 合 的 な 事 故 防

止 対 策 を 推 進 し ま す 。  

○  ま た 、事 故 発 生 直 後 の 救 助・救 急 活 動 に お け る ヘ リ コ プ タ ー に よ

る 救 助 ・ 救 急 活 動 を 支 援 し ま す 。  

イ  安 全 で 快 適 な 交 通 環 境 づ く り  

過 労 運 転 や イ ラ イ ラ 運 転 を 防 止 し 、安 全 で 快 適 な 自 動 車 走 行 に 資 す

る よ り 良 い 交 通 環 境 の 確 保 を 図 る た め 、イ ン タ ー チ ェ ン ジ の 改 良 、事

故 や 故 障 に よ る 停 車 車 両 の 早 期 撤 去 等 に よ る 渋 滞 対 策 、高 速 バ ス の 利

便 性 の 向 上 、 休 憩 施 設 の 混 雑 解 消 等 を 推 進 し ま す 。  

ウ  高 度 情 報 技 術 を 活 用 し た シ ス テ ム の 構 築  

道 路 利 用 者 の 多 様 な ニ ー ズ に 応 え 、道 路 利 用 者 へ 適 切 な 道 路 交 通 情

報 等 を 提 供 す る 道 路 交 通 情 報 通 信 シ ス テ ム （ V ICS） 及 び E TC 2. 0 等 の

整 備・拡 充 を 図 る と と も に 、渋 滞 の 解 消 及 び 利 用 者 サ ー ビ ス の 向 上 を



第２編 道路交通の安全 第２部 道路交通の安全についての対策 

 

- 26 - 

 

図 る た め 、情 報 通 信 技 術 を 活 用 し て 即 時 に 道 路 交 通 情 報 の 提 供 を 行 う

利 用 者 サ ー ビ ス の 向 上 等 を 推 進 し ま す 。  

 

(7)  道 路 の 改 築 等 に よ る 交 通 事 故 対 策 の 推 進  

交 通 事 故 の 多 発 等 を 防 止 し 、安 全 か つ 円 滑・快 適 な 交 通 を 確 保 す る た

め 、 次 の 方 針 に よ り 道 路 の 改 築 等 に よ る 交 通 事 故 対 策 を 推 進 し ま す 。  

ア  歩 行 者 等 の 安 全 と 生 活 環 境 の 改 善  

歩 行 者 及 び 自 転 車 利 用 者 の 安 全 と 生 活 環 境 の 改 善 を 図 る た め 、歩 道

等 を 設 置 す る た め の 既 存 道 路 の 拡 幅 、バ イ パ ス の 整 備 と 併 せ た 道 路 空

間 の 再 配 分 、自 転 車 の 通 行 を 歩 行 者 や 車 両 と 分 離 す る た め の 自 転 車 専

用 通 行 帯 、自 転 車 の 通 行 位 置 を 示 し た 道 路 の 整 備 等 の 道 路 交 通 の 安 全

に 寄 与 す る 道 路 の 改 築 事 業 を 推 進 し ま す 。  

イ  交 差 点 等 の 改 良  

交 差 点 及 び そ の 付 近 に お け る 交 通 事 故 の 防 止 と 交 通 渋 滞 の 解 消 を

図 る た め 、 交 差 点 の 改 良 や 付 加 車 線 の 設 置 を 推 進 し ま す 。  

ウ  交 通 安 全 施 設 等 の 整 備  

一 般 道 路 の 新 設・ 改 築 に 当 た っ て は 、交 通 安 全 施 設 に つ い て も 併 せ

て 整 備 す る こ と と し 、 道 路 標 識 、 中 央 帯 、 車 両 停 車 帯 、 道 路 照 明 、 防

護 柵 等 の 整 備 を 図 り ま す 。  

ま た 、歩 行 者 の 安 全 を 確 保 す る た め 必 要 が あ る 場 合 に は 、ス ロ ー プ

や 昇 降 装 置 の 付 い た 立 体 横 断 施 設 の 整 備 を 図 り ま す 。  

エ  道 路 利 用 実 態 と の 調 和  

  道 路 の 機 能 と 沿 道 の 土 地 利 用 を 含 め た 道 路 の 利 用 実 態 と の 調 和 を

図 る こ と が 交 通 の 安 全 の 確 保 に 資 す る こ と か ら 、交 通 流 の 実 態 を 踏 ま

え つ つ 、沿 道 か ら の ア ク セ ス を 考 慮 し た 副 道 等 の 整 備 、植 樹 帯 の 設 置 、

路 上 駐 停 車 対 策 等 の 推 進 を 図 り ま す 。  

オ  歩 行 者 等 の 安 全 な 通 行 空 間 の 確 保  

商 業 地 区 等 に お け る 歩 行 者 及 び 自 転 車 利 用 者 の 安 全 で 快 適 な 通 行

空 間 を 確 保 す る た め 、 幅 の 広 い 歩 道 、 自 転 車 道 、 コ ミ ュ ニ テ ィ 道 路 、

歩 車 共 存 道 路 等 の 整 備 を 推 進 し ま す 。  

交 通 混 雑 が 著 し い 市 街 地 、鉄 道 駅 周 辺 地 区 等 に お い て 、人 と 車 の 交

通 を 体 系 的 に 分 離 す る と と も に 、歩 行 者 空 間 の 拡 大 を 図 る た め 、地 区

周 辺 の 幹 線 道 路 、ペ デ ス ト リ ア ン デ ッ キ（ 高 架 等 に よ っ て 車 道 か ら 立

体 的 に 分 離 さ れ た 歩 行 者 専 用 通 路 ）、 交 通 広 場 等 の 総 合 的 な 整 備 を 図

り ま す 。  

カ  観 光 交 通 と 通 過 交 通 の 分 離  

     歴 史 的 街 並 み や 史 跡 等 重 要 な 歴 史 的 環 境 の 残 る 地 区 に お い て 、地 区

内 の 交 通 と 観 光 交 通 、通 過 交 通 を 適 切 に 分 離 す る た め 、歴 史 的 地 区 へ

の 誘 導 路 、地 区 内 の 生 活 道 路 、歴 史 的 み ち す じ 等 の 整 備 を 体 系 的 に 推
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進 し ま す 。  

 

(8)  交 通 安 全 施 設 等 の 高 度 化  

○  交 通 実 態 に 応 じ て 、複 数 の 信 号 機 を 面 的・線 的 に 連 動 さ せ る 集 中 制

御 化 ・ プ ロ グ ラ ム 多 段 系 統 化 等 の 信 号 機 の 改 良 を 推 進 し ま す 。  

○  道 路 の 構 造 、 交 通 の 状 況 等 に 応 じ た 交 通 の 安 全 を 確 保 す る た め に 、

道 路 標 識 の 高 輝 度 化 等 、交 通 安 全 施 設 の 整 備 等 を 推 進 す る ほ か 、交 通

事 故 発 生 地 点 を 容 易 に 把 握 し 、速 や か な 事 故 処 理 及 び 的 確 な 事 故 調 査

が 行 え る よ う に す る と と も に 、自 動 車 の 位 置 や 目 的 地 ま で の 距 離 を 容

易 に 確 認 で き る よ う に す る た め の キ ロ ポ ス ト（ 地 点 標 ）の 整 備 を 推 進

し ま す 。  

○  依 然 と し て 多 発 し て い る 夜 間 の 交 通 死 亡 事 故 に 対 処 す る た め 、道 路

照 明 ・ 視 線 誘 導 標 等 の 設 置 に よ る 夜 間 事 故 防 止 対 策 を 推 進 し ま す 。  

 

４  交 通 安 全 施 設 等 の 整 備 事 業 の 推 進  

社会資本整備重点計画法（平成  15 年法律第  20 号）に基づき定められる社 会 資

本 整 備 重 点 計 画 に 即 し て 、警 察 及 び 道 路 管 理 者 が 連 携 し 、事 故 実 態 の 調 査・

分 析 を 行 い つ つ 、次 の 方 針 に よ り 重 点 的 、効 果 的 か つ 効 率 的 に 交 通 安 全 施

設 等 整 備 事 業 を 推 進 す る こ と に よ り 、道 路 交 通 環 境 を 改 善 し 、交 通 事 故 の

防 止 と 交 通 の 円 滑 化 を 図 り ま す 。  

 

(1)  交 通 安 全 施 設 等 の 戦 略 的 維 持 管 理  

将 来 に わ た っ て 必 要 な 交 通 安 全 施 設 等 を 整 備 し 、 適 切 な 維 持 管 理 ・

更 新 等 を 推 進 す る た め 、 実 態 に 適 合 し た 交 通 規 制 を 実 施 す る た め の 不

断 の 見 直 し や 、 コ ス ト 合 理 化 の た め の 交 通 安 全 施 設 等 の ス ト ッ ク 管 理

及 び 必 要 性 の 低 い 信 号 機 や 標 識 の 削 減 等 の 見 直 し と 合 理 化 を 推 進 し ま

す 。   

ま た 、横 断 歩 行 者 優 先 の 前 提 と な る 横 断 歩 道 の 道 路 標 識・道 路 標 示 が 破

損 、滅 失 、褪 色 、摩 耗 等 の 理 由 に よ り そ の 効 用 が 損 な わ れ な い よ う 点 検

を 行 い 、計 画 的 な 更 新 を 行 う と と も に 、高 齢 運 転 者 や 外 国 人 に も 見 や す

く 分 か り や す い 規 制 標 識 ･道 路 標 示 ・ 信 号 灯 器 等 の 整 備 を 推 進 し ま す 。  

 

(2)  歩 行 者 ・ 自 転 車 対 策 及 び 生 活 道 路 対 策 の 推 進  

生 活 道 路 に お い て 人 優 先 の 考 え の 下 、「 ゾ ー ン 3 0」・「 ゾ ー ン 30 プ ラ ス 」

等 の 車 両 速 度 の 抑 制 、通 過 交 通 の 抑 制・排 除 等 の 面 的 か つ 総 合 的 な 交 通

事 故 対 策 を 推 進 す る と と も に 、少 子 高 齢 化 社 会 の 進 行 を 踏 ま え 、歩 行 空

間 の バ リ ア フ リ ー 化 及 び 通 学 路 や 未 就 学 児 を 中 心 に こ ど も が 日 常 的 に

集 団 で 移 動 す る 経 路 に お け る 安 全 ・ 安 心 な 歩 行 空 間 の 確 保 を 図 り ま す 。 
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(3)  幹 線 道 路 対 策 の 推 進  

幹 線 道 路 で は 交 通 事 故 が 特 定 の 区 間 に 集 中 し て 発 生 し て い る こ と か

ら 、事 故 危 険 箇 所 等 の 特 に 交 通 事 故 の 発 生 割 合 の 大 き い 区 間 に お い て 重

点 的 な 交 通 事 故 防 止 対 策 を 実 施 し ま す 。  

こ の 際 、 事 故 デ ー タ の 客 観 的 な 分 析 に よ る 事 故 原 因 の 検 証 に 基 づ き 、

信 号 機 の 改 良 、 交 差 点 改 良 等 の 対 策 を 実 施 し ま す 。  

 

(4)  交 通 円 滑 化 対 策 の 推 進  

交 通 安 全 に 資 す る た め 、信 号 機 の 改 良 、交 差 点 の 立 体 化 、開 か ず の 踏

切 の 解 消 等 を 推 進 す る ほ か 、駐 車 対 策 を 実 施 す る こ と に よ り 、交 通 容 量

の 拡 大 を 図 り 、交 通 の 円 滑 化 を 推 進 す る と と も に 、自 動 車 か ら の 二 酸 化

炭 素 排 出 の 抑 制 を 推 進 し ま す 。  

 

(5)  ITS の 推 進 に よ る 安 全 で 快 適 な 道 路 交 通 環 境 の 実 現  

交 通 に 関 す る 情 報 の 収 集 、分 析 及 び 伝 達 並 び に 信 号 制 御 等 、道 路 に お

け る 交 通 の 規 制 を 広 域 か つ 総 合 的 に 行 う た め 、 交 通 管 制 シ ス テ ム の 充

実 ・ 改 良 を 図 り ま す 。  

具 体 的 に は 、複 数 の 信 号 機 を 面 的・線 的 に 連 動 さ せ る 集 中 制 御 化 等 の

信 号 制 御 の 改 良 を 図 る ほ か 、最 先 端 の 情 報 通 信 技 術 等 を 用 い て 、光 ビ ー

コ ン の 整 備 、交 通 管 制 セ ン タ ー の 改 良 等 に よ り 新 交 通 管 理 シ ス テ ム を 推

進 す る と と も に 、情 報 収 集・ 提 供 環 境 の 拡 充 等 に よ り 、道 路 交 通 情 報 提

供 の 充 実 等 を 推 進 し 、 安 全 で 快 適 な 道 路 環 境 の 実 現 を 図 り ま す 。  

 

(6)  道 路 交 通 環 境 整 備 へ の 住 民 参 加 の 促 進  

地 域 住 民 や 道 路 利 用 者 の 主 体 的 な 参 加 の も と に 交 通 安 全 施 設 等 の 点

検 を 行 う 交 通 安 全 総 点 検 を 積 極 的 に 推 進 す る と と も に 、「 標 識 B OX」、「 信

号 機 B OX」 等 を 活 用 し て 、 道 路 利 用 者 等 が 日 常 か ら 抱 い て い る 意 見 を 道

路 交 通 環 境 の 整 備 に 反 映 し ま す 。  

 

(7)  連 絡 会 議 等 の 活 用  

警 察 と 道 路 管 理 者 が 設 置 し て い る 「 都 道 府 県 道 路 交 通 環 境 安 全 推 進 連

絡 会 議 」や そ の 下 に 設 置 さ れ て い る「 ア ド バ イ ザ ー 会 議 」を 活 用 し 、学

識 経 験 者 の ア ド バ イ ス を 受 け つ つ 、施 策 の 企 画 、評 価 、進 行 管 理 等 に 関

し て 協 議 を 行 う と と も に 会 議 へ の 市 区 町 村 の 参 加 促 進 を 通 じ て 、 デ ー タ を

活 用 し た 交 通 安 全 対 策 の 取 組を支援し、 的 確 か つ 着 実 に 安 全 な 道 路 交 通 環

境 の 実 現 を 図 り ま す 。  
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５  高 齢 者 等 の 移 動 手 段 の 確 保 ・ 充 実  

令 和 ６ 年 ６ 月 に 県 と 県 内 7 7 市 町 村 が 共 同 で 策 定 し た 「 長 野 県 地 域 公 共

交 通 計 画 」に 基 づ き 、自 家 用 車 に 頼 ら な く て も 大 き な 不 便 を 感 じ ず に 誰 も

が 安 心 し て 暮 ら せ る 持 続 可 能 な 社 会 を 実 現 す る た め 、住 民 や 交 通 事 業 者 等

の 幅 広 い 関 係 者 と 連 携 ・ 協 働 し 、 自 家 用 車 に 頼 る こ と の で き な い 高 齢 者 ・

高 校 生 や 観 光 客 の 移 動 の 保 証 に 必 要 な 取 組 を 推 進 し ま す 。  

な お 、 国 に お い て 令 和 ７ 年 ５ 月 に 「『 交 通 空 白 』 解 消 に 向 け た 取 組 方 針

202 5」が 策 定 さ れ た こ と を 踏 ま え 、国 と 連 携 し 、地 域 に お け る「 交 通 空 白 」

の 解 消 に 向 け た 取 組 を 後 押 し し ま す 。  

高 齢 者 等 の 交 通 事 故 防 止 や 移 動 手 段 の 確 保 等 に 資 す る 、最 寄 駅 と 目 的 地

を 結 ぶ ラ ス ト マ イ ル 自 動 運 転 や 中 山 間 地 域 に お け る 道 の 駅 等 を 拠 点 と し

た 自 動 運 転 サ ー ビ ス を は じ め と し た 、地 域 の 自 動 運 転 サ ー ビ ス の 社 会 実 装

を 推 進 し ま す 。  

ま た 、公 共 交 通 等 に よ る 移 動 の 利 便 性 を 向 上 さ せ る た め の 新 た な モ ビ リ

テ ィ サ ー ビ ス で あ る M aaS※ に つ い て 、地 域 課 題 の 解 決 に 資 す る Ma aS  の モ

デ ル 構 築 や Ma aS  の 普 及 に 必 要 な 基 盤 づ く り へ の 支 援 を 行 う こ と で 普 及 を

推 進 し 、高 齢 者 を は じ め と す る 地 域 住 民 や 観 光 客 の 移 動 手 段 の 確 保・充 実

を 図 り ま す 。  

※ M a a S (マ ー ス )… “ M o b i l i t y  a s  a  S e r v i c e” の 略 。 出 発 地 か ら 目 的 地 ま で の

移 動 ニ ー ズ に 対 し て 最 適 な 移 動 手 段 を シ ー ム レ ス に 一 つ の ア プ リ で 提 供 す

る な ど 、 移 動 を 単 な る 手 段 と し て で は な く 、 利 用 者 に と っ て の 一 元 的 な サ

ー ビ ス と し て 捉 え る 概 念   《 国 土 交 通 省 ホ ー ム ペ ー ジ か ら 》  

 

６  歩 行 空 間 の ユ ニ バ ー サ ル デ ザ イ ン 化  

高 齢 者 や 障 が い 者 等 を 含 め て 全 て の 人 が 安 全 に 、安 心 し て 参 加 し 活 動 で

き る 社 会 を 実 現 す る た め 、駅 、公 共 施 設 、福 祉 施 設 、病 院 等 を 結 ぶ 道 路 に

お い て 、幅 の 広 い 歩 道 や 歩 道 の 段 差 ・ 傾 斜 ・ 勾 配 の 改 善 、無 電 柱 化 、視 覚

障 が い 者 誘 導 用 ブ ロ ッ ク の 整 備 等 に よ る 歩 行 空 間 の 連 続 的・面 的 な ユ ニ バ

ー サ ル デ ザ イ ン 化 を 積 極 的 に 推 進 し ま す 。  

ま た 、バ リ ア フ リ ー 化 を 始 め と す る 安 全・安 心 な 歩 行 空 間 を 整 備 し ま す 。 

 

７  無 電 柱 化 の 推 進  

 安 全 で 快 適 な 通 行 空 間 の 確 保 等 の 観 点 か ら 、無 電 柱 化 の 推 進 に 関 す る 法 律

（ 平 成 28  年法律第  112 号）に基づき、幅員が著しく狭い歩道等の新設電柱の占

用禁止や既設電柱の占用制限等を盛り込んだ、新 た な 無 電 柱 化 推 進 計 画 を 策 定

し 、 関係事業者と連携して無電柱化を 推 進 し ま す 。  

ま た 、地 上 機 器 の 小 型 化 に よ る 歩 行 者 の 安 全 性 確 保 等 の 取 組 を 推 進 し ま

す 。  
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８  効 果 的 な 交 通 規 制 の 推 進  

道 路 に お け る 危 険 を 防 止 し 、そ の 他 交 通 の 安 全 と 円 滑 を 図 り 、道 路 網 全

体 の 中 で そ れ ぞ れ の 道 路 の 社 会 的 機 能 、道 路 の 構 造 、交 通 安 全 施 設 の 整 備

状 況 、交 通 流 等 を 考 慮 し 、既 存 の 交 通 規 制 を 見 直 す 等 、地 域 実 態 に 応 じ た

規 制 内 容 と し 、か つ 、合 理 的 な も の に す る よ う に 努 め 、効 果 的 な 交 通 規 制

を 実 施 し ま す 。  

 

(1)  地 域 の 特 性 に 応 じ た 交 通 規 制  

地 域 の 交 通 実 態 等 を 踏 ま え 、交 通 規 制 や 交 通 管 制 の 内 容 に つ い て 常 に

点 検・見 直 し を 行 う と と も に 、交 通 事 情 の 変 化 を 的 確 に 把 握 し て ソ フ ト・

ハ ー ド 両 面 で の 総 合 的 な 対 策 を 実 施 す る こ と に よ り 、安 全 で 円 滑 な 交 通

流 の 維 持 を 図 り ま す 。  

 

(2)  よ り 合 理 的 な 交 通 規 制  

一 般 道 路 の 速 度 規 制 に つ い て は 、最 高 速 度 規 制 が 交 通 実 態 に 合 っ た 合

理 的 な も の と な っ て い る か ど う か の 観 点 か ら 、点 検・見 直 し を 進 め る こ

と に 加 え 、実 勢 速 度 、交 通 事 故 発 生 状 況 等 を 勘 案 し つ つ 、規 制 速 度 の 引

上 げ を 含 む 見 直 し 、 点 検 、 規 制 理 由 の 周 知 措 置 等 を 計 画 的 に 推 進 す る と

と も に 、 生 活 道 路 に お い て は 、 速 度 抑 制 対 策 を 積 極 的 に 推 進 し ま す 。  

駐 車 規 制 に つ い て は 、必 要 や む を 得 な い 駐 車 需 要 へ の 対 応 が 十 分 で な

い 場 所 を 中 心 に 、地 域 住 民 等 の 意 見 要 望 を 十 分 に 踏 ま え た 上 で 、道 路 環

境 、 交 通 量 、 駐 車 需 要 等 に 即 応 し た き め 細 か な 駐 車 規 制 を 推 進 し ま す 。 

 

(3)  信 号 制 御 の 改 善  

信 号 制 御 に つ い て は 、歩 行 者 、自 転 車 の 視 点 で 信 号 を よ り 守 り や す く

す る た め に 、歩 行 者 の 待 ち 時 間 の 長 い 押 し ボ タ ン 信 号 の 改 善 を 行 う な ど 、

信 号 表 示 の 調 整 等 の 運 用 の 改 善 を 推 進 し ま す 。  

   

９  自 転 車 利 用 環 境 の 総 合 的 整 備  

(1)  安 全 で 快 適 な 自 転 車 利 用 環 境 の 整 備  

ク リ ー ン か つ エ ネ ル ギ ー 効 率 の 高 い 持 続 可 能 な 都 市 内 交 通 体 系 の 実

現 に 向 け て 、自 動 車 の 役 割 と 位 置 付 け を 明 確 に し つ つ 、交 通 状 況 に 応 じ

て 、歩 行 者 ・ 自 転 車 ・ 自 動 車 の 適 切 な 分 離 を 図 り 、歩 行 者 と 自 転 車 の 事

故 等 へ の 対 策 を 講 じ る な ど 、安 全 で 快 適 な 自 転 車 利 用 環 境 を 創 出 す る 必

要 が あ り ま す 。こ の こ と か ら 、第 ３ 次 自 転 車 活 用 推 進 計 画（ 令 和 ８ 年 ５

月（ 予 定 ）閣 議 決 定 ）及 び「 安 全 で 快 適 な 自 転 車 利 用 環 境 創 出 ガ イ ド ラ

イ ン（ 令 和 ６ 年 ６ 月 、国 土 交 通 省 、警 察 庁 ）」に よ る 自 転 車 ネ ッ ト ワ ー

ク 計 画 の 内 容 を 含 み 、 長 野 県 自 転 車 の 安 全 で 快 適 な 利 用 に 関 す る 条 例

（ 平 成 3 1 年 長 野 県 条 例 第 ６ 号 ） に 基 づ き 策 定 さ れ た 「 第 ２ 次 長 野 県 自
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転 車 活 用 推 進 計 画（ 令 和 ５ 年 ３ 月 」で 定 め た 自 転 車 専 用 通 行 帯 や 路 面 表

示 な ど の 自 転 車 通 行 空 間 の ネ ッ ト ワ ー ク 化 を 進 め 、安 全 で 快 適 な 自 転 車

利 用 環 境 の 創 出 に 関 す る 総 合 的 な 取 組 を 推 進 し ま す 。  

ま た 、自 転 車 通 行 の 安 全 性 を 向 上 さ せ る た め 、自 転 車 専 用 通 行 帯 の 設

置 区 間 や 自 転 車 と 自 動 車 を 混 在 さ せ る 区 間 で は 、周 辺 の 交 通 実 態 等 を 踏

ま え 、 必 要 に 応 じ て 、 駐 車 禁 止 又 は 駐 停 車 禁 止 の 規 制 を 実 施 し ま す 。  

 

(2)  ソ フ ト 施 策 の 推 進  

道 路 管 理 者 や 警 察 が 自 転 車 ネ ッ ト ワ ー ク の 形 成 や 道 路 空 間 の 整 備 、通

行 ル ー ル の 徹 底 を 図 る た め「 安 全 で 快 適 な 自 転 車 利 用 環 境 創 出 ガ イ ド ラ

イ ン 」を 周 知 し 、さ ら に 、自 転 車 を 共 同 で 利 用 す る シ ェ ア サ イ ク ル な ど

の 自 転 車 利 用 促 進 策 や 、自 転 車 の 交 通 事 故 を 防 止 す る た め 、交 通 ル ー ル・

マ ナ ー の 向 上 を 図 る 啓 発 活 動 な ど 、 ソ フ ト 対 策 を 積 極 的 に 推 進 し ま す 。 

 

(3)  取 締 り の 徹 底  

自 転 車 通 行 の 安 全 性 を 向 上 さ せ る た め 、自 転 車 専 用 通 行 帯 の 設 置 区 間

や 自 転 車 と 自 動 車 を 混 在 さ せ る 区 間 で は 、 周 辺 の 交 通 実 態 等 を 踏 ま え 、

必 要 に 応 じ て 、 駐 車 禁 止 又 は 駐 停 車 禁 止 の 規 制 を 実 施 し 、 併 せ て 、 自 転

車 専 用 通 行 帯 を 塞 ぐ な ど 悪 質 性 、 危 険 性 、 迷 惑 性 の 高 い 違 法 駐 停 車 車 両

に 対 す る 、 取 締 り を 積 極 的 に 実 施 し ま す 。  

 

(4)  自 転 車 駐 車 場 対 策  

自 転 車 等 の 駐 車 対 策 に つ い て は 、そ の 総 合 的 か つ 計 画 的 な 推 進 を 図 る

こ と を 目 的 と し て 、 自 転 車 の 安 全 利 用 の 促 進 及 び 自 転 車 等 の 駐 車 対 策 の

総 合 的 推 進 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 55 年 法 律 第 8 7 号 ） に よ る 施 策 を 総 合 的

に 推 進 す る こ と と し 、 路 外 ・ 路 上 の 自 転 車 駐 車 場 の 整 備 等 を 図 り 、 自 転

車 、 歩 行 者 の 通 行 の 安 全 を 確 保 し ま す 。  

 

1 0  高 度 道 路 交 通 シ ス テ ム の 活 用  

最 先 端 の 情 報 通 信 技 術（ IC T）等 を 用 い て 、人 と 道 路 と 車 を 一 体 の シ ス テ

ム と し て 構 築 し 、安 全 性 、輸 送 効 率 及 び 快 適 性 の 向 上 を 実 現 す る と と も に 、

渋 滞 の 軽 減 等 の 交 通 の 円 滑 化 を 通 じ て 環 境 保 全 に 寄 与 す る こ と を 目 的 と

し た 高 度 道 路 交 通 シ ス テ ム （ IT S） の 整 備 を 引 き 続 き 推 進 し ま す 。  

 

(1)  道 路 交 通 情 報 通 信 シ ス テ ム の 整 備  

安 全 で 円 滑 な 道 路 交 通 を 確 保 す る た め 、リ ア ル タ イ ム な 情 報 収 集 、所

要 時 間 、規 制 情 報 等 の 道 路 交 通 情 報 を 提 供 す る 道 路 交 通 情 報 通 信 シ ス テ

ム（ V IC S）の 整 備 ・ 拡 充 ・ 高 度 化 を 推 進 す る と と も に 、高 精 度 な 情 報 提

供 の 充 実 及 び 交 通 管 制 セ ン タ ー の 高 度 化 、光 ビ ー コ ン（ 注：高 速 道 路 会
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社 で は 電 波 ビ ー コ ン ） の 整 備 を 図 り ま す 。  

 

(2)  新 交 通 管 理 シ ス テ ム ( UT MS)の 推 進  

最 先 端 の 情 報 通 信 技 術 等 を 用 い て 交 通 管 理 の 最 適 化 を 図 る た め 、光 ビ

ー コ ン の 機 能 を 活 用 し て U TM S の 開 発 ・ 整 備 を 行 う こ と に よ り I T S を 推

進 し 、安 全・円 滑 か つ 快 適 で 環 境 負 荷 の 低 い 交 通 社 会 の 実 現 を 目 指 し ま

す 。  

 

 (3 ) 交 通 事 故 防 止 の た め の 運 転 支 援 シ ス テ ム 整 備 の 推 進  

運 転 者 に 対 し 、信 号 情 報 に 基 づ く 走 行 支 援 情 報 を 提 供 す る こ と で 、通

過 予 定 の 交 差 点 に お い て 予 測 さ れ る 信 号 灯 火 等 を 把 握 し た ゆ と り あ る

運 転 を 促 し 、急 停 止・急 発 進 に 伴 う 事 故 の 防 止 を 図 る こ と 等 を 目 的 と し

た 信 号 情 報 活 用 運 転 支 援 シ ス テ ム （ T SPS） の 整 備 を 推 進 し ま す 。  

 

(4)  道 路 運 送 事 業 に 係 る 高 度 情 報 化 の 推 進  

環 境 に 配 慮 し た 安 全 で 円 滑 な 自 動 車 の 運 行 を 実 現 す る た め 、道 路 運 送

事 業 に お い て 高 度 道 路 交 通 シ ス テ ム（ I TS）技 術 を 活 用 し 、公 共 交 通 機 関

の 利 用 促 進 を 進 め ま す 。  

具 体 的 に は 、公 共 車 両 優 先 シ ス テ ム（ P TP S）及 び 車 両 運 行 管 理 シ ス テ

ム （ M OC S） の 整 備 を 推 進 し ま す 。  

 

1 1  交 通 需 要 マ ネ ジ メ ン ト の 推 進  

特 に 都 市 圏 に お い て 発 生 し て い る 道 路 交 通 渋 滞 を 緩 和 し 、道 路 交 通 の 円

滑 化 を 図 る こ と に よ る 交 通 安 全 の 推 進 に 資 す る た め 、広 報・啓 発 活 動 を 積

極 的 に 行 う な ど 、 T DM の 定 着 ・ 推 進 を 図 り ま す 。 具 体 的 に は 、 バ イ パ ス ・

環 状 道 路 の 整 備 や 交 差 点 の 改 良 等 の 交 通 容 量 の 拡 大 策 、交 通 管 制 の 高 度 化

等 に 加 え て 、パ ー ク ア ン ド ラ イ ド の 推 進 、情 報 提 供 の 充 実 、時 差 通 勤 ・ 通

学 、 フ レ ッ ク ス タ イ ム 制 の 導 入 等 に よ り 、 道 路 利 用 の 仕 方 に 工 夫 を 求 め 、

輸 送 効 率 の 向 上 や 交 通 量 の 時 間 的 ・ 空 間 的 平 準 化 を 推 進 し ま す 。  

交 通 の 円 滑 化 等 に 係 る 施 策 に つ い て は 、平 成 25 年 12 月 に 公 布・施 行 さ

れ た 交 通 政 策 基 本 法 （ 平 成 25 年 法 律 第 9 2 号 ） 及 び 27 年 ２ 月 に 閣 議 決 定

さ れ た 交 通 政 策 基 本 計 画 に 即 し て 、 国 、 地 方 公 共 団 体 、 交 通 関 連 事 業 者 、

交 通 施 設 管 理 者 、 住 民 そ の 他 の 関 係 者 が 相 互 に 連 携 を 図 り な が ら 協 力 し 、

総 合 的 か つ 計 画 的 に 推 進 し ま す 。  

 

(1)  公 共 交 通 機 関 の 利 用 促 進  

令 和 ６ 年 ６ 月 に 策 定 し た「 長 野 県 地 域 公 共 交 通 計 画 」に 基 づ き 、日 常

生 活 に お け る 公 共 交 通 機 関 利 用 の 促 進 を 図 り ま す 。  

ア  公 共 交 通 へ の 利 用 転 換  
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道 路 交 通 混 雑 が 著 し い 一 部 の 道 路 に つ い て 、バ ス 専 用・優 先 レ ー ン

の 設 定 、ハ イ グ レ ー ド バ ス 停 や 公 共 車 両 優 先 シ ス テ ム（ PT PS）の 整 備 、

パ ー ク ア ン ド バ ス ラ イ ド や コ ミ ュ ニ テ ィ バ ス の 導 入 等 の バ ス の 利 用

促 進 を 図 る た め の 施 策 を 推 進 し ま す 。  

ま た 、鉄 道 、バ ス 等 の 公 共 交 通 機 関 の 確 保 ・ 維 持 ・ 改 善 を 図 る た め の

施 策 を 推 進 す る こ と に よ り 、 利 用 を 促 進 し 、 公 共 交 通 機 関 へ の 転 換 に よ

る 円 滑 な 道 路 交 通 の 実 現 を 図 り ま す 。  

イ  M aaS の 普 及  

新 た な モ ビ リ テ ィ サ ー ビ ス で あ る M a aS に つ い て 、 地 域 課 題 の 解 決

に 資 す る Ma aS の モ デ ル 構 築 や Ma a S の 普 及 に 必 要 な 基 盤 づ く り へ の

支 援 を 行 う こ と で 普 及 を 推 進 し 、 地 域 住 民 や 観 光 客 の 移 動 手 段 の 確

保 ・ 充 実 を 図 り ま す 。  

ウ  利 用 者 利 便 性 の 向 上  

鉄 道 ・ バ ス 事 業 者 に よ る 運 行 頻 度 、運 行 時 間 の 見 直 し 、乗 り 継 ぎ 改

善 等 に よ る シ ー ム レ ス な 公 共 交 通 の 実 現 を 図 る こ と な ど に よ り 、利 用

者 の 利 便 性 の 向 上 を 図 る と と も に 、鉄 道 駅・バ ス 停 ま で の ア ク セ ス 確

保 の た め に 、パ ー ク ア ン ド ラ イ ド 駐 車 場 、自 転 車 道 、自 転 車 専 用 通 行

帯 等 の 自 転 車 通 行 空 間 、駅 前 広 場 等 の 整 備 を 促 進 し 、交 通 結 節 機 能 を

強 化 し ま す 。  

 

(2)  貨 物 自 動 車 利 用 の 効 率 化  

効 率 的 な 貨 物 自 動 車 利 用 等 を 促 進 す る た め 、共 同 輸 配 送 に よ る 貨 物 自

動 車 の 積 載 率 の 向 上 や 、コ ン ビ ニ 等 の 非 対 面 受 け 取 り 、宅 配 事 業 者 が 提

供 す る 無 料 会 員 サ ー ビ ス を 活 用 し た 日 時・場 所 指 定 に よ る 確 実 な 受 け 取

り な ど に よ る 宅 配 便 の 再 配 達 削 減 に 資 す る 取 組 等 に よ り 物 流 効 率 化 を

推 進 し ま す 。  

 

1 2  災 害 に 備 え た 道 路 交 通 環 境 の 整 備  

(1)  災 害 に 備 え た 道 路 の 整 備    

ア  道 路 交 通 の 安 全 確 保  

地 震 、豪 雨 、豪 雪 等 の 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て も 安 全 で 安 心 な

生 活 を 支 え る 道 路 交 通 の 確 保 を 図 り ま す 。  

地 震 発 生 時 の 応 急 活 動 を 迅 速 か つ 安 全 に 実 施 で き る 信 頼 性 の 高 い

道 路 ネ ッ ト ワ ー ク を 確 保 す る た め 、緊 急 輸 送 道 路 上 に あ る 橋 梁 の 耐 震

対 策 を 推 進 し ま す 。  

豪 雨 、豪 雪 時 等 に お い て も 、安 全 ・ 安 心 で 信 頼 性 の 高 い 道 路 ネ ッ ト

ワ ー ク を 確 保 す る た め 、道 路 斜 面 等 の 効 率 的 な 点 検 方 法 の 開 発 や 災 害

の お そ れ の あ る 区 間 の 対 策 工 事 を 推 進 し ま す 。  
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イ  道 の 駅 の 活 用  

 地 震 等 の 災 害 発 生 時 に 、避 難 場 所 等 と な る「 道 の 駅 」に つ い て 防 災

拠 点 と し て の 活 用 を 推 進 し ま す 。  

(2)  災 害 に 強 い 交 通 安 全 施 設 等 の 整 備  

地 震 、大 雨 、大 雪 等 に よ る 災 害 が 発 生 し た 場 合 に お い て も 安 全 な 道 路

交 通 を 確 保 す る た め 、交 通 管 制 セ ン タ ー 、交 通 監 視 カ メ ラ 、各 種 車 両 感

知 器 等 の 交 通 安 全 施 設 の 整 備 及 び 通 行 止 め 等 の 交 通 規 制 を 迅 速 か つ 効

果 的 に 実 施 す る た め の 交 通 規 制 資 機 材 の 整 備 を 推 進 し ま す 。  

あ わ せ て 、災 害 発 生 時 の 停 電 に よ る 信 号 機 の 機 能 停 止 を 防 止 す る 信 号

機 電 源 付 加 装 置 の 整 備 や 老 朽 化 し た 信 号 機 、道 路 標 識・道 路 標 示 等 の 戦

略 的 な 維 持 管 理 と 計 画 的 な 整 備 を 推 進 し ま す 。  

 

(3)  災 害 発 生 時 に お け る 交 通 規 制  

災 害 発 生 時 は 、必 要 に 応 じ て 緊 急 交 通 路 を 確 保 し 、被 災 地 へ の 車 両 の

流 入 抑 制 等 の 交 通 規 制 を 迅 速 か つ 的 確 に 実 施 す る と と も に 、災 害 の 状 況

や 交 通 規 制 等 に 関 す る 情 報 を 交 通 情 報 板 等 に よ り 提 供 し ま す 。  

災 害 発 生 時 に お け る 混 乱 を 最 小 限 に 抑 え る 観 点 か ら 、交 通 量 等 が 一 定

の 条 件 を 満 た す 場 合 に お い て 安 全 か つ 円 滑 な 道 路 交 通 を 確 保 で き る 環

状 交 差 点 の 活 用 を 図 り ま す 。  

ま た 、大 雪 に 対 す る 道 路 交 通 へ の 障 害 を 減 ら す た め 、大 雪 が 予 想 さ れ

る 際 に は 高 速 道 路 の 幹 線 道 路 を あ ら か じ め 止 め る「 予 防 的 通 行 止 め 」や

同 時 に 止 め る「 同 時 通 行 止 め 」等 の 冬 期 道 路 交 通 確 保 に 向 け た 取 組 を 実

施 し ま す 。  

 

(4)  災 害 発 生 時 に お け る 情 報 提 供 の 充 実  

災 害 発 生 時 に お い て 、道 路 の 被 災 状 況 や 道 路 交 通 状 況 を 迅 速 か つ 的 確

に 収 集・ 分 析 ・ 提 供 し 、復 旧 や 緊 急 交 通 路 、緊 急 輸 送 路 等 の 確 保 及 び 道

路 利 用 者 等 へ の 道 路 交 通 情 報 の 提 供 を 実 施 し ま す 。  

ま た 、併 せ て 、イ ン タ ー ネ ッ ト 等 を 活 用 し た 道 路・交 通 に 関 す る 災 害

情 報 等 の 提 供 を 実 施 し ま す 。  

民 間 事 業 者 が 保 有 す る プ ロ ー ブ 情 報 (※ 自 動 車 が 走 行 し た 位 置 や 速 度

な ど の 情 報 を 用 い て 生 成 さ れ た 交 通 情 報 )を 活 用 し つ つ 、 災 害 時 に 交 通

情 報 を 提 供 す る た め の 環 境 の 整 備 を 推 進 し ま す 。  

 

1 3  総 合 的 な 駐 車 対 策 の 推 進  

道 路 交 通 の 安 全 と 円 滑 を 図 り 、都 市 機 能 の 維 持 及 び 増 進 に 寄 与 す る た め 、

ま た 観 光 立 県 と し て の 道 路 環 境 の 整 備 と い う 観 点 か ら も 、交 通 の 状 況 や 地

域 の 特 性 に 応 じ た 総 合 的 な 駐 車 対 策 を 推 進 し ま す 。  
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(1)  き め 細 や か な 駐 車 規 制 の 推 進  

地 域 住 民 等 の 意 見 要 望 等 を 十 分 に 踏 ま え つ つ 、駐 車 規 制 の 点 検 、見 直

し を 実 施 す る と と も に 、物 流 の 必 要 性 や 自 動 二 輪 車 の 駐 車 場 需 要 等 に 配

慮 し 、地 域 の 交 通 実 態 に 応 じ た 規 制 の 緩 和 を 行 う な ど 、き め 細 や か な 駐

車 規 制 を 推 進 し ま す 。  

ま た 、駐 車 許 可 等 の 制 度 を 適 切 に 運 用 す る と と も に 、駐 車 許 可 等 を 受

け た 車 両 に 対 し て 、横 断 歩 道 の 前 後 ５ メ ー ト ル 以 内 等 、法 定 の 道 路 の 部

分 に つ い て は 、交 通 の 安 全 性 等 の 観 点 か ら 駐 車 等 が 禁 止 さ れ て い る こ と

の 周 知 徹 底 を 図 り ま す 。  

さ ら に 、障 が い 者 や 高 齢 者 等 で 歩 行 が 困 難 な 方 の た め の 信 州 パ ー キ ン

グ ・ パ ー ミ ッ ト （ 障 が い 者 用 駐 車 場 利 用 証 ） 制 度 の 普 及 を 促 進 し ま す 。 

 

(2)  違 法 駐 車 対 策 の 推 進  

ア  取 締 り の 推 進  

  悪 質 性 、危 険 性 、迷 惑 性 の 高 い 違 反 に 重 点 指 向 し て 、地 域 の 実 態 に

応 じ た 取 締 り を 推 進 し ま す 。ま た 、駐 車 監 視 員 活 動 ガ イ ド ラ イ ン を 設

定 し て い る 都 市 部 に お い て は 、道 路 交 通 環 境 等 当 該 現 場 の 状 況 を 勘 案

し た 上 で 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 に 、同 ガ イ ド ラ イ ン の 見 直 し を

行 い ま す 。  

イ  運 転 者 責 任 の 追 及  

交 通 事 故 の 原 因 と な っ た 違 反 や 常 習 的 な 違 反 等 悪 質 な 駐 車 違 反 に

つ い て は 、 運 転 者 の 責 任 追 及 を し ま す 。  

ウ  使 用 者 責 任 の 追 及  

運 転 者 の 責 任 を 追 及 で き な い 放 置 車 両 に つ い て は 、当 該 車 両 の 使 用

者 に 対 す る 放 置 違 反 金 納 付 命 令 及 び 繰 り 返 し 放 置 違 反 金 納 付 命 令 を

受 け た 使 用 者 に 対 す る 使 用 制 限 命 令 の 積 極 的 な 運 用 に 努 め 、使 用 者 等

の 責 任 を 強 力 に 追 及 し ま す 。  

 

(3)  駐 車 場 等 の 整 備  

路 上 に お け る 無 秩 序 な 駐 車 を 抑 制 し 、安 全 か つ 円 滑 な 道 路 交 通 を 確 保

す る た め 、駐 車 規 制 及 び 違 法 駐 車 の 取 締 り の 推 進 と 併 せ 、以 下 の 施 策 を

推 進 し ま す 。  

ア  民 間 駐 車 場 の 整 備  

大 規 模 な 建 築 物 に 駐 車 場 の 整 備 を 義 務 付 け る 附 置 義 務 条 例 の 制 定

の 促 進 等 に よ り 民 間 駐 車 場 の 整 備 を 促 進 し ま す 。  

イ  公 共 駐 車 場 の 整 備  

 都 市 機 能 の 維 持・増 進 を 図 る べ き 地 区 及 び 交 通 結 節 点 等 重 点 的 に 駐

車 場 の 整 備 を 図 る べ き 地 区 に お い て 、交 通 安 全 施 設 等 整 備 事 業 や 有 料

融 資 事 業 等 を 活 用 し た 公 共 駐 車 場 の 整 備 を 促 進 し ま す 。  
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  ウ  駐 車 場 内 に お け る 交 通 事 故 防 止 対 策 の 推 進  

    駐 車 場 内 に お け る 交 通 事 故 の 発 生 を 防 止 す る た め 、駐 車 場 内 で の 交

通 事 故 発 生 形 態 等 の 広 報 啓 発 及 び 駐 車 場 管 理 者 に よ る 交 通 安 全 対 策

の 促 進 を 図 り ま す 。  

 

(4)  違 法 駐 車 を 排 除 す る 気 運 の 醸 成 ・ 高 揚  

違 法 駐 車 の 排 除 及 び 自 動 車 の 保 管 場 所 の 確 保 等 に 関 し 、 県 民 へ の 広

報 ・ 啓 発 活 動 を 行 う と と も に 、 関 係 機 関 ・ 団 体 と の 密 接 な 連 携 を 図 り 、

地 域 交 通 安 全 活 動 推 進 委 員 の 積 極 的 な 活 用 に よ り 、住 民 の 理 解 と 協 力 を

得 な が ら 違 法 駐 車 締 め 出 し 気 運 の 醸 成 ・ 高 揚 を 図 り ま す 。  

 

(5)  ハ ー ド ・ ソ フ ト 一 体 と な っ た 駐 車 対 策 の 推 進  

違 法 駐 車 が 著 し く 、安 全 で 円 滑 な 道 路 交 通 が 阻 害 さ れ て い る 市 街 地 等

の 道 路 に つ い て 、交 通 安 全 施 設 と し て の 駐 車 場 、路 上 駐 車 施 設 等 の 整 備

や カ ラ ー 舗 装 に よ る 駐 停 車 区 域 の 明 示 、き め 細 か な 駐 車 規 制 の 実 施 、違

法 駐 車 の 取 締 り 、積 極 的 な 広 報 啓 発 活 動 等 、ハ ー ド ・ ソ フ ト 一 体 と な っ

た 駐 車 対 策 を 推 進 し ま す 。  

 

1 4  道 路 交 通 情 報 の 充 実  

安 全 で 円 滑 な 道 路 交 通 を 確 保 す る た め に は 、運 転 者 に 対 し て 正 確 で き め

細 か な 道 路 交 通 情 報 を 分 か り や す く 提 供 す る こ と が 重 要 で あ り 、 高 度 化 、

多 様 化 す る 道 路 交 通 情 報 に 対 す る ニ ー ズ に 対 応 し 、適 時・適 切 な 情 報 を 提

供 す る た め 、情 報 通 信 技 術（ ICT）等 を 活 用 し て 、道 路 交 通 情 報 の 充 実 を 図

る 必 要 が あ り ま す 。  

 

(1)  情 報 収 集 ・ 提 供 体 制 の 充 実  

道 路 利 用 者 に 対 し 必 要 な 道 路 交 通 情 報 を 提 供 す る こ と に よ り 、安 全 か

つ 円 滑 な 道 路 交 通 を 確 保 す る た め 、 光 フ ァ イ バ ー ネ ッ ト ワ ー ク 等 の 新 た

な 情 報 技 術 を 活 用 し つ つ 、 光 ビ ー コ ン 、 交 通 監 視 カ メ ラ 、 車 両 感 知 器 、

交 通 情 報 板 、 道 路 情 報 提 供 装 置 等 の 整 備 に よ る 情 報 収 集 ・ 提 供 体 制 の 充

実 を 図 る と と も に 、交 通 管 制 エ リ ア の 拡 大 等 の 交 通 管 制 シ ス テ ム の 充 実・

高 度 化 を 図 る ほ か 、 交 通 規 制 情 報 の デ ー タ ベ ー ス 化 を 推 進 し ま す 。  

 

(2)  ITS を 活 用 し た 道 路 交 通 情 報 の 高 度 化  

  高 度 道 路 交 通 シ ス テ ム（ I TS）の 一 環 と し て 、運 転 者 に 渋 滞 状 況 等 の 道

路 交 通 情 報 を 提 供 す る 道 路 交 通 情 報 通 信 シ ス テ ム（ V IC S）の 整 備・拡 充

を 積 極 的 に 図 こ と に よ り 、交 通 の 分 散 に よ る 交 通 渋 滞 を 解 消 し 、交 通 の

安 全 と 円 滑 化 を 推 進 し ま す 。  
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(3)  適 正 な 道 路 交 通 情 報 提 供 事 業 の 促 進  

民 間 事 業 者 が 、警 察 や 道 路 管 理 者 に よ り 収 集 さ れ た 道 路 交 通 情 報 を 一

層 活 用 で き る よ う 措 置 し 、正 確 な 道 路 交 通 情 報 の 適 切 な 提 供 を 促 進 し ま

す 。  

 

(4)  分 か り や す い 道 路 交 通 環 境 の 確 保  

 時 間 別・ 車 種 別 等 の 交 通 規 制 の 実 効 を 図 る た め 、 視 認 性 ・耐 久 性 に 優

れ た 標 識 の 整 備 並 び に 利 用 者 の ニ ー ズ に 即 し た 系 統 的 で 分 か り や す い

案 内 標 識 等 の 整 備 を 推 進 し ま す 。  

ま た 、主 要 な 幹 線 道 路 の 交 差 点 及 び 交 差 点 付 近 に お い て 、ル ー ト 番 号

等 を 用 い た 案 内 標 識 の 設 置 を 推 進 す る と と も に 、地 図 を 活 用 し た 多 言 語

表 記 の 実 施 等 に よ り 、 国 際 化 の 進 展 へ の 対 応 に 努 め ま す 。  

外国人の交通安全対策を推進するため、外国人運転者の交通事故多発箇所等に

おいて、看板や路面標示等による注意喚起等の取組を強化します。  

  

1 5  交 通 安 全 に 寄 与 す る 道 路 交 通 環 境 の 整 備  

(1)  道 路 の 使 用 及 び 占 用 の 適 正 化 等  

ア  道 路 の 使 用 及 び 占 用 の 適 正 化  

工 作 物 の 設 置 、 工 事 等 の た め の 道 路 の 使 用 及 び 占 用 の 許 可 に 当 た っ

て は 、道 路 の 構 造 を 保 全 し 、安 全 か つ 円 滑 な 道 路 交 通 を 確 保 す る た め

に 適 正 な 運 用 を 行 う と と も に 、許 可 条 件 の 遵 守 、占 用 物 件 等 の 維 持 管

理 の 適 正 化 に つ い て 指 導 し ま す 。  

イ  不 法 占 用 物 件 の 排 除 等  

道 路 交 通 に 支 障 を 与 え る 不 法 占 用 物 件 等 に つ い て は 、実 態 把 握 、強

力 な 指 導 取 締 り に よ り そ の 排 除 を 行 い 、特 に 、市 街 地 に つ い て 重 点 的

に そ の 是 正 を 実 施 し ま す 。  

さ ら に 、 道路上から不法占用物件等を一掃するためには、沿道住民を始め

道路利用者の自覚を待つところが大きいことから、不 法 占 用 等 の 防 止 を 図

る た め の 啓 発 活 動 を 沿 道 住 民 等 に 対 し て 積 極 的 に 行 い 、「 道 路 ふ れ あ

い 月 間 」 等 を 中 心 に 道 路 の 愛 護 思 想 の 普 及 を 図 り ま す 。  

ウ  道 路 の 掘 り 返 し の 規 制 等  

道 路 の 掘 り 返 し を 伴 う 占 用 工 事 に つ い て は 、無 秩 序 な 掘 り 返 し と 工  

事 に 伴 う 事 故・渋 滞 を 防 止 す る た め 、施 工 時 期 や 施 工 方 法 を 各 占 有 者

間 で 調 整 し ま す 。  

さ ら に 、掘 り 返 し を 防 止 す る 抜 本 的 対 策 と し て 共 同 溝 等 の 整 備 を 推

進 し ま す 。  

 

(2)  休 憩 施 設 等 の 整 備 の 推 進  

 過 労 運 転 に 伴 う 事 故 防 止 や 近 年 の 高 齢 運 転 者 等 の 増 加 に 対 応 し て 、
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「 道 の 駅 」 な ど の 休 憩 施 設 等 の 効 率 的 な 配 置 や 質 的 向 上 を 図 り ま す 。  

 

(3)  こ ど も の 遊 び 場 等 の 確 保  

こ ど も の 遊 び 場 の 不 足 を 解 消 し 、路 上 遊 戯 等 に よ る 交 通 事 故 の 防 止 に

資 す る と と も に 、都 市 に お け る 良 好 な 生 活 環 境 づ く り 等 を 図 る た め 、社

会 資 本 整 備 重 点 計 画 等 に 基 づ き 、住 区 基 幹 公 園 、都 市 基 幹 公 園 等 の 整 備

を 推 進 す る と と も に 、都 市 公 園 、学 校 等 の 各 種 公 共 施 設 を 有 機 的 に 連 絡

し 、 災 害 時 に は 避 難 路 と も な る 緑 道 の 整 備 を 検 討 し ま す 。  

繁 華 街 、小 住 宅 集 合 地 域 、交 通 頻 繁 地 域 等 、こ ど も の 遊 び 場 等 の 環 境

に 恵 ま れ な い 地 域 又 は こ れ に 近 接 す る 地 域 を 優 先 的 に 、主 と し て 幼 児 及

び 小 学 校 低 学 年 児 童 を 対 象 と し た 児 童 館 及 び 児 童 遊 園 を 設 置 す る と と

も に 、公 立 学 校 の 校 庭 及 び 体 育 施 設 、社 会 福 祉 施 設 の 園 庭 等 の 開 放 を 促

進 し ま す 。  

 

(4)  道 路 法 に 基 づ く 通 行 の 禁 止 又 は 制 限      

 道 路 の 構 造 を 保 全 し 、 又 は 交 通 の 危 険 を 防 止 す る た め 、 道 路 の 破 損 、

欠 壊 又 は 異 常 気 象 等 に よ り 交 通 が 危 険 で あ る と 認 め ら れ る 場 合 及 び 道

路 に 関 す る 工 事 の た め や む を 得 な い と 認 め ら れ る 場 合 に は 、道 路 法（ 昭

和 2 7 年 法 律 第 18 0 号 ） に 基 づ き 、 迅 速 か つ 的 確 に 通 行 の 禁 止 又 は 制 限

を 行 い ま す 。  

危 険 物 を 積 載 す る 車 両 の ト ン ネ ル 等 の 通 行 の 禁 止 又 は 制 限 及 び 道 路

と の 関 係 に お い て 必 要 と さ れ る 車 両 の 寸 法 、重 量 等 の 最 高 限 度 を 超 え る

車 両 の 通 行 の 禁 止 又 は 制 限 に 対 す る 違 反 を 防 止 す る た め 、必 要 な 体 制 の

拡 充 ・ 強 化 を 図 り ま す 。  

 

(5)  地 域 に 応 じ た 安 全 の 確 保  

 積 雪 寒 冷 特 別 地 域 に お い て は 、冬 期 の 安 全 な 道 路 交 通 を 確 保 す る た め 、

冬 期 積 雪 ・ 凍 結 路 面 対 策 と し て 適 時 適 切 な 除 雪 や 都 道 府 県 単 位 や 地 方 ブ

ロ ッ ク 単 位 に こ だ わ ら な い 広 範 囲 で 躊 躇 な い 予 防 的 ・ 計 画 的 な 通 行 規 制 や

集 中 的 な 除 雪 作 業 、 凍 結 防 止 剤 散 布 の 実 施 、 交 差 点 等 に お け る 消 融 雪 施

設 等 の 整 備 、 流 雪 溝 、 チ ェ ー ン 着 脱 場 等 の 整 備 を 推 進 し ま す 。  

 安 全 な 道 路 交 通 の 確 保 に 資 す る た め 、気 象 、路 面 状 況 等 を 収 集 し 、道

路 利 用 者 に 提 供 す る 道 路 情 報 提 供 装 置 等 の 整 備 を 推 進 し ま す 。  
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【施策体系】  

１ 段階的かつ体系的な交通安全教育  

 の推進 

 

 

 

 

 

 

 

２ 効果的な交通安全教育の推進  

 

 

 

３ 交通安全に関する普及啓発活動の  

推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 交通の安全に関する民間団体等の  

主体的活動の推進  

 

５ 住民の参加・協働の推進  

 

 

 

幼児に対する交通安全教育  

小学生に対する交通安全教育  

中学生に対する交通安全教育  

高校生に対する交通安全教育  

成人に対する交通安全教育  

高齢者に対する交通安全教育  

障がい者に対する交通安全教育  

外国人に対する交通安全教育  

 

参加、体験、実践型の教育方法の活用  

交通安全教育指導者の養成、効果的な教材

の充実 

 

県民参加型交通安全運動の推進  

歩行者の安全確保  

自転車の安全利用の推進  

自動車の安全運転の推進  

新しい小型モビリティの安全対策  

後部座席を含めた全ての座席における  

シートベルト着用の徹底 

チャイルドシートの正しい使用の徹底  

反射材用品等の普及促進 

飲酒運転根絶に向けた交通安全教育及び広

報啓発活動等の推進  

効果的な広報の実施  

高齢者の交通事故防止の推進  

夕暮れ時、夜間の交通事故防止の推進  

交通マナーアップの推進と交通安全意識高

揚の推進  

二輪車の被害軽減装備の普及  

乗用型トラクターの事故防止  

交通事故情報の高度化・情報発信  

地域の実情に応じた交通安全活動の推進  

交通ボランティア等の育成  

  

第２節 交通安全思想の普及徹底  
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第２節 交通安全思想の普及徹底 

交通安全教育は、自他の生命尊重という理念のもとに、交通社会の一員としての責任

を自覚し、交通安全のルールを守る意識と交通マナーの向上に努め、相手の立場を尊重

しながら、他の人々や地域の安全にも貢献できる社会人を育成する上で、重要な意義を

有しています。  

さらに、交通安全意識を向上させ交通マナーを身に付けるためには、人間の成長過程

に合わせ、生涯にわたる学習を促進して県民一人ひとりが交通安全の確保を自らの課

題として捉えるよう意識の改革を促すことが重要です。  

 

１ 段階的かつ体系的な交通安全教育の推進  

基本となる交通ルールや交通マナーが身に付けられるよう、交通安全教育指針（平

成 10 年（1998 年）国家公安委員会告示第 15 号）等を活用し、幼児から高齢者に至

るまで、心身の発達段階やライフステージに応じた段階的かつ体系的な交通安全教

育を推進します。 

交通安全教育・普及啓発活動を行うにあたっては、参加・体験・実践型の教育方法

を積極的に取り入れるとともに、SNS やホームページに教材を掲載するなど、必要な

情報を分かりやすく提供していきます。  

また、関係する機関・団体と連携を取りながら地域が一体となった活動を推進しま

す。 

 

(1) 幼児に対する交通安全教育  

○ 幼児に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、基本的

な交通ルールを守り、日常生活において安全に行動できる習慣や態度を身につ

けさせることを目標とします。  

○ 幼稚園・保育所及び認定こども園においては、家庭及び関係機関・団体等と連

携・協力を図りながら、日常の教育・保育活動のあらゆる場面をとらえて交通安

全教育を計画的かつ継続的に行います。  

これらを効果的に実施するため、紙芝居や視聴覚教材等を利用したり親子で実

習したりするなど、分かりやすい指導に努めるとともに、教職員の指導能力の向

上及び指導資料の作成、教材・教具の整備を推進します。  

○ 児童館及び児童遊園においては、遊びによる生活指導の一環として、交通安全

に関する指導を推進します。 

○ 関係機関・団体は、幼児の心身の発達や交通状況等、地域の実情を踏まえた幅

広い教材・教具あるいは情報の提供等を行うことにより、幼稚園・保育所及び認

定こども園において行われる交通安全教育の支援を行うとともに、幼児の保護

者が幼児の手本となって適切な指導ができるよう、保護者に対する交通安全講

習会等の実施に努めます。  

○  交通ボランティアによる幼児に対する通園児や園外活動時等の安全な行動の

指導、保護者を対象とする交通安全講習会等の開催を促進します。  
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○  乳幼児健診等の機会を活用した幼児交通事故防止及びシートベルト (後部座

席)、チャイルドシート着用率向上対策を推進します。  

 

(2) 小学生に対する交通安全教育  

○ 小学生に対する交通安全教育は、心身の発達段階や地域の実情に応じて、歩行

者及び自転車利用者として必要な技能と知識を習得させるとともに、道路や交

通状況に応じて、道路交通における危険を予測し、これを回避して安全に通行す

る意識及び能力を高めることを目標とします。  

○ 小学校においては、家庭及び関係機関・団体等と連携・協力を図りながら、体

育、道徳、学級活動・児童会活動・学校行事等の特別活動、総合的な学習の時間

等、学校教育活動全体を通じて、歩行者としての心得、自転車並びに乗り物の安

全な利用、危険の予測と回避、交通ルールの意味及び必要性等について重点的に

交通安全教育を実施します。  

○ 小学校における交通安全教育を計画的に実施し、効果的なものとするため、指

導用の参考資料を作成・配付するとともに、交通安全教室を一層推進するほか、

教員等を対象とした心肺蘇生法の実技講習会等を実施します。  

○ 関係機関・団体は、小学校において行われる交通安全教育の支援を行うととも

に、児童に対する補完的な交通安全教育を推進します。また、児童の保護者が日

常生活の中で模範的な行動をとり、歩行中、自転車乗用中等実際の交通の場面で、

児童に対し、基本的な交通ルールや交通マナーを教えられるよう、保護者を対象

とした交通安全講習会等を開催します。  

○  交通ボランティアによる、通学路における児童並びに保護者に対する安全行

動の指導、交通安全講習会等の開催を促進します。  

 

(3) 中学生に対する交通安全教育  

○ 中学生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特

に、自転車で安全に道路を通行するために必要な技能と知識を十分習得させる

とともに、道路を通行する場合は、思いやりを持ち、自己の安全ばかりでなく、

他の人々の安全にも配慮できることを目標とします。  

○ 中学校においては、家庭及び地域の関係機関・団体等と連携・協力を図りなが

ら、保健体育、道徳、学級活動・生徒会活動・学校行事等の特別活動、総合的な

学習の時間等を中心に、学校教育活動全体を通じて、歩行者としての心得、自転

車の安全な利用、自動車等の特性、危険の予測と回避、交通ルール及び標識の意

味並びに応急手当等について重点的に交通安全教育を実施します。  

○ 中学校における交通安全教育を計画的に実施し、効果的なものとするため、自

転車の安全な利用等も含め、安全な通学のための教育教材等を作成・配布すると

ともに、交通安全教育の推進、教員等を対象とした心肺蘇生法の実技講習会等を

実施します。 

○ 関係機関・団体は、中学校において行われる交通安全教育が円滑に実施できる
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よう指導者の派遣、情報の提供等の支援を行うとともに、地域において、保護者

対象の交通安全講習会や中学生に対する補完的な交通安全教育を推進します。  

 

(4) 高校生に対する交通安全教育  

○ 高校生に対する交通安全教育は、日常生活における交通安全に必要な事柄、特

に二輪車運転者及び自転車利用者として、安全に道路を通行するために必要な

技能と知識を十分習得させるとともに、交通社会の一員として、交通ルールを遵

守し、交通マナーを実践して自他の生命を尊重する等責任ある行動ができる、健

全な社会人を育成することを目標とします。  

○ 高等学校においては、家庭及び地域の関係機関・団体等と連携・協力を図りな

がら、保健体育、総合的な探究の時間、特別活動などの学校の教育活動全体を通

じて、自転車の安全な利用、二輪車・自動車の特性、危険の予測と回避、運転者

の責任、応急手当等について更に理解が深まるよう努めます。  

○ 生徒の多くが、近い将来、運転免許等を取得することが予想されることから、

免許取得前の教育としての性格を重視し、運転者として備えておくべき安全意

識を醸成するため、参加実技指導等を含む実践的な交通安全教育の充実を図り

ます。 

 特に、二輪車・自動車の安全に関する指導については、生徒の実態や地域の実

情に応じて、関係機関・団体や PTA 等と連携しながら、交通安全、安全運転に関

する意識の高揚と実践力の向上を図ります。   

○ 高等学校における交通安全教育を計画的に実施し、効果的なものとするため、

指導用参考資料等を作成・配布するとともに、交通安全教育の在り方や実践に関

する調査研究、教員等を対象とした心肺蘇生法の実技講習会等を実施します。 

○ 関係機関・団体は、高等学校において行われる交通安全教育が円滑に実施でき

るよう指導者の派遣、情報の提供等の支援を行うとともに、地域において、高校

生及び相当年齢者に対する補完的な交通安全教育を推進します。  

○ 小・中学校等との交流を図るなどして、高校生の果たしうる役割を考えさせる

とともに、交通安全活動への積極的な参加を促します。  

○ 高校卒業時の運転免許取得者が急増することに対応するとともに、高校卒業

後に社会人として自動車を運転できることを可能とするため、令和８年４月か

ら、17 歳６か月での普通免許等の仮免許取得が可能となります。こうした制度

改正について、周知を図るとともに、運転免許の取得自体は引き続き 18 歳で

あることから、仮運転免許期間中の違法な運転や交通事故を防止するため、関

係機関が連携した交通安全教育を推進します。また、同月から自転車の交通違

反に対する交通反則通告制度が適用となることから、同制度の周知や自転車の

交通ルールの知識習得を図るため、関係機関が連携した交通安全教育を推進し

ます。  
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(5) 成人に対する交通安全教育  

○ 成人に対する交通安全教育は、自動車等の安全運転の確保の観点から、免許取

得時及び免許取得後の運転者の教育を中心として行うほか、免許取得者以外の

社会人に対しても、SNS 等を利用して、積極的に交通安全について学ぶ機会を設

けるなど、交通安全教育の充実に努めます。  

○ 運転免許取得時の教育は、自動車教習所における教習が中心となることから、

教習水準の一層の向上に努めます。  

○ 免許取得後の運転者教育は、運転者としての社会的責任の自覚、安全運転に必

要な知識及び技能、特に危険予測・回避の能力の向上、交通事故被害者の心情等

交通事故の悲惨さに対する理解、交通安全意識・交通マナーの向上を目標とし、

県公安委員会が行う各種講習、自動車教習所が受講者の特性に応じて行う運転

者教育等により交通安全教育を行います。  

○ 事業所等の自動車の使用者は、安全運転管理者、運行管理者等を法定講習、指

導者向けの研修会等へ積極的に参加させ、事業所における自主的な安全運転管

理の活発化に努めるほか、事業所等の運転管理の一環として、安全運転管理者、

運行管理者等による交通安全教育を行います。  

○ 公民館等の社会教育施設において、社会人を対象とした自転車・特定小型原動

機付自転車の安全利用を含む交通安全教育の推進を図るなど、関係機関・団体、

交通ボランティア等のよる交通安全のための諸活動の促進を図ります。  

○  免許を持たない若者や社会人を対象に自転車の安全利用の向上を図る交通

安全教育を推進します。  

令和８年４月から施行の自転車の交通違反に対する交通反則通告制度適用

について、同制度の周知や自転車の交通ルールの知識習得を図るため、関係機

関が連携した交通安全教育を推進します。  

 

(6) 高齢者に対する交通安全教育  

○ 高齢者に対する交通安全教育は、運転免許の有無等により、交通行動や危険認

識、交通ルール等の知識に差があることに留意しながら、加齢に伴う身体機能の

変化が、歩行者又は運転者としての交通行動に及ぼす影響や運転者側から見た

歩行者や自転車の危険行動を理解させるとともに、自ら納得して安全な交通行

動を実践することができるよう必要な実践的技能及び交通ルール等の知識を習

得させることを目標とします。  

○ 県及び市町村は、高齢者に対する交通安全指導担当者の養成、教材・教具等の

開発など指導体制の充実に努めるとともに、各種教育機材を活用した参加・体

験・実践型の交通安全教育を積極的に推進します。特に歩行者横断中の交通死亡

事故における法令違反別では、高齢者は高齢者以外の者と比較して「横断違反」

の割合が高い実態を踏まえ、交通ルールの遵守を促す交通安全教育に努めます。 

○ 関係団体、交通ボランティア、医療機関・福祉施設関係者等と連携して、高齢

者の交通安全教室等を開催するとともに、高齢者に対する社会教育の場面・福祉
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活動、各種の催し等の多様な機会を活用した交通安全教育を実施します。  

○  運転免許を持たないなど、交通安全教育を受ける機会の少ない高齢者を中心

に、関係団体、交通安全ボランティア等による家庭訪問による個別指導、見守り

活動等の高齢者と日常的に接する機会を利用した助言等により、高齢者の移動

の安全が地域全体で確保されるように努めます。また、活動に当たっては、高齢

者の自発性を促すことに留意しつつ、高齢者の事故実態に応じた具体的な指導

を行うこととし、反射材・自発光材の活用等交通安全用品の普及・活用等の促進

に努めます。 

○  高齢運転者に対しては、高齢者講習及び更新時講習における講習内容の充実

に努めるほか、高齢者同士の相互啓発等により交通安全意識の向上を図るため、

老人クラブ、老人ホーム等における交通安全部会の設置、高齢者交通安全指導員

（シルバーリーダー）の養成等を促進し、老人クラブ等が関係機関・団体と連携

して、自主的な交通安全活動を展開し、地域、家庭における交通安全活動の主導

的役割を果たしていただけるよう努めます。 

○  電動車椅子を利用する高齢者に対しては、電動車椅子メーカー等で組織され

る団体等と連携して、購入時等における安全利用に向けた指導・助言を徹底す

るとともに、電動車椅子が道路交通法上の「歩行者」とみなされることを他の

交通主体にも広く理解されるよう、広報啓発に努めます。  

○  地域における高齢者の安全運転の普及を促進するため、シルバーリーダー及

び地域の高齢者に影響力のある者等を対象とした参加・体験・実践型の講習会を

実施し、高齢者の安全運転に必要な知識の習得とその指導力の向上を図り、高齢

者交通安全教育の継続的な推進役の養成に努めます。 

〇  高齢運転者が安全運転サポート車等に搭載される先進安全技術を体験できる

機会を設けるよう努めるとともに、運転免許証の自主返納制度の周知について

も推進します。 

○  高齢者が安全に安心して外出できる交通社会を形成するため、高齢者自身の

交通安全意識の向上はもとより、県民全体が高齢者を見守り、高齢者に配意する

意識を高めていくことや、地域の見守り活動等を通じ、地域が一体となって、先

進技術も活用しつつ高齢者の安全確保に取り組むよう努めます。 

 

(7) 障がい者に対する交通安全教育  

○ 障がい者に対しては、交通安全のために必要な技能及び知識の習得のため、地

域における福祉活動の場を利用するなど、障がいの程度に応じたきめ細かい交

通安全教育を推進します。  

○  手話通訳員の配置、字幕入りビデオの活用等に努めるとともに、参加・体験・

実践型の交通安全教育を開催する等障がいの程度に応じ、きめ細かい交通安全

教育を推進します。  

○ 自立歩行が困難な障がい者に対しては、介護者、交通ボランティア等の障がい

者に付き添う者を対象とした講習会等を開催します。  
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(8) 外国人に対する交通安全教育  

○  在留外国人に対する外国人コミュニティや日本語学校における交通安全教育、

外国人を雇用する事業所等による外国人運転者の交通安全教育、観光客等の訪

日外国人に対する交通安全教育を推進します。交通安全教育に当たっては、自動

車の左側通行、赤信号での右左折禁止、一時停止標識等、自国の交通ルール等と

の違いを踏まえ、日本の交通ルール等を理解させます。  

○  特定技能制度等により働く外国人運転者に対しては、雇用者や関係機関等に

よる交通安全対策を充実させます。  

○  訪日外国人を始めとする外国人の交通ルールの遵守を図るため、レンタカー

事業者、シェアサイクル事業者、特定小型原動機付自転車のシェアリング事業者

等と連携した多言語対応の広報啓発活動を推進します。  

 

２ 効果的な交通安全教育の推進  

(1) 参加、体験、実践型の教育方法の活用  

○  交通安全教育を行うに当たっては、受講者が安全に道路を通行するために必

要な知識を習得し、かつ、その必要性を理解できるようにするため、従来の方

法に捉われず、参加・体験・実践型の教育方法を積極的に活用します。  

○  交通安全教育関係を行う機関・団体は、交通安全教育に関する情報を共有し、

他の関係機関・団体の求めに応じて交通安全教育に用いる資機材の貸与、講師

の派遣及び情報提供等、相互の連携を図りながら交通安全教育を推進します。 

 

(2) 交通安全教育指導者の養成、効果的な教材の充実  

○  受講者の年齢や情報リテラシー、道路交通への参加の態様に応じた交通安全

教育指導者の養成・確保、ドライブレコーダーやシミュレータ、VR 等の機器の

活用など、柔軟に多様な方法を活用し、着実に教育を推進するよう努めます。 

○ 交通安全教育の効果を確認し、必要に応じて教育の方法、利用する教材等を見

直して、社会やライフスタイルの変化、技術の進展を踏まえ、常に効果的な交通

安全教育ができるよう努めます。  

○ 動画を活用した学習機会の提供、ウェブサイトや SNS 等の各種媒体の積極的

活用等、対面によらない交通安全教育や広報啓発活動についても効果的に推進

します。 

 

３ 交通安全に関する普及啓発活動の推進  

(1) 県民参加型交通安全運動の推進  

スローガン  しあわせを つなぐ信濃路  ゆずり合い 
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○ 県民一人ひとりに広く交通安全意識の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と

正しい交通マナーの実践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環境

の改善に向けた取組を推進するため「しあわせを つなぐ信濃路  ゆずり合い」を

スローガンとする交通安全運動を県民運動として定着させるとともに、運動主

催機関・団体が相互に連携して、交通安全運動を組織的・継続的に展開します。  

○ 交通安全運動の実施に当たっては、事前に、運動の趣旨、実施期間、運動重点、

実施計画等について広く住民に周知することにより、県民が一体となった住民

参加型の交通安全運動の充実・発展を図ります。  

○ 関係機関・団体が連携し、運動終了後も継続的・自主的な活動が展開されるよ

う、事故実態、住民や交通事故被害者等のニーズ等を踏まえた実施に努めます。 

○  地域に密着したきめ細かい活動が期待できる民間団体及び交通ボランティア

の参加促進を図り、参加・体験・実践型の交通安全教室の開催等により、交通事

故を身近なものとして意識させる交通安全活動を促進します。  

○  交通安全に対する県民の意識の向上を図り交通事故の発生を抑止するため、

「交通事故死ゼロを目指す日」を春と秋の全国交通安全運動期間中に設定し、街

頭キャンペーンや政府広報を活用した広報活動、交通機関団体による広報啓発

活動を積極的に展開します。  

○ 事後に、運動の効果を検証、評価することにより、一層効果的な運動が実施さ

れるよう配意します。  

 

(2) 歩行者の安全確保  

○ 信号機のない横断歩道での事故は、自動車の横断歩道手前での減速や、歩行者

の有無の確認が不十分なものが多いため、運転者に対して横断歩道手前での減

速義務や横断歩道における歩行者優先義務を再認識させるため、交通安全教育

や交通指導取締り等を推進します。  

○  信号機のある交差点における横断歩道での事故は、右折時が多いため、運転手

に対して、対面信号機や対向車の確認のみに気を取られることなく、右折先の横

断歩道に対する安全意識を醸成させる交通安全教育や街頭啓発活動を推進しま

す。 

○ 歩行者に対しては、横断歩道を渡ること、信号機に従うといった交通ルールの

遵守及び信号機のない場所で横断するときは手を上げるなど、運転者に対して

横断する意思を明確に伝えるため、手を上げるなどのハンドサインによる横断

歩道ルール・マナーアップ行動を促します。  

また、横断前の確実な安全確認と、横断中も安全確認を行う等、歩行者自らが

自分を守るための安全行動を促す交通安全教育を推進します。  

高齢歩行者は、加齢に伴う歩行速度の低下により横断に時間を要することで交

通事故の危険性が高まることを踏まえ、横断時の交通事故防止のための交通安全

教育を推進するとともに、運転者に対して、このような高齢者の行動特性につい

て注意喚起します。  
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○  横断歩道に近接して路線バスの停留所が存在する状況においては、停車した

バスによる死角が生じることを運転者、歩行者双方が十分に認識する必要があ

ります。それと同時に、その危険性を取り除くための対策を進めることが求めら

れており、今後、交通事業者や道路管理者をはじめとする関係機関等が連携し、

対策のあり方を検討します。 

○  夕暮れ時から夜間における歩行者及び自転車利用者の交通事故防止に効果が

期待できる反射材用品等の普及を図るため、各種広報媒体を活用して積極的な

広報啓発を推進するとともに、反射材用品等の視認効果、使用方法等について理

解を深めるため、参加・体験・実践型の交通安全教育を推進します。  

○  反射材用品等の普及に当たっては、明るい目立つ衣類等の着用に加え、衣服や

靴、鞄等の身の回り品への反射材用品の組み込みを推奨するとともに、適切な反

射性能等を有する製品についての情報提供に努めます。  

 

(3) 自転車の安全利用の推進  

○  自転車が道路を通行する場合は、車両としてのルールを遵守するとともに交

通マナーを実践しなければならないことを理解するための交通安全教育等を強

化します。また、平成 31 年３月に施行された「長野県自転車の安全で快適な利

用に関する条例」に基づき、自転車による事故のない安全で安心な県民生活を確

保し、自転車の利用促進を図っていきます。  

  ○  令和６年 11 月に施行された、自転車の「ながらスマホ」及び「酒気帯び運転」

の罰則強化に関する広報啓発活動を推進するほか、交通事故防止のための基本

的な交通ルールの理解等を徹底する取組を推進します。  

    また、令和８年４月から交通反則通告制度（いわゆる「青切符」）が施行され

ることを踏まえ、自転車の安全対策を強化します。  

○  全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務化を内容とす

る道路交通法の一部を改正する法律（令和４年法律第 32 号）の施行を踏まえ、

改めて示された「自転車安全利用五則」（令和４年 11 月１日中央交通安全対策会

議交通対策本部決定）を活用するなどにより、自転車乗車時の頭部保護の重要性

や全ての年齢層の自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用をはじめとした

交通ルール・マナーについて広報啓発活動、交通安全教育等の充実を図ります。  

○  自転車の交通安全教育は、「自転車の交通安全教育ガイドライン」を踏まえ、

民間事業者や団体、自治体、家庭、学校等の様々な教育主体が、それぞれが持つ

教育機会に応じた交通安全教育を推進します。  

○ 自転車は、歩行者と衝突した場合には加害者となる側面も有しており、加害者

側に高額な損害賠償命令が下される事例が発生している状況も踏まえ、被害者

の損害を確実に補償し、翻って加害者側の経済的破綻も回避するため、損害賠償

責任保険等への加入を促進するとともに、自転車の点検整備促進の対策を推進

します。 

○  薄暮の時間帯から夜間にかけて自転車の重大事故が多発する傾向にあること
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を踏まえ自転車事故を防止するため、自転車の灯火の点灯を徹底するとともに、

反射材の取り付けによる自転車の視認性の向上対策を促進します。  

○ 保護者に対して幼児の同乗が運転操作に与える影響を体感できる参加・体験・

実践型の交通安全教育を実施するほか、安全性に優れた幼児二人同乗用自転車

の普及を促進します。  

○ 幼児・児童の保護者に対して、自転車乗車時の頭部保護の重要性とヘルメット

着用による被害軽減効果について理解促進に努め、高齢者を含め、全ての年齢層

の自転車利用者に対しても、ヘルメットの使用を推奨します。 

 

(4) 自動車の安全運転の推進  

  ○  妨害運転（あおり運転）を防止するため、その罰則の重さを認識するとともに、  

自動車の運転者が全ての交通参加者に対し、思いやりと譲り合いの気持ちを持っ  

た運転を行うことの必要性を訴える広報啓発活動を推進します。  

  ○  飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を周知するための交通安  

全教育や広報啓発活動を引き続き推進します。関係機関・団体、事業所等が一体

となった飲酒運転の根絶の機運醸成を促す取組の展開を推進します。  

○  スマートフォンの画面を注視したり、携帯電話で通話したりしながら運転す  

る「ながらスマホ」について、道路交通法で禁止されていること及びその危険性

や交通事故実態等について広報啓発活動を推進するほか、関係事業者等や安全

運転管理者による教育の徹底を推進します。  

 

(5)  新しい小型モビリティの安全対策  

特定小型原動機付自転車について、特例特定小型原動機付自転車が一定の要件  

を満たす場合にのみ歩道通行が可能であり、それ以外の場合は歩道通行が禁止さ

れていること、車道における左側通行の徹底、飲酒運転の禁止といった基本的な

交通ルールや自己の身を守るためにヘルメットの着用が効果的であることについ

て、利用者に対して周知徹底を図るとともに、様々な機会を利用し、安全教育を

強化します。 

 

(6) 後部座席を含めた全ての座席におけるシートベルト着用の徹底  

後部座席のシートベルト非着用時の致死率は、着用時と比較して格段に高くな

るため、シートベルトの着用効果及び正しい着用方法について理解を求め、後部

座席を含めた全ての座席におけるシートベルト着用の徹底を図ります。  

関係機関・団体等との協力のもと、あらゆる機会・媒体を通じ、積極的な広報

啓発活動を展開します。  

 

(7) チャイルドシートの正しい使用の徹底  

○ チャイルドシートの使用効果及び正しい使用方法について、理解を深めるため  

の広報啓発・指導を推進し、正しい使用の徹底を図ります。  



第２編 道路交通の安全 第２部 道路交通の安全についての対策 

 

- 49 - 
 

○ 不適正使用時の致死率は、適正使用時と比較して格段に高くなることから、  

チャイルドシートの使用効果及び使用方法について、着用推進シンボルマーク等を

活用しつつ、幼稚園・保育所・認定こども園、病院、販売店等と連携した保護者に

対する効果的な広報啓発・指導を推進します。  

○ ６歳以上であっても、シートベルトを適切に着用させることができないこども  

にはチャイルドシートを使用させることについて、幼稚園・保育所、病院等と連

携した保護者に対する効果的な広報啓発及び指導に努めます。  

市町村、団体等が実施している各種支援制度の活用を通じて、チャイルドシー

トを利用しやすい環境づくりを促進します。  

 

(8) 反射材用品等の普及促進 

夕暮れ時から夜間における歩行者及び自転車利用者の交通事故防止に期待でき  

る反射材・自発光材の普及を図るため、SNS 等の広報媒体を活用して積極的な広報

啓発活動を推進します。  

反射材用品等の視認効果、使用方法等について理解を深めるため、参加・体験・

実践型の交通安全教育（ナイトスクール等）の実施や、関係機関・団体と協力し

た反射材の展示会等を開催します。  

反射材用品等の普及に際しては、特定の年齢に偏ることなく全年齢を対象とし、

衣服や靴、鞄等の身の回り品への利用を推奨するとともに、適切な反射性能を有

する製品についての情報提供に努めます。  

 

(9) 飲酒運転根絶に向けた交通安全教育及び広報啓発活動等の推進  

○  飲酒運転の危険性や飲酒運転による交通事故の実態を周知するための交通安

全教育や広報啓発を引き続き推進します。  

○ 交通ボランティアや安全運転管理者、運行管理者、酒類製造・販売業者、酒類

提供飲食店、駐車場関係者等と連携してハンドルキーパー運動の普及啓発やア

ルコール検知器を活用した運行前検査の励行に努めるなど、地域、職域等におけ

る飲酒運転根絶の取組みを更に進め、「飲酒運転を絶対にしない、させない」と

いう県民の規範意識の確立を図ります。  

 

(10) 効果的な広報の実施  

○  テレビ、ラジオ、新聞、ポスター、SNS を含めたインターネット、街頭ビジョ

ン等のあらゆる広報媒体を活用して、交通事故等の実態を踏まえた広報、日常生

活に密着した内容の広報、交通事故被害者の声を取り入れた広報等、具体的で啓

発効果の高い内容を重点的かつ集中的に実施するなど、実効の上がる広報を次

の方針により行います。  

○ 家庭、学校、職場、地域等と一体となった広範なキャンペーンや、官民が一体

となった集中的なキャンペーン等を積極的に行うことにより、高齢者の事故防

止、シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転や妨害運
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転等の悪質・危険な運転の根絶等を図ります。  

○  交通安全に果たす家庭の役割は極めて大きいことから、家庭向けの広報媒体

の積極的な活用、県及び市町村等を通じ、家庭に浸透するきめ細かな広報の充

実に努め、子供や高齢者等を交通事故から守るとともに、飲酒運転や妨害運転等

の悪質・危険な運転を根絶する気運の向上を図ります。 

○  民間団体の交通安全に関する広報活動を援助するため、県及び市町村は、交

通の安全に関する資料、情報等の提供を積極的に行うとともに、報道機関の理解

と協力を求め、全県民的気運の盛り上がりを図ります。  

 

(11) 高齢者の交通事故防止の推進  

高齢者の交通事故防止に関する県民の意識を高めるため、高齢者の歩行中や自

転車乗車中の事故実態の広報や、加齢に伴う身体機能の変化が交通行動に及ぼす

影響等についての交通安全啓発活動を積極的に行います。また、高齢者に対する

高齢運転者標識（高齢者マーク）の表示の促進を図り、他の年齢層に高齢者の特

性を理解させるとともに、高齢者マークを取り付けた車両への保護意識を高める

ように努めます。  

 

(12) 夕暮れ時、夜間の交通事故防止の推進  

○  夕暮れ時の時間帯から夜間にかけて重大事故が多発する傾向にあることから、

夜間の重大事故の主原因となっている最高速度違反、飲酒運転、歩行者の横断違

反等による事故実態、危険性等を広く周知し、これら違反の防止を図ります。 

○ 季節や気象の変化、地域の実態等に応じ、運転者に対して、交通情報板の活用

等により、自動車及び自転車の前照灯の早期点灯、夜間の運転を意識してのスピ

ードダウン、対向車や先行車がいない状況におけるハイビームの使用を促すと

とともに、歩行者、自転車利用者の反射材用品等の着用を推進します。 

○  歩行者や自転車利用者には、夜光反射材や自発光材の効果と着用を周知する

ための交通安全教育、広報啓発活動を推進します。 

 

(13) 交通マナーアップの推進と交通安全意識高揚の推進  

○  交差点における強引な右折の防止、適切なウィンカーの合図等の交通マナー

アップの普及啓発を推進します。  

○  衝突軽減ブレーキや自動運転等の先進技術について、ユーザーが過信するこ

となく使用できる情報をはじめ、自動車アセスメント情報や安全装置の有効性、

ドライブレコーダーの普及啓発、点検整備の方法に係る情報、交通事故状況など

総合的な交通安全情報を取りまとめ、事業者等の関係者に提供し、交通安全に関

する意識を高めます。  

 

(14) 二輪車の被害軽減装備の普及  

二輪乗用中の死者の損傷部位は頭部が最も多く、次いで胸部となっており、二 
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輪車運転者の被害軽減を図るため、ヘルメットの正しい着用とプロテクターの着

用について、関係機関・団体と連携した広報啓発活動を推進するなど、胸部等保

護の重要性について理解増進に努めます。  

 

(15) 乗用型トラクターの事故防止  

乗用型トラクターの事故防止を図るため、作業機を装着・けん引した状態で公  

道を走行する際の灯火器等の設置、キャビン・フレームの装備、シートベルトの

着用等について周知を行います。  

 

(16) 交通事故情報の高度化・情報発信  

国民が、交通事故の発生状況を認識し、交通事故防止に関する意識の啓発等を  

図ることができるよう、地理情報システム等を活用した交通事故分析の高度化を

推進し、インターネット等各種広報媒体を通じて事故データ及び事故多発地点に

関する情報の提供・発信に努めます。  

 

４ 交通の安全に関する民間団体等の主体的活動の推進  

(1) 地域の実情に応じた交通安全活動の推進  

○ 地域団体、事業者団体等については、それぞれの立場に応じた交通安全活動が

地域の実情に即して効果的かつ積極的に行われるよう、交通安全運動等の機会

を通じて働き掛けを行います。  

○  地域の交通安全への理解のため、住民が主体的に行う「ヒヤリ地図」の作成、

交通安全総点検、交通安全市町村計画の積極的活用・広報などのほか、交通安

全の取組に地域住民等の意見を積極的にフィードバックするよう努めます。  

○  地域の状況に応じた交通安全教育の指導者や団体等を育成し、民間団体・交

通ボランティア等が主体となった交通安全教育・普及啓発活動の促進を図りま

す。  

 

(2) 交通ボランティア等の育成  

○  交通安全を目的とする民間団体については、交通安全指導者の養成等の事業

及び諸行事に対する援助並びに交通安全に必要な資料の提供活動を充実するな

ど、主体的な活動を促進します。  

○  組織化されていない交通ボランティア等に対しては、資質の向上に資する援

助を行うことにより、主体的な活動及び相互間の連絡協力体制の整備を促進し

ます。 

○ 関係団体、交通ボランティア等が主体となった交通安全教育・普及啓発活動の

促進を図るため、指導者育成のシステム構築及びカリキュラム策定に努めます。 

○ 交通ボランティア等の高齢化が進展する中、交通安全の取組を、着実に次世代

につないでいくよう幅広い年代の参画に努めます。  
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５ 住民の参加・協働の推進  

○  交通の安全は、住民の安全意識により支えられることから、地域住民に留まら

ず、当該地域を訪れ、関わりを有する通勤・通学者等も含め、交通社会の一員で

あるという当事者意識を持つよう意識改革を促すことが重要です。  

○  交通安全思想の普及徹底に当たっては、行政、民間団体、企業等と住民が連携

を密にした上で、それぞれの地域の実情に即した身近な活動を推進し、住民の参

加・協働を積極的に進めます。  
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【施策体系】  

１ 運転者教育等の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 運転免許制度運用の改善 

  ３  自動運転等の安全の確保と支援  

４ 安全運転管理の推進 

５ 事業用自動車の安全プラン等に 

基づく安全対策の推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 交通労働災害の防止等  

 

７ 道路交通に関連する情報の充実  

 

 

 

 

 

運転免許を取得しようとする者に対する教

育の充実  

運転者に対する再教育等の充実  

妨害運転等の悪質・危険な運転者に対する

処分者講習での再教育  

二輪車安全運転対策の推進  

高齢運転者対策の充実  

高齢運転者支援の推進  

外国人運転者対策の強化  

自動車安全運転センターの業務の充実  

自動車運転代行業の指導育成等  

自動車運送事業等に従事する運転者に対す

る適性診断の充実  

危険な運転者の早期排除等  

 

 

 

運輸マネジメント等を通じた安全体質の確立 

自動者運送事業者に対するコンプライアン

スの徹底  

飲酒運転等の根絶  

少子超高齢社会における交通事故の防止対

策 

業態ごとの事故発生傾向、主要な要因等を

踏まえた事故防止対策  

事業用自動車の事故調査委員会の提案を踏

まえた対策  

運転者の体調急変に伴う事故防止対策の推進

自動車運送事業安全性評価事業の促進等 

トラック・物流Ｇメンによる荷主等への是

正指導の強化  

事業場における交通労働災害の防止  

運転者の労働条件の適正化等危険物輸送に

関する情報提供の充実等  

気象情報等の充実  

第３節 安全運転の確保 
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第３節  安全運転の確保  

１  運 転 者 教 育 等 の 充 実  

安 全 運 転 を 確 保 す る た め に は 、運 転 者 の 能 力 や 資 質 の 向 上 を 図 る こ と が

必 要 で あ る こ と か ら 、運 転 者 の み な ら ず 、こ れ か ら 運 転 免 許 を 取 得 し よ う

と す る 者 ま で を 含 め た 運 転 者 教 育 等 の 充 実 に 努 め ま す 。特 に 、高 齢 運 転 者

に よ る 重 大 事 故 が 頻 発 し て い る 実 態 等 を 踏 ま え 、高 齢 運 転 者 に 対 す る 安 全

運 転 教 育 等 の 充 実 を 図 り ま す 。運 転 免 許 制 度 の 運 用 に つ い て は 、最 近 の 交

通 情 勢 を 踏 ま え て 必 要 な 改 善 を 図 り ま す 。  

安 全 運 転 に 必 要 な 知 識 及 び 技 能 を 身 に 付 け た 上 で 安 全 運 転 を 実 践 で き

る 運 転 者 を 育 成 す る た め 、免 許 取 得 前 か ら 、安 全 意 識 を 醸 成 す る 交 通 安 全

教 育 を 充 実 す る と と も に 、免 許 取 得 時 及 び 免 許 取 得 後 に お い て は 、実 際 の

交 通 場 面 で 安 全 に 運 転 す る 能 力 を 向 上 さ せ る た め の 教 育 を 行 い ま す 。  

こ れ ら の 機 会 が 、 単 な る 知 識 や 技 能 を 教 え る 場 に と ど ま る こ と な く 、

個 々 の 心 理 的・性 格 的 な 適 性 を 踏 ま え た 教 育 、交 通 事 故 の 悲 惨 さ の 理 解 を

深 め る 教 育 、自 ら の 身 体 機 能 の 状 況 や 健 康 状 態 に つ い て 自 覚 を 促 す 教 育 等

を 行 う こ と を 通 じ て 、運 転 者 の 交 通 安 全 に 対 す る 意 識 及 び 態 度 を 向 上 さ せ

る よ う 、 教 育 内 容 を 充 実 し ま す 。  

 

(1)  運 転 免 許 を 取 得 し よ う と す る 者 に 対 す る 教 育 の 充 実  

ア  自 動 車 教 習 所 に お け る 教 習 の 充 実  

自 動 車 教 習 所 の 教 習 に 関 し 、交 通 事 故 の 発 生 状 況 、道 路 環 境 等 の

交 通 状 況 を 勘 案 し つ つ 、教 習 カ リ キ ュ ラ ム の 見 直 し 、検 討 を 進 め る

ほ か 、教 習 指 導 員 等 の 資 質 の 向 上 、教 習 内 容 及 び 技 法 の 充 実 を 図 り 、

教 習 水 準 を 高 め ま す 。ま た 、教 習 水 準 に 関 す る 情 報 の 県 民 へ の 提 供

に 努 め ま す 。  

イ  取 得 時 講 習 の 充 実  

原 付 免 許 、普 通 二 輪 免 許 、大 型 二 輪 免 許 、普 通 免 許 、準 中 型 免 許 、

中 型 免 許 、 大 型 免 許 、 普 通 二 種 免 許 、中 型 二 種 免 許 及 び 大 型 二 種 免

許 を 取 得 し よ う と す る 者 に 対 す る 取 得 時 講 習 の 充 実 に 努 め ま す 。  

 

(2)  運 転 者 に 対 す る 再 教 育 等 の 充 実  

取 消 処 分 者 講 習 、 停 止 処 分 者 講 習 、 違 反 者 講 習 、 初 心 運 転 者 講 習 、

更 新 時 講 習 、高 齢 者 講 習 及 び 自 転 車 運 転 者 講 習 に よ り 運 転 者 に 対 す る

再 教 育 が 効 果 的 に 行 わ れ る よ う 、 講 習 施 設 ・ 設 備 の 拡 充 を 図 る ほ か 、

講 習 指 導 員 の 資 質 向 上 、講 習 資 機 材 の 高 度 化 並 び に 講 習 内 容 及 び 講 習

方 法 の 充 実 に 努 め ま す 。 特 に 、飲 酒 運 転 を 防 止 す る 観 点 か ら 、飲 酒 取

消 処 分 者 講 習 の 確 実 な 実 施 や 飲 酒 学 級 の 充 実 に 努 め ま す 。  

自 動 車 教 習 所 に つ い て は 、既 に 運 転 免 許 を 取 得 し た 者 に 対 す る 再 教

育 も 実 施 す る な ど 、地 域 の 交 通 安 全 教 育 セ ン タ ー と し て の 機 能 の 充 実
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に 努 め ま す 。  

 

(3)  妨 害 運 転 等 の 悪 質 ・ 危 険 な 運 転 者 に 対 す る 処 分 者 講 習 で の 再 教 育  

  運 転 適 性 検 査 に よ り 、受 講 者 の 運 転 特 性 を 診 断 し た 上 で 、必 要 な 個 別

的 指 導 等 を 実 施 し 、 悪 質 ・ 危 険 な 運 転 特 性 の 矯 正 を 図 り ま す 。  

 

(4)  二 輪 車 安 全 運 転 対 策 の 推 進  

取 得 時 講 習 の ほ か 、二 輪 車 安 全 運 転 講 習 及 び 原 付 安 全 運 転 講 習 の 推

進 に 努 め ま す 。ま た 、指 定 自 動 車 教 習 所 に お け る 交 通 安 全 教 育 体 制 の

整 備 等 を 促 進 し 、 二 輪 車 運 転 者 に 対 す る 教 育 の 充 実 強 化 に 努 め ま す 。 

 

(5)  高 齢 運 転 者 対 策 の 充 実  

ア  高 齢 者 に 対 す る 教 育 の 充 実  

高 齢 者 講 習 に お い て は 、認 知 機 能 検 査 結 果 や 運 転 技 能 に 着 目 し た

き め 細 か な 講 習 を 実 施 す る と と も に 、 高 速 道 路 に お け る 逆 走 防 止 や

車 両 の 運 転 支 援 機 能 を は じ め と す る 技 術 と そ の 限 界 、 技 術 の 進 展 の 状

況 に つ い て 教 育 を 行 う な ど 、 よ り 効 果 的 か つ 効 率 的 な 教 育 に 努 め ま

す 。  

イ  臨 時 適 性 検 査 等 の 確 実 な 実 施  

認 知 機 能 検 査 、運 転 適 性 相 談 等 の 機 会 を 通 じ て 、認 知 症 の 疑 い が

あ る 運 転 者 の 把 握 に 努 め 、臨 時 適 性 検 査 等 の 確 実 な 実 施 に よ り 、安

全 な 運 転 に 支 障 の あ る 者 に つ い て は 運 転 免 許 の 取 消 し 等 の 行 政 処

分 を 行 い ま す 。  

ま た 、 臨 時 適 性 検 査 等 の 円 滑 な 実 施 の た め 、 関 係 機 関 ・ 団 体 等 と

連 携 し て 、同 検 査 等 を 実 施 す る 認 知 症 に 関 す る 専 門 医 の 確 保 を 図 る

な ど 、 体 制 の 強 化 に 努 め ま す 。  

ウ  運 転 技 能 検 査 の 適 切 な 実 施  

75 歳 以 上 で 一 定 の 違 反 歴 が あ る 高 齢 運 転 者 に 対 す る 運 転 技 能 検

査 に つ い て 、一 時 停 止 等 を 実 施 す る 課 題 を 通 し て 運 転 技 能 を 適 切 に 評

価 す る と と も に 、 そ の 結 果 を 踏 ま え た 交 通 事 故 防 止 に 資 す る 安 全 指 導

に 努 め ま す 。  

エ  高 齢 運 転 者 標 識 （ 高 齢 者 マ ー ク ） の 活 用  

70 歳 以 上 の 高 齢 運 転 者 の 安 全 意 識 を 高 め る た め 、高 齢 者 マ ー ク の

積 極 的 な 使 用 を 促 進 し ま す 。  

 

(6)  高 齢 運 転 者 支 援 の 推 進  

自 動 車 等 の 運 転 に 不 安 を 有 す る 高 齢 者 等 が 運 転 免 許 証 を 返 納 し や

す い 環 境 の 整 備 を 図 る た め 、関 係 機 関 ・ 団 体 等 と 連 携 し 、運 転 経 歴 証

明 書 制 度 の 周 知 、運 転 免 許 証 を 自 主 返 納 し た 者 に 対 す る 支 援 措 置 の 充
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実 、 市 町 村 に よ る 持 続 可 能 な 地 域 公 共 交 通 網 の 形 成 を 支 援 し ま す 。  

 

(7)  外 国 人 運 転 者 対 策 の 強 化  

外 国 人 の 運 転 免 許 保 有 者 が 増 加 す る 中 、既 に 実 施 さ れ て い る 免 許 取

得 時 の 多 言 語 化 に 加 え 、免 許 更 新 時 に お け る 多 言 語 の 教 材 の 活 用 等 に

よ り 、外 国 人 運 転 者 に 対 す る 交 通 安 全 教 育 を 充 実 す る と と も に 、外 国

人 運 転 者 に よ る 交 通 事 故 や 交 通 違 反 の 取 扱 い 時 に お け る 出 入 国 在 留

管 理 庁 と の 連 携 を 強 化 し ま す 。  

ま た 、い わ ゆ る「 外 免 切 替 」制 度 に つ い て 、令 和 ７ 年 1 0 月 に 改 正 さ

れ た 新 た な 制 度 を 厳 格 に 運 用 し ま す 。  

レ ン タ カ ー 利 用 時 等 に お け る 国 際 運 転 免 許 証 や 外 国 運 転 免 許 証 の

確 認 が 十 分 に 行 わ れ る よ う 、レ ン タ カ ー 事 業 者 に 対 す る 情 報 提 供 を 充

実 す る な ど 、 取 組 を 強 化 し ま す 。  

こ の ほ か 、今 後 増 加 す る 特 定 技 能 等 の 外 国 人 運 転 者 の 増 加 に 対 応 し 、

円 滑 な 免 許 関 係 手 続 が 実 施 で き る よ う 、 受 入 体 制 の 強 化 を 図 り ま す 。 

 

(8)  自 動 車 安 全 運 転 セ ン タ ー の 業 務 の 充 実  

自 動 車 安 全 運 転 セ ン タ ー 安 全 運 転 中 央 研 修 所 の 各 種 の 訓 練 施 設 を

活 用 し 、 高 度 の 運 転 技 能 と 専 門 的 知 識 を 必 要 と す る 安 全 運 転 指 導 者 、

職 業 運 転 青 少 年 運 転 者 等 に 対 す る 参 加・体 験・実 践 型 の 交 通 安 全 教 育

を 充 実 し ま す 。  

 

(9)  自 動 車 運 転 代 行 業 の 指 導 育 成 等    

自 動 車 運 転 代 行 業 の 業 務 の 適 正 な 運 営 を 確 保 し 、交 通 の 安 全 及 び 利

用 者 の 保 護 を 図 る た め 、自 動 車 運 転 代 行 業 者 に 対 し 、立 入 検 査 等 を 行

う ほ か 、無 認 定 営 業 、損 害 賠 償 措 置 義 務 違 反 、無 免 許 運 転 等 の 違 法 行

為 の 厳 正 な 取 締 り を 実 施 し ま す 。  

 

(10 ) 自 動 車 運 送 事 業 等 に 従 事 す る 運 転 者 に 対 す る 適 性 診 断 の 充 実  

独 立 行 政 法 人 自 動 車 事 故 対 策 機 構 に よ る 自 動 車 運 送 事 業 等 に 従 事

す る 運 転 者 に 対 す る 適 性 診 断 に つ い て は 、診 断 技 術 の 向 上 と 診 断 機 器

の 充 実 を 図 る と と も に 、受 診 環 境 の 整 備 を 行 い 、受 診 を 積 極 的 に 促 進

し ま す 。  

 

(11 ) 危 険 な 運 転 者 の 早 期 排 除 等  

行 政 処 分 制 度 の 適 正 か つ 迅 速 な 運 用 に よ り 長 期 未 執 行 者 の 解 消 に

努 め る ほ か 、自 動 車 の 安 全 な 運 転 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る 病 気 等

に か か っ て い る と 疑 わ れ る 者 等 に 対 す る 臨 時 適 性 検 査 等 の 迅 速・的 確

な 実 施 に 努 め る と と も に 、飲 酒 運 転 や 妨 害 運 転 な ど の 危 険 な 運 転 者 を
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早 期 排 除 し ま す 。  

ま た 、 仮 停 止 制 度 を 適 切 に 運 用 し 、 交 通 死 傷 事 故 発 生 時 に お け る 運 転

者 に 対 す る 免 許 停 止 処 分 を 迅 速 に 行 い ま す 。  

 

２  運 転 免 許 制 度 運 用 の 改 善  

交 通 事 故 の 傾 向 等 、最 近 の 交 通 情 勢 を 踏 ま え 、運 転 免 許 試 験 に つ い て は 、

現 実 の 交 通 環 境 に お け る 能 力 の 有 無 を 的 確 に 判 定 す る も の と な っ て い る

か に つ い て 不 断 に 確 認 を 行 い 、 必 要 に 応 じ 、 運 用 の 改 善 を 図 り ま す 。  

ま た 、 県 民 の 立 場 に 立 っ た 運 転 免 許 業 務 を 行 う た め 、 手 続 の 利 便 性 の 向

上 等 に よ る 更 新 負 担 の 軽 減 を 図 る と と も に 、 増 加 す る 高 齢 者 の 免 許 保 有 者

に 対 応 し 、自 動 車 教 習 所 等 と 連 携 し 、高 齢 者 講 習 、認 知 機 能 検 査 及 び 運 転 技

能 検 査 の 受 講 者 の 受 入 体 制 の 拡 充 を 図 り ま す 。  

さ ら に 、運 転 免 許 セ ン タ ー を 障 が い 者 等 が 利 用 す る 際 の 設 備 、資 機 材 の

整 備 や 安 全 運 転 相 談 活 動 の 充 実 を 図 り ま す 。  

令 和 ７ 年 ３ 月 に 運 用 を 開 始 し た 運 転 免 許 証 と マ イ ナ ン バ ー カ ー ド の 一

体 化 に つ い て 、マ イ ナ ン バ ー カ ー ド と の 一 体 化 手 続 、住 所 変 更 ワ ン ス ト ッ

プ サ ー ビ ス 、住 所 地 以 外 で の 迅 速 な 経 由 地 更 新 及 び オ ン ラ イ ン に よ る 更 新

時 講 習 の 円 滑 な 運 用 に 努 め る と と も に 、優 良 運 転 者 等 に 対 す る オ ン ラ イ ン

講 習 受 講 等 の メ リ ッ ト に 関 す る 周 知 に よ り 、交 通 違 反 及 び 交 通 事 故 の 防 止

に 関 す る 意 識 の 醸 成 を 図 り ま す 。  

 

３  自 動 運 転 等 の 安 全 の 確 保 と 支 援  

 ○  特 定 自 動 運 行 の 許 可 に 係 る 審 査 内 容 や 手 続 等 の 明 確 化 等 の 取 組 、特 定

自 動 運 行 実 施 者 に 対 す る 立 入 検 査 の 実 施 に よ り 、特 定 自 動 運 行 許 可 制 度

の 適 正 か つ 円 滑 な 運 用 を 図 り ま す 。ま た 、安 全 で 円 滑 な 公 道 実 証 実 験 の

た め 、ガ イ ド ラ イ ン や 道 路 使 用 許 可 制 度 の 適 正 な 運 用 と 事 業 所 に 対 す る

周 知 を 図 り ま す 。  

○  自 動 運 転 サ ー ビ ス 支 援 道 に お け る 自 動 運 転 車 優 先 レ ー ン の 設 置 等 の

取 組 を 推 進 し ま す 。  

○  遠 隔 操 作 小 型 車 の 届 出 制 度 の 周 知 や 使 用 者 に 対 す る 立 入 検 査 の 実 施

等 に よ り 、道 路 に お け る 危 険 を 防 止 す る と と も に 届 出 制 度 の 適 正 か つ 円

滑 な 運 用 を 図 り ま す 。ま た 、遠 隔 操 作 型 小 型 車 の 安 全 で 円 滑 な 公 道 実 証

実 験 の た め 、道 路 使 用 許 可 の 適 正 な 運 用 と 事 業 所 に 対 す る 周 知 を 図 り ま

す 。  

 

４  安 全 運 転 管 理 の 推 進  

職 域 に お け る 安 全 運 転 管 理 の 充 実 の た め 、 安 全 運 転 管 理 者 制 度 の 適 正

運 用 を 推 進 し ま す 。  

○  安 全 運 転 管 理 者 及 び 副 安 全 運 転 管 理 者 に 対 す る 講 習 の 見 直 し 等 に よ
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り 、こ れ ら の 者 の 資 質 及 び 安 全 意 識 の 向 上 を 図 る と と も に 、事 業 所 内 で

交 通 安 全 教 育 が 適 切 に 行 わ れ る よ う 安 全 運 転 管 理 者 等 を 指 導 し ま す 。  

○  安 全 運 転 管 理 者 等 の 未 選 任 事 業 所 の 一 掃 を 図 り 、企 業 内 の 安 全 運 転 管

理 体 制 を 充 実 強 化 し 、 安 全 運 転 管 理 業 務 の 徹 底 を 図 り ま す 。  

○  事 業 活 動 に 関 し て な さ れ た 道 路 交 通 法 違 反 等 に つ い て の 使 用 者 等 へ

の 通 報 制 度 を 十 分 活 用 す る と と も に 、使 用 者 、安 全 運 転 管 理 者 等 に よ る

下 命 、容 認 違 反 等 に つ い て は 、使 用 者 等 の 責 任 追 及 を 徹 底 し 、適 正 な 運

転 管 理 を 図 り ま す 。  

○  事 業 活 動 に 伴 う 交 通 事 故 防 止 を 更 に 促 進 す る た め 、映 像 記 録 型 ド ラ イ

ブ レ コ ー ダ ー 等 、安 全 運 転 の 確 保 に 資 す る 車 載 機 器 等 を 効 果 的 に 活 用 し

た 交 通 安 全 教 育 や 安 全 運 転 管 理 の 手 法 等 に つ い て 検 討 を 進 め 、そ の 普 及

に 向 け た 働 き 掛 け に 努 め ま す 。  

 

５  事 業 用 自 動 車 の 安 全 プ ラ ン 等 に 基 づ く 安 全 対 策 の 推 進  

(1)  運 輸 安 全 マ ネ ジ メ ン ト 等 を 通 じ た 安 全 体 質 の 確 立  

○  事 業 者 の 安 全 管 理 体 制 の 構 築・改 善 状 況 を 国 が 確 認 す る 運 輸 安 全 マ

ネ ジ メ ン ト 評 価 を 引 き 続 き 実 施 し ま す 。ま た 、運 輸 安 全 マ ネ ジ メ ン ト

評 価 を 通 じ て 、運 輸 事 業 者 に よ る 防 災 意 識 の 向 上 及 び 事 前 対 策 の 強 化

等 を 図 り 、運 輸 防 災 マ ネ ジ メ ン ト の 取 組 を 強 化 す る と と も に 、感 染 症

に よ る 影 響 を 踏 ま え た 運 輸 事 業 者 の 安 全 に 係 る 取 組 及 び 事 業 者 に よ

る コ ン プ ラ イ ア ン ス を 徹 底・遵 守 す る 意 識 付 け の 取 組 を 的 確 に 確 認 し

ま す 。  

○  自 動 車 運 送 事 業 の 運 行 管 理 者 に 対 す る 指 導 講 習 に つ い て は 、自 動 車

運 送 事 業 の 安 全 を 確 保 す る た め 、事 業 者 に 対 し 、運 行 管 理 者 に 最 後 に

基 礎 講 習 ま た は 一 般 講 習 を 受 講 し た 年 度 の 翌 々 年 度 に 受 講 さ せ 以 後

２ 年 毎 に 受 講 さ せ る こ と が 義 務 で あ る こ と を 周 知 し ま す 。  

○  ま た 、事 業 者 の 安 全 意 識 の 向 上 を 図 る た め 、メ ー ル マ ガ ジ ン「 事 業

用 自 動 車 安 全 通 信 」に よ り 、事 業 者 に 事 業 用 自 動 車 に よ る 重 大 事 故 発

生 状 況 、事 業 用 自 動 車 に 係 る 各 種 安 全 対 策 等 の 情 報 を 引 き 続 き 提 供 す

る と と も に 、外 部 専 門 家 等 の 活 用 に よ る 事 故 防 止 コ ン サ ル テ ィ ン グ 実

施 に 対 し て 支 援 す る な ど 、 社 内 で の 安 全 教 育 の 充 実 を 図 り ま す 。  

 

 (2 )  自 動 車 運 送 事 業 者 に 対 す る コ ン プ ラ イ ア ン ス の 徹 底  

○  労 働 基 準 法（ 昭 和 22 年 法 律 第 4 9 号 ）等 の 関 係 法 令 の 履 行 及 び 運

行 管 理 の 徹 底 を 図 る た め 、 飲 酒 運 転 等 の 悪 質 違 反 を 犯 し た 事 業 者 、

重 大 事 故 等 を 引 き 起 こ し た 事 業 者 及 び 新 規 参 入 事 業 者 等 に 対 す る

監 査 を 徹 底 し 、不 適 切 な 事 業 者 に 対 し て は 、厳 格 化 さ れ た 基 準 に 基

づ き 厳 正 な 処 分 を 行 い ま す 。  

多 様 な 輸 送 ニ ー ズ に 対 応 し つ つ 、安 全 性 の 確 保 に 努 め る た め 、県
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内 観 光 地 の バ ス 発 着 場 を 中 心 と し た 街 頭 監 査 を 実 施 し 、バ ス 事 業 に

お け る 交 替 運 転 者 の 配 置 、運 転 者 の 飲 酒 ・ 過 労 等 の 運 行 実 態 を 把 握

し 、 事 業 用 自 動 車 に よ る 交 通 事 故 の 未 然 防 止 を 図 り ま す 。  

○  行 政 が 保 有 す る 事 業 用 自 動 車 に 関 す る 各 種 情 報 の 分 析 機 能 を 強

化 す る た め 、事 業 者 特 性 ・ 事 故 原 因 等 の 相 関 及 び 傾 向 を 分 析 し 、事

故 を 惹 起 す る お そ れ の 高 い 事 業 者 等 を 抽 出 す る「 事 業 用 自 動 車 総 合

安 全 情 報 シ ス テ ム 」を 利 用 し 、効 果 的 ・ 効 率 的 な 指 導 ・ 監 督 を 実 施

す る こ と で 、 事 業 用 自 動 車 に よ る 事 故 の 未 然 防 止 を 図 り ま す 。  

○  関 係 行 政 機 関 と の 連 携 と し て 、相 互 の 連 絡 会 議 の 開 催 及 び 指 導 監

督 結 果 の 相 互 通 報 制 度 等 の 活 用 に よ り 、過 労 運 転 に 起 因 す る 事 故 等

の 通 報 制 度 の 的 確 な 運 用 と 業 界 指 導 の 徹 底 を 図 り ま す 。  

事 業 者 団 体 等 関 係 団 体 に よ る 指 導 と し て 、国 が 指 定 し た 機 関 で あ る 、

長 野 県 適 正 化 事 業 実 施 機 関 を 通 じ 、 過 労 運 転 ・ 過 積 載 の 防 止 等 、 運

行 の 安 全 を 確 保 す る た め の 指 導 の 徹 底 を 図 り ま す 。  

○  以 上 の よ う な 取 組 を 確 実 に 実 施 す る た め 、監 査 体 制 の 充 実・強 化

を 図 り ま す 。  

 

(3)  飲 酒 運 転 等 の 根 絶  

○  点 呼 時 に ア ル コ ー ル 検 知 器 を 使 用 し た 酒 気 帯 び の 有 無 の 確 認 を

徹 底 す る よ う 指 導 す る と と も に 、常 習 飲 酒 者 を 始 め と し た 運 転 者 や

運 行 管 理 者 に 対 し 、ア ル コ ー ル の 基 礎 知 識 や 節 酒 方 法 等 の 飲 酒 運 転

防 止 の 専 門 的 な 指 導 を 実 施 す る ア ル コ ー ル 指 導 員 の 普 及 促 進 を 図

り 、 事 業 者 に お け る 飲 酒 運 転 ゼ ロ を 目 指 し ま す 。  

○  危 険 ド ラ ッ グ 等 薬 物 使 用 に よ る 運 行 の 絶 無 を 図 る た め 、危 険 ド ラ

ッ グ 等 薬 物 に 関 す る 正 し い 知 識 や 使 用 禁 止 に つ い て 、運 転 者 に 対 す

る 日 常 的 な 指 導・ 監 督 を 徹 底 す る よ う 、事 業 者 や 運 行 管 理 者 等 に 対

し 指 導 を 行 い ま す 。  

 

（ 4） 少 子 超 高 齢 社 会 に お け る 交 通 事 故 の 防 止 対 策  

   事 業 用 自 動 車 の 運 転 者 の 高 齢 化 及 び 高 齢 者 が 被 害 者 と な る 交 通 事 故  

の 増 加 を 踏 ま え 、 高 齢 運 転 者 に よ る 交 通 事 故 防 止 対 策 を 推 進 す る と と も

に 、 運 転 者 不 足 に 伴 い 外 国 人 人 材 の 活 用 等 今 ま で 運 送 事 業 に お い て 運 転

業 務 を 行 っ て い な い 者 に よ る 運 行 の 増 加 が 一 定 数 見 込 ま れ る と こ ろ 、 こ

れ ら の 者 に よ る 運 転 業 務 に お い て も 、 安 全 運 行 が 確 実 に 行 わ れ る た め の

方 策 を 講 じ て い き ま す 。  

 

(5)  業 態 ご と の 事 故 発 生 傾 向 、 主 要 な 要 因 等 を 踏 ま え た 事 故 防 止 対 策  

○  輸 送 の 安 全 を 図 る た め 、ト ラ ッ ク ・ バ ス ・ タ ク シ ー の 業 態 ご と の

特 徴 的 な 事 故 傾 向 を 踏 ま え た 事 故 防 止 の 取 組 を 現 場 関 係 者 と も 一
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丸 と な っ て 実 施 し ま す 。  

○  新 た な 免 許 区 分 で あ る 準 中 型 免 許 の 創 設 を 踏 ま え 、初 任 運 転 者 向

け の 指 導 ・ 監 督 マ ニ ュ ア ル の 策 定 を し ま す 。  

○  高 齢 運 転 者 等 の 対 す る よ り 効 果 的 な 指 導 方 法 の 確 立 な ど 更 な る

運 転 者 教 育 の 充 実 ・ 強 化 を 検 討 し て 実 施 し ま す 。  

○  平 成 2 8 年 1 月 15 日 に 発 生 し た 軽 井 沢 ス キ ー バ ス 事 故 を 踏 ま え 、

規 制 緩 和 後 の 貸 切 バ ス 事 業 者 の 大 幅 な 増 加 と 監 査 要 員 体 制 、人 口 減

少・高 齢 化 に 伴 う バ ス 運 転 者 不 足 、旅 行 業 者 と 貸 切 バ ス 事 業 者 の 取

引 関 係 等 構 造 的 な 問 題 を 踏 ま え つ つ 、引 き 続 き 再 発 防 止 策 に つ い て

検 討 し 結 論 の 得 ら れ た も の か ら 速 や か に 実 施 し ま す 。  

○  貸 切 バ ス 、ト ラ ッ ク 、タ ク シ ー 事 業 所 等 に つ い て 、安 全 な 車 間 距

離 の 保 持 、全 席 シ ー ト ベ ル ト 着 用 徹 底 等 の 呼 び か け を 強 化 し ま す 。 

 

(6)  事 業 用 自 動 車 の 事 故 調 査 委 員 会 の 提 案 を 踏 ま え た 対 策  

社 会 的 影 響 の 大 き な 事 業 用 自 動 車 の 重 大 事 故 に つ い て は 、事 故 の 背  

景 に あ る 組 織 的・ 構 造 的 問 題 の 更 な る 解 明 や 、よ り 客 観 的 で 質 の 高 い

再 発 防 止 策 を 提 言 す る た め 、 平 成 2 6 年 に 発 足 し た 「 事 業 用 自 動 車 事

故 調 査 委 員 会 」 に よ る 公 表 済 み の 報 告 書 及 び ｢自 動 車 運 送 事 業 に 係 る

交 通 事 故 要 因 分 析 検 討 会 ｣に よ る 原 因 分 析 ・ 再 発 防 止 策 の 調 査 結 果 等

も 活 用 し て 、 事 故 の 未 然 防 止 に 向 け た 取 組 を 促 進 し ま す 。  

 

(7)  運 転 者 の 体 調 急 変 に 伴 う 事 故 防 止 対 策 の 推 進  

○  運 転 者 の 体 調 急 変 に 伴 う 事 故 を 防 止 す る た め 、「 事 業 用 自 動 車 の

運 転 者 の 健 康 管 理 マ ニ ュ ア ル 」 の 周 知 徹 底 を 図 り ま す 。  

○  睡 眠 時 無 呼 吸 症 候 群 、脳 ド ッ ク 等 の ス ク リ ー ニ ン グ 検 査 の 普 及 を

図 る た め の 方 策 を 検 討 ・ 実 施 し ま す 。  

 

  (8 )  自 動 車 運 送 事 業 安 全 性 評 価 事 業 の 促 進 等  

    利 用 者 が 安 全 性 の 高 い 事 業 者 を 選 択 す る こ と が で き る よ う に 、一 般  

貸 切 旅 客 運 送 事 業 に つ い て は 、公 益 社 団 法 人 日 本 バ ス 協 会 に お い て 実

施 す る「 貸 切 バ ス 事 業 者 安 全 性 評 価 認 定 制 度 」 を 、ま た 、貨 物 自 動 車

運 送 事 業 者 に つ い て は 、全 国 貨 物 自 動 車 運 送 適 正 化 事 業 実 施 機 関 に お

い て 実 施 す る「 貨 物 自 動 車 運 送 事 業 安 全 性 評 価 事 業 」を 促 進 し 、事 業

者 全 体 の 安 全 性 向 上 に 資 す る も の と し ま す 。  

 

(9)  ト ラ ッ ク ・ 物 流 Ｇ メ ン に よ る 荷 主 等 へ の 是 正 指 導 の 強 化  

貨 物 自 動 車 運 送 事 業 に お け る 長 時 間 労 働 や 過 積 載 運 行 等 の 一 因 と

な っ て い る 、 荷 主 等 に よ る 違 反 原 因 行 為 を 排 除 す る た め 、 ト ラ ッ ク ・ 物

流 Ｇ メ ン に よ る 荷 主 等 へ の 是 正 指 導 を 強 化 し 、貨 物 自 動 車 運 送 事 業 に お
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け る 交 通 安 全 環 境 の 実 現 を 図 り ま す 。  

    

６  交 通 労 働 災 害 の 防 止 等  

(1)  事 業 場 に お け る 交 通 労 働 災 害 の 防 止  

○  ｢交 通 労 働 災 害 防 止 の た め の ガ イ ド ラ イ ン（ 指 針 ）」（ 平 成 30 年（ 20 18

年 ）６ 月 改 正 ）の 周 知 徹 底 を 行 う こ と に よ り 、事 業 場 に お け る 管 理 体

制 の 確 立 、適 正 な 労 働 時 間 等 の 管 理 及 び 適 正 な 走 行 管 理 、安 全 衛 生 委

員 会 等 で の 調 査 審 議 、運 転 者 に 対 す る 教 育 、健 康 管 理 、交 通 労 働 災 害

防 止 に 対 す る 意 識 の 高 揚 、荷 主・元 請 事 業 者 に よ る 配 慮 等 を 促 進 し ま

す 。  

○  こ れ ら の 対 策 が 効 果 的 に 実 施 さ れ る よ う 関 係 団 体 と 連 携 し て 、 安

全 管 理 者 、運 行 管 理 者 、安 全 運 転 管 理 者 等 の 交 通 労 働 災 害 防 止 に 関 す

る 管 理 者 の 配 置 、 交 通 労 働 災 害 防 止 ガ イ ド ラ イ ン に 基 づ く 同 管 理 者

及 び 自 動 車 運 転 業 務 従 事 者 に 対 す る 教 育 の 実 施 を 推 進 し ま す 。  

○  長 時 間 労 働 及 び 運 転 等 を 背 景 と し た 交 通 労 働 災 害 の 発 生 を 踏 ま え 、

運 転 時 間 等 と 交 通 事 故 と の 関 係 に 関 す る 調 査 を 実 施 し 、 そ の 結 果 を

踏 ま え 必 要 な 対 策 を 行 い ま す 。  

 

(2)  運 転 者 の 労 働 条 件 の 適 正 化 等  

○  自 動 車 運 転 者 の 労 働 時 間 、休 日 、割 増 賃 金 、賃 金 形 態 等 の 労 働 条 件

の 改 善 を 図 る と と も に 、 自 動 車 運 転 者 の 長 時 間 ・ 過 重 労 働 を 防 止 す る

た め 、労 働 基 準 法（ 昭 和 22 年 法 律 第 49 号 ）等 の 関 係 法 令 及 び「 自 動

車 運 転 者 の 労 働 時 間 等 の 改 善 の た め の 基 準 」(平 成 元 年 労 働 省 告 示 第

７ 号 、以 下「 改 善 基 準 告 示 」と い う 。）の 履 行 を 確 保 す る た め の 監 督・

指 導 を 実 施 し ま す 。  

○  特 に 、令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 以 降 、改 善 基 準 告 示 が 改 正 さ れ 、自 動 車 運 転

者 の 拘 束 時 間 の 上 限 が 短 縮 さ れ た こ と 、労 働 基 準 法 に お け る 時 間 外 労 働

の 上 限 の 適 用 猶 予 期 間 が 終 了 し た こ と か ら 、長 時 間 労 働 の 抑 制 に 向 け た

自 主 的 な 取 組 が 促 進 さ れ る よ う 、説 明 会 を 開 催 し 、個 別 訪 問 に よ る 支 援

を 実 施 し 、 き め 細 や か な 周 知 活 動 を し ま す 。  

○  荷 主 企 業 に 対 し 、 長 時 間 の 恒 常 的 な 荷 待 ち 時 間 を 発 生 さ せ な い よ う

努 め 、 運 送 業 務 の 発 注 担 当 者 に 改 善 基 準 告 示 を 周 知 す る よ う に 要 請 し

ま す 。  

○  関 係 行 政 機 関 に お い て 相 互 の 連 絡 会 議 の 開 催 及 び 監 督 指 導 結 果 の

相 互 通 報 制 度 等 の 活 用 を 図 る と と も に 、 必 要 に 応 じ 合 同 監 督 監 査 を

実 施 し ま す 。  
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７  道 路 交 通 に 関 連 す る 情 報 の 充 実  

(1)  危 険 物 輸 送 に 関 す る 情 報 提 供 の 充 実 等  

○  危 険 物 の 輸 送 時 の 事 故 に よ る 大 規 模 な 災 害 を 未 然 に 防 止 し 、 災 害

が 発 生 し た 場 合 の 被 害 の 軽 減 に 資 す る 情 報 提 供 の 充 実 等 を 図 る た め 、

イ エ ロ ー カ ー ド（ 危 険 有 害 物 質 の 性 状 、処 理 剤 及 び そ の 調 達 先 等 事 故

の 際 必 要 な 情 報 を 記 載 し た 緊 急 連 絡 カ ー ド ） の 携 行 、 関 係 法 令 の 遵

守 、 乗 務 員 教 育 の 実 施 等 に つ い て 危 険 物 運 送 事 業 者 の 指 導 を 強 化 し

ま す 。  

○  危 険 物 運 搬 車 両 の 交 通 事 故 に よ る 危 険 物 の 漏 洩 等 が 発 生 し た 場 合

に 、安 全 か つ 迅 速 に 事 故 処 理 等 を 行 う た め 、危 険 物 デ ー タ ベ ー ス 及 び

危 険 物 に 対 応 す る こ と の 可 能 な 装 備 資 器 材 の 整 備 を 図 り ま す 。  

 

(2)  気 象 情 報 等 の 充 実  

○  道 路 交 通 に 影 響 を 及 ぼ す 台 風 、大 雨 、大 雪 、竜 巻 等 の 激 し い 突 風 、

地 震 、火 山 噴 火 等 の 自 然 現 象 を 的 確 に 把 握 し 、関 係 機 関 、道 路 利 用 者

等 が 必 要 な 措 置 を 迅 速 に 取 り 得 る よ う 、特 別 警 報・警 報・予 報 等 を 適

時・適 切 に 発 表 し て 事 故 の 防 止・軽 減 に 努 め る と と も に 、こ れ ら の 情

報 の 迅 速 な 伝 達 及 び 質 的 向 上 に 努 め ま す 。  

○  道 路 の 降 雪 状 況 や 路 面 状 況 等 の ラ イ ブ 映 像 を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で

配 信 し 、 道 路 利 用 者 に 情 報 提 供 し ま す 。  

○  気 象 、地 震 、火 山 現 象 等 に 関 す る 情 報 の 内 容 の 充 実 と 効 果 的 利 活 用

の 促 進 を 図 る た め 観 測 施 設 を 適 切 に 整 備 ・ 配 置 し 、 維 持 す る と と も

に 、 防 災 関 係 機 関 等 と の 間 の 情 報 の 共 有 や IC T を 活 用 し た 観 測 ・ 監

視 体 制 の 強 化 を 図 る も の と し ま す 。こ の ほ か 、関 係 機 関 と も 連 携 し つ

つ 広 報 や 講 習 会 等 を 通 じ て 気 象 知 識 の 普 及 や 情 報 の 利 活 用 促 進 に 努

め ま す 。   
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【施策体系】  

 

１ 車両の安全性に関する基準等  

 の改善の推進  

 

 

 

２ 自動運転車の安全対策・活用  

の推進  

 

 

 

３ 自動車アセスメント情報の  

提供等 

 

４ 自動車の検査及び点検整備の充実  

  

 

５ リコール制度の充実・強化  

 

６  自転車の安全性の確保  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先進安全自動車（ASV）の普及推進  

 

高齢運転者による事故が相次いで発生して

いる状況を踏まえた安全対策の推進  

 

安全な無人自動運転移動サービスの普及・

拡大に向けた取組の促進  

自動運転車に対する過信・誤解の防止に向

けた取組の推進  

 

 

 

 

自動車の検査の充実 

自動車点検整備の充実  

 

 

 

自転車の点検整備の促進  

 

自転車保険への加入促進  

 

自転車用ヘルメットの着用促進  

 

夜間における自転車の安全対策  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節 車両の安全性の確保 
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第４節 車両の安全性の確保 

近年、自動車に関する技術の進歩は目覚ましく、様々な先進安全技術の開発・実用化が  

急速に進んでいます。交通事故のほとんどが運転者の交通ルール違反や運転操作ミスに起  

因している状況において、こうした技術の活用・普及促進により、交通事故の飛躍的な減  

少が期待できると考えられます。既に衝突被害軽減ブレーキの普及等に伴い、交通事故件  

数及び死傷者数は減少傾向にありますが、交通事故は依然として高水準にあり、相次い  

で発生している高齢運転者による交通事故やこどもの安全確保も喫緊の課題であるこ  

とから、自家用自動車及び事業用自動車双方における先進安全技術の更なる性能向上  

及び活用・普及促進により着実に交通安全を確保していくことが肝要となっています。  

このような認識のもと、交通事故を未然に防止する予防安全対策について、自動運転  

技術を含む先進安全技術のより一層の普及促進・高度化等に向けて、また円滑かつ効果

的に社会に導入していくためには、最低限の安全性を確保するための基準の策定等に

加え、運転者がその機能を正確に把握して正しく使用してもらうための対策が重要と

なります。 

さらに、自動車の先進安全技術の導入により自動車の構造が複雑化するなか、自動車  

が使用される過程においてその機能を適切に維持するためには、これまで以上に適切

な保守管理を行わなければ、不具合に起因する事故等の可能性が大きくなることから、

日常の自動車の適切な保守管理を推進する必要があります。自動車の保守管理は、一義

的には、自動車使用者の責任のもとになされるべきですが、自動車は、交通事故等によ

り運転者自身の生命、身体のみでなく、第三者の生命、身体にも影響を与える危険性を

内包しているため、自動車整備事業及び自動車検査の制度においても適切に対応しな

ければなりません。  

 

１ 車両の安全性に関する基準等の改善の推進  

(1) 先進安全自動車（ASV）の普及推進 

先進技術を利用して運転者の安全運転を支援するシステムを搭載した先進安全

自動車（ASV）について、安全運転の責任は一義的には運転者にあることから、運転

者の先進技術に対する過信・誤解による事故を防止するため、先進技術に関する理

解醸成の取組を推進します。  

 

(2) 高齢運転者による事故が相次いで発生している状況を踏まえた安全対策の推進  

ペダルの踏み間違いなど運転操作ミスや健康起因等による交通事故が発生して

いることや、高齢化の進展により運転者の高齢化が今後も加速していくことを踏

まえ、高齢運転者が自ら運転をする場合の安全対策として、ペダル踏み間違い時加

速抑制装置やドライバー異常時対応システム等を搭載した安全運転サポート車の

普及を推進します。  
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２ 自動運転車の安全対策・活用の推進  

交通事故の多くが運転者のミスに起因しているため、先進安全技術の活用に加え、

自動運転の実用化は交通安全の飛躍的向上に資する可能性があると考えられます。

自動運転技術は実装が進んでいる一方で、開発競争中の技術でもあることから、自動

運転車の安全対策及び活用の両方を推進します。  

 

(1) 安全な無人自動運転移動サービスの普及・拡大に向けた取組の促進  

安全な無人自動運転移動サービスの普及・拡大に向けて、地方公共団体における

実証実験等の取組を促進し、事業化を推進します。  

 

(2) 自動運転車に対する過信・誤解の防止に向けた取組の推進  

自動運転機能が作動する走行環境条件への理解など、自動運転車について、ユー

ザーが過信・誤解することなく、使用してもらえるような取組を推進します。  

 

３ 自動車アセスメント情報の提供等  

自動車の安全装置の正しい使用方法、装備状況等の一般情報とともに、自動車の車

種ごとの安全性に関する比較情報を提供します。また、先進技術に対する過信・誤解

を防止するための情報の公表により、ASV 技術等の自動車の安全に関する先進技術の

国民の理解促進を図ります。  

また、チャイルドシートについても、製品ごとの安全性に関する比較情報等を、 

自動車ユーザーに提供することにより、より安全なチャイルドシートの普及拡大

を図ります。 

 

４ 自動車の検査及び点検整備の充実 

(1) 自動車の検査の充実  

近年急速に普及している衝突被害軽減ブレーキ等の先進技術の機能維持を図る

ために、現在の外観確認やブレーキテスタ等の測定器を中心とした検査に加え、

車両に搭載された車載式故障診断装置に記録された不具合の情報を読み取ること

による機能確認を実施するなど、自動車検査の高度化を図ります。また、独立行

政法人自動車技術総合機構と連携し、これらの検査が指定自動車整備事業者等に

おいて確実に行われるよう努めます。  

また、不正改造を防止するため、街頭検査体制の充実強化を図ることにより、

不正改造車両を始めとした整備不良車両及び基準不適合車両の排除等を推進しま

す。 

指定自動車整備事業制度の適正な運用・活用を図るため、事業者に対する指導

監督を強化します。  
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(2) 自動車点検整備の充実  

ア 自動車点検整備の推進  

自動車ユーザーの保守管理意識を高揚し、点検整備の促進を図るため、「自動  

車点検整備推進運動」を関係者の協力のもとに県下全域に展開するなど、自動車

ユーザーによる保守管理の徹底を強力に促進します。また、自動車運送事業者の

保有する事業用車両の安全性を確保するため、整備管理者等に対しても、研修等

のあらゆる機会をとらえ、その確実な実施を指導します。  

イ 不正改造車の排除  

暴走族等による不正改造車や過積載を目的とした不正改造車等を排除し、自動

車の安全性を確保するため、関係機関の支援及び自動車関係団体の協力の下に

「不正改造車を排除する運動」を県下全域に展開し、県民に対する広報活動の推

進、関係者への指導、街頭検査等を強化することにより、不正改造防止について、

自動車ユーザー及び自動車関係事業者等の認識を高めます。  

ウ 自動車特定整備事業の適正化  

点検整備に対する自動車ユーザーの理解と信頼を得るため、自動車特定整備事

業者に対し、整備料金の掲示、整備内容の説明等について、消費者保護の観点も

含め、その実施の推進を指導します。  

エ 自動車の新技術の対応等整備技術の向上  

自動車新技術の採用・普及、ユーザーニーズの多様化等の車社会の環境変化に

伴い、自動車を適切に維持管理するためには、自動車整備業がこれらの変化に対

応する必要があることから、整備主任者を対象とした新技術に対応した研修等の

実施により、整備要員の技術の向上を図ります。  

オ  保安基準に適合しない車両に保安基準適合証を交付するなどの不正事案に対

する対処の強化  

民間能力の活用等を目的として、指定自動車整備事業制度が設けられています

が、保安基準に適合しない車両に保安基準適合証を交付するなどの不正事案の発

生を防止するため、制度の適正な運用・活用を図るため、事業者に対する指導監

督を引き続き行います。  

 

５ リコール制度の充実・強化  

自動車製作者の垣根を越えた装置の共通化・モジュール化が進む中、複数の自動車

製作者による大規模なリコールが行われていることから、自動車のリコールをより

迅速かつ確実に実施するため、自動車製作者等からの情報収集に努めます。  

また、自動車ユーザーの目線に立ったリコールの実施のために、自動車ユーザーか

らの不具合情報の収集を推進します。  

 

６ 自転車の安全性の確保  

(1) 自転車の点検整備の促進  

自転車の安全な利用を確保し、自転車事故の防止を図るため、駆動補助機付自 
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転車（人の力を補うため原動機を用いるもの）及び普通自転車の型式認定制度を適

切に運用して、自転車利用者が定期的に点検整備や正しい利用方法等の指導を受

ける気運を醸成します。  

 

(2) 自転車保険への加入促進  

自転車が加害者となる事故に関し、高額な賠償額となるケースもあり、こうした

賠償責任を負った際の支払い原資を担保し、被害者の救済の十全を図るため、「長

野県自転車の安全で快適な利用に関する条例」において、自転車運転者は自転車損

害賠償責任保険等の加入が義務付けられていることから、関係事業者の協力を得

つつ、損害賠償責任保険等への加入を促進します。  

 

(3) 自転車用ヘルメットの着用促進  

○ 交通事故の被害軽減の効果があることを広報啓発するとともに、全ての年齢層

に対して自転車用ヘルメットの着用を促進します。  

○ 高齢者の自転車利用者に対しては、免許返納後の移動の手段としても活用され

ることが予想され、高齢者の自転車運転時の死亡事故も増加しており、自転車乗

車時の死亡事故の負傷部位の約７割が頭部であることから、特に高齢者への自転

車ヘルメットの着用を推進します。  

 

(4) 夜間における自転車の安全対策  

夜間における交通事故の防止を図るため、灯火点灯の徹底と反射材用品等の取

付けの促進により、自転車の被視認性の向上を図ります。  
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【施策体系】  

 

１ 交通指導取締りの強化等  

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 交通事故事件等に係る適正かつ  

緻密な捜査の一層の推進  

 

 

 

３ 暴走族対策の強化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般道路における効果的な指導取締りの強

化等 

高速自動車国道等における交通指導取締り

の強化等  

 

 

 

 

 

危険運転致死傷罪の立件を視野に入れた捜

査の徹底  

交通事故事件等に係る捜査力の強化  

科学的捜査の推進 

 

暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等に

おける青少年の指導の充実  

暴走行為阻止のための環境整備 

暴走族等に対する交通指導取締りの推進 

暴走族関係事犯者の再犯防止  

車両の不正改造の防止  

 

 

第５節 道路交通秩序の維持 
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第５節 道路交通秩序の維持 

 交通ルール無視による交通事故を防止するためには、交通指導取締り、交通事故捜

査、暴走族取締り等を通じ、道路交通秩序の維持を図る必要があります。  

 このため、交通事故実態等を的確に分析し、死亡事故等重大事故に直結する悪質性、

危険性、迷惑性の高い違反に重点を置いた交通事故防止に資する交通指導取締りを推

進します。 

 また、交通事故事件の発生に際しては、初動段階から組織的な捜査を行うとともに、

危険運転致死傷罪の立件も視野に入れた捜査の徹底を図るほか、研修等による捜査力

の強化や客観的な証拠に基づいた事故原因の究明等により、適正かつ緻密な捜査の一

層の推進を図ります。 

 さらに、暴走族対策を強力に推進するため、関係機関・団体が連携し、地域が一体と

なって暴走族追放気運の高揚等に努め、暴走行為をさせない環境づくりを推進すると

ともに、取締り体制及び装備資機材の充実強化を図ります。 

 

１ 交通指導取締りの強化等  

(1) 一般道路における効果的な交通指導取締りの強化等  

一般道路においては、歩行者及び自転車利用者の事故防止並びに事故多発路線

等における重大事故の防止に重点を置いて、交通指導取締りを効果的に推進しま

す。 

その際、地域の交通事故実態や違反等に関する地域特性等を十分考慮します。  

ア 交通事故防止に資する指導取締りの推進 

地域の交通事故実態の分析結果等の地域特性を踏まえ、事故多発路線等におけ

る街頭指導活動を強化するとともに、無免許運転、飲酒運転、妨害運転、著しい

速度超過、横断歩行者妨害等の交通事故に直結する悪質性、危険性の高い違反、

県民から取締り要望の多い迷惑性の高い違反に重点を置いた指導取締りを推進

します。 

特に、飲酒運転及び無免許運転については、取締りにより常習者を道路交通の

場から排除するとともに、運転者に対する捜査のみならず、周辺者に対する捜査

を徹底するなど、飲酒運転及び無免許運転の根絶に向けた取組を推進します。ま

た、引き続き、児童、高齢者、障がい者の保護の観点に立った交通指導取締りを

推進します。 

さらに、地理的情報等に基づく交通事故分析の高度化を図り、交通指導取締り

の実施状況について、交通事故の発生実態等を分析し、その結果を取締り計画の

見直しに反映させる、いわゆる PDCA サイクルをより一層機能させます。加えて、

取締り場所の確保が困難な通学路や生活道路等において可搬式速度違反自動取

締装置を活用した速度取締りを行います。  

また、データ端末による交通反則切符の作成に向けた検討を進めるなど、より

効果的な取締りを行うための資器材の研究開発及び整備に努めます。  

イ 背後責任の追及  
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事業活動に関してなされた無免許運転、過積載、過労運転等の違反については、

自動車の使用者等に対する責任追及を徹底するとともに、必要に応じ自動車の使

用制限命令や荷主等に対する再発防止命令を行うほか運送事業者やその他の事

業者について、その背後責任が明らかとなった場合は、関係機関との連携の下、

それらの者に対する指導、監督処分等を行うことにより、悪質な事業者の排除や

是正に向けて取り組むなど、この種の違反の防止を図ります。  

ウ 自転車利用者に対する交通指導取締りの推進 

  自転車利用者による無灯火、二人乗り、信号無視、一時不停止等に対して積極

的に指導警告を行うとともに、飲酒運転などの悪質・危険な交通違反に対する検

挙措置を推進します。 

 

 (2) 高速自動車国道等における交通指導取締りの強化等  

高速自動車国道等においては、重大な違反行為はもちろんのこと、軽微な違反行

為であっても重大事故に直結するおそれがあることから、交通流や交通事故発生

状況等の交通の実態に即した効果的な機動警ら等を実施することにより、違反の

未然防止及び交通流の整序を図ります。  

また、高速自動車国道等における速度超過の取締りは常に危険を伴うため、受傷

事故防止等の観点から、速度違反自動取締装置等の取締り機器の積極的かつ効果

的な活用を推進します。  

さらに、交通指導取締りは、悪質性、危険性、迷惑性の高い違反を重点とし、特

に、著しい速度超過、飲酒運転、妨害運転、車間距離不保持、通行帯違反等の取締

りを強化します。  

 

２ 交通事故事件等に係る適正かつ緻密な捜査の一層の推進 

(1) 危険運転致死傷罪の立件を視野に入れた捜査の徹底 

交通事故事件等の捜査においては、初動捜査の段階から自動車運転死傷処罰法

第２条又は第３条(危険運転致死傷罪)の立件も視野に入れた捜査の徹底を図りま

す。 

 

(2) 交通事故事件等に係る捜査力の強化  

交通事故事件等の捜査力を強化するため、捜査体制の充実及び研修等により、捜

査幹部及び捜査員の捜査(指揮)能力の向上に努めます。  

 

(3) 科学的捜査の推進  

３Ｄレーザースキャナやひき逃げ事件等の被疑車両の特定に資する捜査支援シ

ステム等、科学的捜査を支える装備資機材等の整備を進め、客観的な証拠に基づ

いた科学的な交通事故事件の捜査を推進します。  
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３ 暴走族対策の強化  

暴走族問題と青少年の非行等問題行動との関連性を踏まえ、地域の関連団体等と

の連携を図るなど、青少年の健全育成を図る観点から次の施策を推進します。 

 

(1) 暴走族追放気運の高揚及び家庭、学校等における青少年の指導の充実  

暴走族追放気運を高揚させるため、広報活動を積極的に行い、暴走族の実態が

的確に広報されるよう努めるなど、広報活動を積極的に行います。  

また、家庭、学校、職場、地域等において、青少年に対し、「暴走族加入阻止教

室」を開催するなどの指導等を促進します。  

さらに、暴走族問題と青少年の非行等問題行動との関連性を踏まえ、地域の関

連団体等との連携を図るなど、青少年の健全育成を図る観点からも対策を推進し

ます。  

 

(2) 暴走行為阻止のための環境整備 

暴走族等（暴走族及び違法行為を敢行する旧車會員（暴走族風に改造した旧型

の自動二輪車等を運転する者））及びこれに伴う群衆のい集場所として利用され

やすい施設の管理者に協力を求め、暴走族等及び群衆をい集させないための施設

の管理改善等の環境づくりを推進するとともに、地域における関係機関・団体が

連携を強化し、暴走行為等ができない道路交通環境づくりを積極的に行います。 

また、事前の情報の入手に努め、集団不法事案に発展するおそれがあるとき

は、早期に暴走族等と群衆を隔離するなどの措置を講じます。 

 

(3) 暴走族等に対する交通指導取締りの推進 

暴走族等取締りの体制と装備資機材の維持を図るとともに、集団暴走行為、爆

音暴走行為その他悪質事犯に対しては、共同危険行為等の禁止違反を始めとする

各種法令を適用して検挙及び補導を徹底し、併せて解散指導を積極的に行うなど

暴走族に対する指導取締りを推進します。  

なお、複数の都府県にまたがる広域暴走事件に迅速かつ効率的に対処するた

め、関係都道府県相互の捜査協力を積極的に行います。  

また、違法行為を敢行する旧車會員に対する実態把握を徹底し、把握した情報

を関係都道府県間で共有するとともに、騒音関係違反及び不正改造等の取締りを

推進します。 

さらに、「不正改造車を排除する運動」等を通じ、街頭検査において不正改造車

両の取締りを行うとともに、不正改造車両等の押収のほか、司法当局に没収（没取）

措置を働き掛けるなど暴走族等と車両の分離を図り、不正改造等暴走行為を助長

する行為について背後責任の追及を行います。 

 

(4) 暴走族関係事犯者の再犯防止  

暴走族関係事犯の捜査に当たっては、個々の犯罪はもとより、組織の実態やそれ
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ぞれの被疑者の非行の背景となっている行状、性格、環境等の諸事情をも明らかに

しつつ、グループの解体や暴走族グループから構成員等を離脱させるなど暴走族

関係事犯者の再発防止に努めます。また、 

暴力団と関わりのある者については、その実態を明らかにするとともに、暴力団

から離脱するよう指導を徹底します。 

暴走族関係保護観察対象者の処遇に当たっては、遵法精神のかん養、家庭環境の調

整、交友関係の改善指導、暴走族組織からの離脱指導等、再犯防止に重点を置いた処

遇の実施に努めます。 

 

(5) 車両の不正改造の防止  

暴走行為を助長するような車両の不正な改造を防止するよう、また、保安基準に適

合しない部品等が不正な改造に使用されることがないよう、「不正改造車を排除する

運動」等を通じ、広報活動の推進及び企業、関係団体に対する指導を行います。  

さらに、自動車ユーザーだけでなく、不正改造等を行った者に対して、必要に応

じて事務所等に立入検査を行います。  
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【施策体系】  

 

１ 救助・救急体制の整備  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 救急医療体制の整備 

 

 

 

 

 

 

３ 救急関係機関の協力関係の確保等  

 

 

 

 

 

 

 

 

救助体制の整備・拡充  

 

集団救助・救急体制の整備  

 

自動体外式除細動器（ AED）の使用を含めた

救急法の普及啓発活動の推進  

 

救急救命士の養成・配置等の促進  

 

 

救助・救急施設の整備の推進  

 

ヘリコプターによる救急業務の推進  

 

救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実  

 

高速自動車国道等における救急業務実施体

制の整備  

現場急行支援システムの整備  

 

 

 

 

 

救急医療機関等の整備  

 

救急医療担当医師・看護師等の養成等  

 

ドクターヘリ事業の推進  

 

 

関係機関の緊密な連携及び協力の確保  

 

ドクターカー制度の充実

第６節 救助・救急活動の充実  
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第６節 救助・救急活動の充実 

負傷者の救命率・救命効果の一層の向上を図る観点から、救急現場又は搬送途上にお

いて、医師、看護師、救急救命士、救急隊員等による一刻も早い救急医療、応急処置等

を実施するための体制整備を図るほか、事故現場からの緊急通報体制の整備や事故現

場における応急手当の普及啓発活動を推進します。  

 

１ 救助・救急体制の整備  

(1) 救助体制の整備・拡充  

交通事故の種類・内容の複雑多様化に対処するため、救助体制の整備・拡充を図

り、救助活動を円滑に実施します。  

 

(2) 集団救助・救急体制の整備  

大規模道路交通事故等の多数の負傷者が発生する大事故に対処するため、「長野

県消防相互応援協定」に基づき、連絡体制を整備し、応援体制を強化します。 

 

(3) 自動体外式除細動器（AED）の使用を含めた応急手当の普及啓発活動の推進  

○ 現場での適切な応急手当により、救命率の向上が期待できることから、自動体

外式除細動器（AED）の使用方法を含めた応急手当について、講習会等を通じて

普及啓発を行います。  

○ 心肺蘇生法に関する知識・実技の普及を図ることとし、関係機関及び団体等に

おいては、指導資料の作成や講習会の開催等を推進するとともに、救急の日（９

月９日）、救急医療週関（９月９日を含む１週間）等の機会を通じて広報啓発活

動を積極的に推進します。  

○  応急手当指導者の養成を強力に行っていくほか、救急要請受信時における応

急手当の口頭指導を推進します。  

○  自動車教習所における教習及び取得時講習、更新時講習等において応急救護

処置に関する知識の普及に努めるほか、交通安全の指導に携わる者、安全運転

管理者等及び交通事故現場に遭遇する可能性の高い業務用自動車運転者等に

対しても広く知識の普及に努めます。  

○ 学校においては、教職員対象の実習及び心肺蘇生法（自動体外式除細動器（AED）

の取り扱いを含む。）各種講習会の開催により教職員の指導力、実践力の向上を

図ります。 

○ 中学校、高等学校の教科「保健体育」において止血法や包帯法、心肺蘇生法等

の応急手当について指導の充実を図ります。 

 

(4) 救急救命士の養成・配置等の促進  

○ プレホスピタルケア（救急現場及び搬送途上における応急措置）の充実のため、

救急救命士の養成・配置等の促進を図り、講習や実習等を推進します。  

○  医師の指示又は指導・助言、救急隊員への事後検証や教育等により、応急処置
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等の質を保障するメディカルコントロール体制の充実を図ります。  

 

(5) 救助・救急施設の整備の推進  

○ 救助工作車、救助資機材の整備を推進するとともに、救急救命士等がより高度

な救急救命処置を行うことができるよう、高規格救急自動車、高度救命処置用資

器材等の整備を推進します。  

○  救急医療機関等へのアクセスを改善するため、高速自動車国道における緊急

開口部の整備を推進します。  

 

(6) ヘリコプターによる救急業務の推進  

ヘリコプターは、負傷者の救急搬送等に有効であることから、救急業務における

ヘリコプターの活用を推進します。 

 

(7) 救助隊員及び救急隊員の教育訓練の充実  

複雑多様化する救助・救急事象に対応すべく救助隊員及び救急隊員の知識・技術

等の向上を図るため、消防学校における教育訓練の充実を強力に推進します。  

 

(8) 高速自動車国道等における救急業務実施体制の整備  

○ 高速自動車国道における救急業務については、関係市町村等と、高速道路株式

会社の連携を強化するとともに、救急業務実施体制の整備を促進します。  

○  事故発生後の救助・救急活動を支援するとともに、高速自動車国道における

ヘリコプターによる救助・救急活動を支援します。  

 

(9) 現場急行支援システムの整備  

緊急車両が現場に到着するまでのリスポンスタイムの縮減及び緊急走行時の交

通事故防止のため、緊急車両優先の信号制御を行う現場急行支援システム（ FAST）

の整備を図ります。 

 

２ 救急医療体制の整備  

(1) 救急医療機関等の整備  

  主として自ら来院する軽度の救急患者への夜間・休日における診察を行う、休日

夜間急患センター及び在宅当番医制を活用し、初期救急医療体制の整備を推進し

ます。 

  加えて、救急車で搬送される、または初期救急医療機関から搬送される救急患者へ

の初期診察と入院治療を行う二次救急医療体制の整備を推進するとともに、重篤な救

急患者の治療に当たる救急救命センターの機能評価の実施等により三次救急医療体

制の整備充実を推進します。 
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(2) 救急医療担当医師・看護師等の養成等  

救急医療に携わる医師及び看護師を確保するため、教育研修等の充実に努め、救

急医療従事者の確保と資質の向上を図ります。  

 

(3) ドクターヘリ事業の推進  

 交通事故で負傷した患者の更なる救命率の向上や後遺症を軽減させるため、ド

クターヘリの活用を推進します。 

 

３ 救急関係機関の協力関係の確保等  

(1) 関係機関の緊密な連携及び協力の確保  

○ 救急医療施設への迅速かつ円滑な収容を確保するため、救急医療機関、消防機

関等の関係機関における緊密な連携・協力関係の確保を図るとともに、救急医療

機関内の受入れ・連絡体制の明確化を図ります。  

○ 平成 23 年（2011 年）１月に施行された「傷病者の搬送及び受入れの実施に関

する基準」の活用を図るとともに、必要な見直し等を行います。  

 

(2) ドクターカー制度の充実  

救急現場、搬送途上の医療の確保を図るため、医師が同乗するドクターカー制度

の充実を図るなど、医療機関と消防機関が相互に連絡をとりながら効果的な救急

体制の整備を図ります。  
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【施策体系】  

 

１ 自動車損害賠償保障制度の充実等  

 

 

 

 

 

 

２ 損害賠償の請求についての援助等  

 

 

 

 

３ 交通事故被害者支援の充実強化  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

無保険（無共済）車両対策の徹底  

 

任意の自動車保険（自動車共済）の充実等 

 

自転車事故に対応する損害賠償保険等への加

入促進 

 

交通事故相談活動の推進  

 

損害賠償請求の援助活動等の強化  

 

 

自動車事故被害者等に対する援助措置の充実 

 

 

交通事故被害者等の心情に配意した支援の

推進 

 

公共交通事故被害者への支援  

 

 

第７節 被害者支援の充実と推進  
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第７節 被害者支援の充実と推進 

  交通事故被害者は、交通事故により肉体的、精神的、経済的打撃を受け、かけがえの

ない生命を絶たれるなど、大きな不幸に見舞われており、犯罪被害者等基本法（平成 16 

年法律第 161 号）等の下、交通事故被害者等の支援は極めて重要であるため、交通事故

被害者等への支援施策を総合的かつ計画的に推進します。  

交通事故被害者等は、精神的に大きな打撃を受けている上、交通事故に係る知識、情

報が乏しいことも少なくないことから、交通事故に関する相談ができる機会を充実さ

せるとともに、交通事故の概要、捜査経過等の情報提供などの、被害者支援を積極的に

推進します。  

 

１ 自動車損害賠償保障制度の充実等  

交通事故による被害者の救済対策の中核的役割を果たしている自動車損害賠償保障制

度等について適正化を推進し、被害者救済の充実を図ります。  

(1) 無保険（無共済）車両対策の徹底  

自動車損害賠償保険（自賠責共済）の重要性等について、広報活動等を通じて広

く県民に周知するとともに、街頭における指導取締りの強化等を行い、無保険（無

共済）車両の運行の防止を徹底します。  

また、ペダル付き電動バイクや電動キックボードなど新たなモビリティに対し

ても引き続き自動車損害賠償責任保険（共済）の加入促進のための周知徹底を図る。 
 

(2) 任意の自動車保険（自動車共済）の充実等  

自動車損害賠償保険（自賠責共済）と共に重要な役割を果たしている任意の自動

車保険（自動車共済）は、自由競争の下、保障範囲や金額、サービスの内容も多様

化してきており、交通事故被害者等の救済に大きな役割を果たしていることから、

被害者救済等の充実に資するよう、制度の普及率の向上に努めます。  
 

(3) 自転車事故に対応する損害賠償保険への加入促進  

自転車は、歩行者と衝突した場合には加害者となることから、交通に参加する者

としての十分な自覚と責任が求められており、万が一の事故の際、被害者救済を

十分に図るため、自転車が関係する交通事故により生じた損害を賠償するための

保険（共済）等への加入を促進します。  

     

２ 損害賠償の請求についての援助等  

(1) 交通事故相談活動の推進  

○ 交通事故相談所を活用し、地域における相談活動を推進するため、遠隔地に対

する巡回相談を行います。  

○ 交通事故相談所業務の円滑かつ適正な運営を図るため、関係援護機関、団体等

との連絡協調を図ります。  

○ 交通事故被害者等の心情に配慮した相談業務を推進し、相談内容の多様化・複

雑化に対処するため、研修等を通じて相談員の資質の向上を図ります。  
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○  交通事故相談所において各種の広報を行うほか、県及び市町村が発行する広

報誌等の活用により交通事故相談活動の周知徹底を図り、交通事故当事者に対

して広く相談の機会を提供します。  
 

(2) 損害賠償請求の援助活動等の強化  

警察においては、交通事故被害者に対する適正かつ迅速な支援の一助とするた

め、各種広報を通じて被害者支援制度等を周知し、被害者相談活動を推進します。    

また、地方法務局及び人権擁護委員による人権相談の一環として交通事故に関

する相談を積極的に取り扱うとともに、民間の関係機関等との連携を図ります。  

 

３ 交通事故被害者支援の充実強化 

(1) 自動車事故被害者等に対する援助措置の充実  

○  自動車事故対策機構が行う交通遺児等に対する生活資金貸付け、交通遺児育

成基金の行う交通遺児育成のための基金事業の周知を図ります。  

○  自動車事故対策機構が行う重度後遺障がい者に対する介護料の支給及び重

度後遺障がい者の治療・看護を専門に行う療護センターの周知を図ります。  
 

(2) 交通事故被害者等の心情に配慮した支援の推進 

○ 交通事故被害者等の心情に配意した相談業務を、交通事故相談所相談員、警察

署の被害者連絡担当者、交通安全活動推進センター相談員、犯罪被害者支援セン

ター相談員、検察庁の被害者支援員等により推進するとともに、関係機関や民間

の犯罪被害者支援団体等との連携を図ります。  

○ 警察においては、交通事故被害者等に対して交通事故の概要、捜査経過等の説

明など、適切な被害者連絡に努めるとともに、刑事手続きの流れ等をまとめた手

引「交通事故の被害にあわれた方とその家族のために」を配付活用します。 

特に、ひき逃げ事件、交通死亡事故等の重大な交通事故事件の被害者等に対し

ては、被疑者の検挙・送致状況・行政処分結果等を連絡するなど被害者対策をよ

り丁寧に推進します。 

○ 地方検察庁においては、被害者支援員を配置し、被害者からの様々な相談への

対応、法廷への案内、付添い、各種手続の手助けをするほか、被害者等の状況に

応じて精神面、生活面、経済面等の支援を行っている関係機関や団体等を紹介す

るなどの支援活動を行い、被害者等の心情に配慮した支援を推進します。  

また、被害者支援員に対して、被害者等の心情に配慮した対応ができるよう研修

を実施し、被害者支援に当たっている方等による講義を行い、被害者等の心情に対

する理解の増進に努めます。  
 

(3) 公共交通事故被害者への支援  

公共交通事故による被害者等への支援の確保を図るため、国土交通省に設置され

た公共交通事故被害者支援室と連携した、被害者支援対策の取組を着実に推進しま

す。
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【施策体系】  

 

１ 道路交通の安全に関する研究開発の  

推進 

 

 

 

 

 

 

２ 道路交通事故原因の総合的な調査研
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高度道路交通システム（ITS）に関する研究

開発の推進  

 

高齢者の交通事故防止に関する研究の推進 

 

交通安全対策の評価・効果予測方法の充実 

 

 

交通事故分析センターのデータを活用した

事故分析  

 

調査分析情報の提供  

 

第８節 研究開発及び調査研究の充実  
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第８節 研究開発及び調査研究の充実 

１ 道路交通の安全に関する研究開発の推進  

交通事故の発生要因の複雑化、多様化、高齢者人口の増加、情報通信技術の発展、

交通事故のすう勢、交通安全対策の今後の方向を考慮して、「人」「道路」「車両」の

それぞれの分野における調査研究を推進します。  

 

(1) 高度道路交通システム（ ITS）に関する研究開発の推進  

情報通信技術（ICT）を用いて、人間と道路と車両を一体の高度道路交通システ

ム（ITS）として構築することにより、安全性をはじめ輸送効率、快適性の飛躍的

向上を実現するとともに、渋滞の軽減等の交通の円滑化を通し、環境保全に寄与す

ることを目標とします。  

 

(2) 高齢者の交通事故防止に関する研究の推進  

○  高齢者人口及び高齢運転者の増加に伴う交通事故情勢の推移に対応して、高

齢者の安全かつ安心した移動・運転に向けた適切な安全対策を実施するため、高

齢者の交通行動特性に関する調査を推進します。  

○ 実践的な運転者教育を効果的に行うため、運転シミュレータ、その他の関係資

器材の活用についての研究を一層推進します。  

 

(3) 交通安全対策の評価・効果予測方法の充実  

○ 交通安全対策のより効率的、効果的、重点的な推進を図るため、交通事故削減

効果及び交通事故時の被害軽減効果について、客観的な事前・事後評価を効率的

に行うためのデータ収集・分析・効果予測方法の充実を図ります。  

○ 交通事故に関して、統計学的な見地から分析を行い、交通事故の発生に関す

る傾向や特徴について、中・長期的な予測の充実を図ります。  

 

２ 道路交通事故原因の総合的な調査研究の充実強化  

(1) 交通事故分析センターのデータを活用した事故分析  

交通事故の実態を的確に把握し、効果的な交通安全施策の検討、立案等に資する

ため、交通事故分析センターのデータベースを積極的に活用して、「人」「道路」「車

両」について総合的な観点からの事故分析を行います。  

 

(2) 調査分析情報の提供  

交通事故の調査・分析に係る情報を積極的に提供することにより、県民の交通安

全意識の高揚を図ります。  
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【施策体系】  

 

１ 鉄道交通環境の整備 

 

 

 

 

２ 鉄道交通の安全に関する知識の普及 

 

 

３ 鉄道の安全な運行の確保  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 鉄道車両の安全性の確保  

 

 

５ 救助・救急活動の充実  

 

 

６ 被害者支援の推進  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉄道施設等の安全性の向上  

 

運転保安設備等の整備  

 

 

 

 

 

保安監査等の実施  

 

運転士の資質の保持  

 

安全上のトラブル情報の共有・活用 

 

気象情報等の充実  

 

大規模な事故等が発生した場合の適切な対応 

 

運輸安全マネジメント評価の実施 
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第３編  鉄道交通の安全  

第１部  総論  

第 1 章  鉄道事故のない社会を目指して  

人 や 物 を 大 量 に 、高 速 に 、か つ 、定 時 に 輸 送 で き る 鉄 道（ 軌 道 を 含 む 。以

下 に 同 じ 。） は 、 県 民 生 活 に 欠 く こ と の で き な い 交 通 手 段 で す が 、 列 車 が 高

速・高 密 度 で 運 行 さ れ て い る 現 在 の 鉄 道 に お い て は 、ひ と た び 列 車 の 衝 突 や

脱 線 等 が 発 生 す れ ば 、 多 数 の 死 傷 者 を 生 じ さ せ る お そ れ が あ り ま す 。  

人 身 障 害 事 故 と 踏 切 障 害 事 故 を 合 わ せ る と 運 転 事 故 全 体 の 大 半 を 占 め て

い る こ と か ら 、利 用 者 等 が 関 係 す る こ の よ う な 事 故 を 防 止 す る 必 要 性 が 高 ま

っ て い ま す 。  

こ の た め 、県 民 が 安 心 し て 利 用 で き る 、一 層 安 全 な 鉄 道 輸 送 を 目 指 し 、重

大 な 列 車 事 故 へ の 対 策 等 、各 種 の 安 全 対 策 を 総 合 的 に 推 進 し て い く 必 要 が あ

り ま す 。  

 

１  鉄 道 事 故 の 状 況 等  

鉄 道 の 運 転 事 故 は 、全 国 的 に み る と 長 期 的 に は 減 少 傾 向 に あ り 、令 和 ６

年 度 は 59 6 件 で し た 。  

な お 、平 成 1 7 年 に は 乗 客 10 6 人 が 死 亡 し た Ｊ Ｒ 西 日 本 福 知 山 線 列 車 脱

線 事 故 及 び 乗 客 ５ 人 が 死 亡 し た Ｊ Ｒ 東 日 本 羽 越 線 列 車 脱 線 事 故 が 発 生 し

ま し た が 、 平 成 18  年 か ら 令 和 ６ 年 度 ま で は 乗 客 の 死 亡 事 故 は 発 生 し て い

ま せ ん 。  

一 方 、長 野 県 に お い て は 、令 和 ３ 年 度 の 運 転 事 故 件 数 が ６ 件（ 死 者 １ 名 、

負 傷 者 ３ 名 ）、令 和 ４ 年 度 が ８ 件 (死 者 ５ 名 、負 傷 者 ２ 名 )、令 和 ５ 年 度 が ６

件 (死 者 ０ 名 、負 傷 者 １ 名 )、令 和 ６ 年 度 が ８ 件 (死 者 １ 名 、負 傷 者 ３ 名 )で

し た 。  
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２  近 年 の 運 転 事 故 の 特 徴  

  長 野 県 の 運 転 事 故 件 数 は 、令 和 ３ 年 度 は ６ 件 、令 和 ４ 年 度 は ８ 件 、令 和

５ 年 度 は ６ 件 、令 和 ６ 年 度 は ８ 件 と 推 移 し て お り 、こ れ ら 運 転 事 故 の 死 者

数 は 、 人 身 障 害 事 故 と 踏 切 障 害 事 故 が ほ ぼ 全 て を 占 め て い ま す 。  

   

 

第２章  交通安全計画における目標  

 ①  乗 客 の 死 者 数 ゼ ロ を 目 指 す  

 ②  運 転 事 故 全 体 の 死 者 数 減 少 を 目 指 す  

  

列 車 の 衝 突 や 脱 線 等 に よ り 乗 客 に 死 者 が 発 生 す る よ う な 重 大 な 列 車 事 故

を 未 然 に 防 止 す る こ と が 必 要 で す 。 ま た 、 近 年 の 運 転 事 故 等 の 全 国 的 な 特

徴 等 を 踏 ま え 、 ホ ー ム で の 接 触 事 故 等 を 含 む 運 転 事 故 全 体 の 死 者 数 を 減 少

さ せ る こ と が 重 要 と な っ て い ま す 。  

近 年 は 人 口 減 少 等 に よ る 輸 送 量 の 伸 び 悩 み 等 か ら 、厳 し い 経 営 を 強 い ら れ

て い る 事 業 者 が 多 い 状 況 で す が 、引 き 続 き 安 全 対 策 を 推 進 し て い く 必 要 が あ

り ま す 。  

こ う し た 現 状 を 踏 ま え 、県 民 の 理 解 と 協 力 の 下 、第 ２ 部 第 ２ 章 に 掲 げ る 諸

施 策 を 総 合 的 か つ 強 力 に 推 進 す る こ と に よ り 、乗 客 の 死 者 数 を ゼ ロ に す る こ

と 、 及 び 運 転 事 故 全 体 の 死 者 数 減 少 を 目 指 し ま す 。  

 

第２部  鉄道交通の安全についての対策  

第１章  今後の鉄道交通安全対策を考える視点  

列 車 の 衝 突 や 脱 線 等 が ひ と た び 発 生 す れ ば 多 数 の 死 傷 者 を 生 じ る お そ れ

が あ る こ と か ら 、一 層 安 全 な 鉄 道 輸 送 を 目 指 し 、重 大 な 列 車 事 故 の 未 然 防 止

を 図 る た め 、 総 合 的 な 視 点 か ら 施 策 を 推 進 し ま す 。  

ま た 、人 身 障 害 事 故 と 踏 切 障 害 事 故 を 合 わ せ る と 運 転 事 故 全 体 の 約 ９ 割 を

占 め て お り 、近 年 、そ の 死 者 数 は ほ ぼ 横 ば い で あ る こ と か ら 、利 用 者 等 の 関

係 す る 事 故 を 防 止 す る た め 、 効 果 的 な 対 策 を 講 じ ま す 。  

 

第２章  講じようとする施策  

１  鉄 道 交 通 環 境 の 整 備  

鉄 道 交 通 の 安 全 を 確 保 す る た め に は 、鉄 道 施 設 、運 転 保 安 設 備 等 に つ い

て 常 に 高 い 信 頼 性 を 保 持 し 、シ ス テ ム 全 体 と し て の 安 全 性 を 確 保 す る 必 要

が あ り ま す 。 こ の た め 、 運 転 保 安 設 備 の 整 備 等 の 安 全 対 策 を 推 進 し ま す 。 

 

(1)  鉄 道 施 設 等 の 安 全 性 の 向 上  

○  鉄 道 施 設 の 維 持 管 理 及 び 補 修 を 適 切 に 実 施 す る と と も に 、老 朽 化 が

進 ん で い る 橋 梁 等 の 施 設 に つ い て 、長 寿 命 化 に 資 す る 補 強・改 良 を 進

め ま す 。  
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○  人 口 減 少 等 に よ る 輸 送 量 の 伸 び 悩 み 等 か ら 厳 し い 経 営 を 強 い ら れ

て い る 地 域 鉄 道 に つ い て は 、補 助 制 度 等 を 活 用 し つ つ 、施 設 、車 両 等

の 適 切 な 維 持 ・ 補 修 等 の 促 進 を 図 り ま す 。  

○  多 発 す る 自 然 災 害 へ 対 応 す る た め に 、防 災・減 災 対 策 の 強 化 が 喫 緊

の 課 題 と な っ て い る た め 、切 土 や 盛 土 等 の 土 砂 災 害 へ の 対 策 の 強 化 等

を 推 進 し ま す 。  

○  駅 施 設 等 に つ い て 、高 齢 者 、障 が い 者 等 の 安 全 利 用 に も 十 分 配 慮 し 、

ホ ー ム ド ア 又 は 内 方 線 付 き 点 状 ブ ロ ッ ク 等 の 整 備 な ど に よ る ホ ー ム

か ら の 転 落 防 止 対 策 を 引 き 続 き 推 進 し ま す 。  

 

(2)  運 転 保 安 設 備 等 の 整 備  

曲 線 部 等 へ の 速 度 制 限 機 能 付 き A TS 等 、 運 転 士 異 常 時 列 車 停 止 装 置 、

運 転 状 況 記 録 装 置 等 に つ い て 、法 令 に よ り 整 備 の 期 限 が 定 め ら れ た も の

の 整 備 に つ い て は 完 了 し ま し た が 、こ れ ら の 装 置 の 整 備 に つ い て は 引 き

続 き 推 進 を 図 り ま す 。  

 

２  鉄 道 交 通 の 安 全 に 関 す る 知 識 の 普 及  

運 転 事 故 の 大 半 を 占 め る 人 身 障 害 事 故 と 踏 切 障 害 事 故 の 多 く は 、利 用 者

や 踏 切 通 行 者 、鉄 道 沿 線 住 民 等 が 関 係 す る も の で あ る こ と か ら 、こ れ ら の

事 故 の 防 止 に は 、鉄 道 事 業 者 に よ る 安 全 対 策 に 加 え て 、利 用 者 等 の 理 解 と

協 力 が 必 要 で す 。  

こ の た め 、学 校 、沿 線 住 民 、道 路 運 送 事 業 者 等 を 幅 広 く 対 象 と し て 、関

係 機 関 等 の 協 力 の 下 、全 国 交 通 安 全 運 動 や 踏 切 事 故 防 止 キ ャ ン ペ ー ン の 実

施 、鉄 道 事 業 者・携 帯 電 話 事 業 者 が 一 体 と な っ て 、鉄 道 利 用 者 に ホ ー ム の

「 歩 き ス マ ホ 」に よ る 危 険 性 の 周 知 や 酔 客 に 対 す る 事 故 防 止 の た め の 注 意

喚 起 を 行 う プ ラ ッ ト ホ ー ム 事 故 ０（ ゼ ロ ）運 動 等 に お い て 広 報 活 動 を 積 極

的 に 行 い 、 鉄 道 の 安 全 に 関 す る 正 し い 知 識 の 浸 透 を 図 り ま す 。  

ま た 、こ れ ら の 機 会 を 捉 え 、駅 ホ ー ム 及 び 踏 切 道 に お け る 非 常 押 ボ タ ン

等 の 安 全 設 備 に つ い て 分 か り や す い 表 示 の 整 備 や 非 常 押 ボ タ ン の 操 作 等

の 緊 急 措 置 の 周 知 徹 底 を 図 り ま す 。  

 

３  鉄 道 の 安 全 な 運 行 の 確 保  

重 大 な 列 車 事 故 を 未 然 に 防 止 す る た め 、鉄 道 事 業 者 へ の 保 安 監 査 等 を 実

施 し 、適 切 な 指 導 を 行 う と と も に 、万 一 大 規 模 な 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 に

は 、 迅 速 か つ 的 確 に 対 応 し ま す 。  

さ ら に 、運 転 士 の 資 質 の 保 持 、事 故 情 報 及 び 安 全 上 の ト ラ ブ ル 情 報 の 共

有 ・ 活 用 、 気 象 情 報 等 の 充 実 を 図 り ま す 。  
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(1)  保 安 監 査 の 実 施  

鉄 道 事 業 者 に 対 し 、計 画 的 に 保 安 監 査 を 実 施 す る ほ か 、重 大 な 事 故 、

同 種 ト ラ ブ ル の 発 生 時 等 、特 に 必 要 と 認 め る 場 合 に も 臨 時 に 保 安 監 査

を 実 施 し ま す 。実 施 に あ た っ て は 、メ リ ハ リ の 効 い た よ り 効 果 的 な 保

安 監 査 を 実 施 す る こ と に よ り ，鉄 道 輸 送 の 安 全 を 確 保 し ま す 。監 査 に

お い て は 、施 設 及 び 車 両 の 保 守 管 理 状 況 、運 転 取 扱 い の 状 況 、乗 務 員

等 に 対 す る 教 育 訓 練 の 状 況 等 を 確 認 し 、 適 切 な 指 導 を 行 う と と も に 、

過 去 の 指 導 の フ ォ ロ ー ア ッ プ を 実 施 し ま す 。    

 

(2)  運 転 士 の 資 質 の 保 持  

○  運 転 士 の 資 質 の 確 保 を 図 る た め 、動 力 車 操 縦 者 運 転 免 許 試 験 を 適 正

に 実 施 し ま す 。  

○  運 転 士 の 資 質 が 保 持 さ れ る よ う 、運 転 管 理 者 及 び 乗 務 員 指 導 管 理 者

が 教 育 等 に つ い て 適 切 に 措 置 を 講 ず る よ う 指 導 し ま す 。  

 

(3)  安 全 上 の ト ラ ブ ル 情 報 の 共 有 ・ 活 用  

○  北 陸 信 越 運 輸 局 管 内 の 鉄 道 事 業 者 内 安 全 担 当 者 等 に よ る 鉄 道 保 安

連 絡 会 議 を 開 催 し 、事 故 等 及 び そ の 再 発 防 止 対 策 に 関 す る 情 報 共 有 等

を 行 う と と も に 、安 全 上 の ト ラ ブ ル 情 報 を 関 係 者 間 に お い て 共 有 で き

る よ う 、 情 報 を 収 集 し 、 速 や か に 鉄 道 事 業 者 へ 周 知 し ま す 。  

○  運 転 状 況 記 録 装 置 等 の 活 用 や 現 場 係 員 に よ る 安 全 上 の ト ラ ブ ル 情

報 の 積 極 的 な 報 告 を 推 進 す る よ う 指 導 し ま す 。  

 

(4)  気 象 情 報 等 の 充 実  

○  鉄 道 交 通 に 影 響 を 及 ぼ す 台 風 、 大 雨 、 大 雪 、 竜 巻 等 の 激 し い 突 風 、

地 震 、火 山 噴 火 等 の 自 然 現 象 を 的 確 に 把 握 し 、関 係 機 関 、乗 務 員 等 が

必 要 な 措 置 を 迅 速 に 取 り 得 る よ う 、 特 別 警 報 ・ 警 報 ・ 予 報 等 を 適 時 ・

適 切 に 発 表 し て 事 故 の 防 止・軽 減 に 努 め る と と も に 、こ れ ら の 情 報 の

迅 速 な 伝 達 及 び 質 的 向 上 に 努 め ま す 。  

○  鉄 道 事 業 者 は 、こ れ ら の 気 象 情 報 等 を 早 期 に 収 集・把 握 し 、運 行 管

理 へ 反 映 さ せ る こ と で 、安 全 を 確 保 し つ つ 、鉄 道 施 設 の 被 害 軽 減 と 安

定 輸 送 に 努 め ま す 。  

○  気 象 、地 震 、火 山 現 象 等 に 関 す る 情 報 の 内 容 の 充 実 と 効 果 的 利 活 用

の 促 進 を 図 る た め 、観 測 施 設 を 適 切 に 整 備・配 置 し 、維 持 す る と と も に 、

防 災 関 係 機 関 等 へ の 情 報 提 供 、情 報 の 共 有 化 や ICT を 活 用 し た 観 測・監

視 体 制 の 強 化 を 図 る も の と し ま す 。 さ ら に 、 関 係 機 関 と も 連 携 し つ つ 広

報 や 講 習 会 等 を 通 じ て 気 象 知 識 の 普 及 や 情 報 の 利 活 用 促 進 に 努 め ま す 。 
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(5)  大 規 模 な 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 の 適 切 な 対 応  

○  国 及 び 鉄 道 事 業 者 に お け る 、 夜 間 ・ 休 日 の 緊 急 連 絡 体 制 等 を 点 検 ・

確 認 し 、大 規 模 な 事 故 又 は 災 害 が 発 生 し た 場 合 に 、迅 速 か つ 的 確 な 情

報 の 収 集 ・ 連 絡 を 行 い ま す 。  

○  ま た 、 鉄 道 交 通 に お け る 輸 送 障 害 等 の 社 会 的 影 響 を 軽 減 す る た め 、

鉄 道 事 業 者 に 対 し 、列 車 の 運 行 状 況 を 的 確 に 把 握 し て 、鉄 道 利 用 者 へ

適 切 な 情 報 提 供 を 行 う と と も に 、迅 速 な 復 旧 に 必 要 な 体 制 を 整 備 す る

よ う 指 導 し ま す 。  

 

(6)  運 輸 安 全 マ ネ ジ メ ン ト 評 価 の 実 施   

事 業 者 が 社 内 一 丸 と な っ た 安 全 管 理 体 制 を 構 築・改 善 し 、国 が そ の

実 施 状 況 を 確 認 す る 運 輸 安 全 マ ネ ジ メ ン ト 評 価 に つ い て は 、運 輸 防 災

マ ネ ジ メ ン ト 指 針 を 活 用 し 、自 然 災 害 へ の 対 応 を 運 輸 安 全 マ ネ ジ メ ン

ト 評 価 に お い て 重 点 的 に 確 認 す る な ど 、事 業 者 の 取 組 の 深 化 を 促 進 し

ま す 。  

 

(7)  計 画 運 休 へ の 取 組  

鉄 道 事 業 者 に 対 し 、大 型 の 台 風 が 接 近・ 上 陸 す る 場 合 な ど 、気 象 状

況 に よ り 列 車 の 運 転 に 支 障 が 生 ず る お そ れ が 予 測 さ れ る と き は 、一 層

気 象 状 況 に 注 意 す る と と も に 、安 全 確 保 の 観 点 か ら 、路 線 の 特 性 に 応

じ て 、 前 広 に 情 報 提 供 し た 上 で 計 画 的 に 列 車 の 運 転 を 休 止 す る な ど 、

安 全 の 確 保 に 努 め る よ う 指 導 し ま す 。  

ま た 、情 報 提 供 を 行 う に 当 た っ て は 、訪 日 外 国 人 に も 対 応 す る た め 、

事 故 等 発 生 時 に お け る 多 言 語 案 内 体 制 の 強 化 も 指 導 し ま す 。  

 

４  鉄 道 車 両 の 安 全 性 の 確 保  

発 生 し た 事 故 や 科 学 技 術 の 進 歩 を 踏 ま え つ つ 、適 時 、適 切 に 鉄 道 車 両 の

構 造 ・ 装 置 に 関 し て 保 安 上 の 確 認 を 行 っ て い き ま す 。  

 

５  救 助 ・ 救 急 活 動 の 充 実  

鉄 道 の 重 大 事 故 等 の 発 生 に 対 し て 、避 難 誘 導 、救 助・救 急 活 動 を 迅 速 か  

つ 的 確 に 行 う た め 、主 要 駅 に お け る 防 災 訓 練 の 充 実 や 鉄 道 事 業 者 と 消 防 機

関 、 医 療 機 関 そ の 他 の 関 係 機 関 と の 連 携 ・ 協 力 体 制 の 強 化 を 図 り ま す 。  

 

６  被 害 者 支 援 の 推 進  

○  公 共 交 通 事 故 に よ る 被 害 者 等 へ の 支 援 の 確 保 を 図 る た め 、国 土 交 通 省

に 設 置 し た 公 共 交 通 事 故 被 害 者 支 援 室 で は 、 同 支 援 室 に お い て 、  

・  公 共 交 通 事 故 が 発 生 し た 場 合 の 情 報 提 供 の た め の 窓 口 機 能  

・ 被 害 者 等 が 事 故 発 生 後 か ら 再 び 平 穏 な 生 活 を 営 む こ と が で き る

ま で の 中 長 期 に わ た る コ ー デ ィ ネ ー シ ョ ン 機 能（ 被 害 者 等 か ら の
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心 身 の ケ ア 等 に 関 す る 相 談 へ の 対 応 や 専 門 家 の 紹 介 等 ）  

等 を 担 う こ と と し て い ま す 。  

○  引 き 続 き 、関 係 者 か ら の 助 言 を い た だ き な が ら 、外 部 の 関 係 機 関 と の

ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築 、公 共 交 通 事 故 被 害 者 等 支 援 フ ォ ー ラ ム の 開 催 、公

共 交 通 事 業 者 に よ る 被 害 者 等 支 援 計 画 作 成 の 促 進 等 、公 共 交 通 事 故 の 被

害 者 等 へ の 支 援 の 取 組 を 着 実 に 進 め て い き ま す 。  
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【施策体系】  

 

１ 踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備、バリアフリー

化の促進 

 

 

２ 踏切道の統廃合の促進  

 

 

３ 踏切保安施設の整備及び交通規制の実施  

 

 

４ その他踏切道の交通の安全と円滑化等を図るための措置  
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第４編 踏切道における交通の安全 

第１部 総論 

第１章 踏切事故のない社会を目指して 

全国的にみると踏切事故（鉄道運転事故のうち、踏切道に関係する列車事故をいう。）

は、長期的には減少傾向にあります。しかし、一方では、踏切事故は鉄道の運転事故の

約４割を占め、また、改良すべき踏切道がなお残されている現状にあります。こうした

現状を踏まえ、引き続き、踏切事故防止対策を総合的かつ積極的に推進することにより

踏切事故のない社会を目指します。  

１ 踏切事故の状況等 

踏切事故は、全国的にみると長期的には減少傾向にあり、令和６年度の発生件数は

217 件、死者数は 87 人となっています。  

踏切事故は長期的には減少しており、これは踏切道の改良等の安全対策の積極的

な推進によるところが大きいと考えられます。 

長野県においては、令和３年度の踏切事故件数が４件（死者０名、負傷者２名）、

令和４年度が６件（死者４名、負傷者１名）、令和５年度が５件（死者０名、負傷者

０名）令和６年度が５件（死者０名、負傷者１名）でした。なお、令和５、６年度に

おいては、踏切事故による死者は生じていません。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 近年の踏切事故の特徴  

長野県における令和３年度～令和６年度の踏切事故の特徴としては、 

① 踏切道の種類別でみると、発生件数では第１種踏切道（自動遮断機が設置

されている踏切道）が最も多いですが、踏切道 100 か所当たりの発生件数で

見ると、第４種踏切道が最も多くなっています。  

② 衝撃物別では、自動車と衝突したものが約８割、歩行者等と衝撃したもの

が約２割を占めています。 

③ 自動車の原因別では、直前横断によるものが約４割を占めています。 

 などが挙げられます。  
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第２章 交通安全計画における目標 

   

 第 12 次長野県交通安全計画期間中の踏切事故件数を第 11 次長野県交通安全計画期

間中の件数と比較して約１割削減することを目指す。 

 

 踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、県民の理解と協力の下、第２部に掲

げる諸施策を総合的かつ積極的に推進することにより、第 12 次長野県交通安全計画期

間中の踏切事故件数を第 11 次長野県交通安全計画期間中の件数と比較して約１割削減

することを目指します。  

 

第２部 踏切道における交通の安全についての対策 

第１章 今後の踏切道における交通安全対策を考える視点  

踏切道における交通安全対策について、踏切事故件数、踏切事故による死傷者ともに

減少傾向にあることを考えると、第 11 次長野県交通安全計画に基づき推進してきた施

策には一定の効果が認められます。 

しかし、踏切事故は、多数の死者を生ずるなど重大な結果をもたらすおそれがありま

す。そのため、立体交差化、構造の改良、歩行者等立体横断施設の整備、踏切保安設備

の整備、交通規制、統廃合等の対策を実施すべき踏切道がなお残されている現状にある

こと、これらの対策が、同時に渋滞の軽減による交通の円滑化や環境保全にも寄与する

ことを考慮し、開かずの踏切への対策や高齢者等の歩行者対策等、それぞれの踏切の状

況等を勘案しつつ、より効果的な対策を総合的かつ積極的に推進していきます。  

また、各踏切道の遮断時間や交通量等の諸元、これまでの対策実施状況、対策の効果

等を踏まえて、道路管理者と鉄道事業者が協力し「踏切道安全通行カルテ」を作成・公

表することにより、透明性を保ちながら各踏切の状況を踏まえた対策を重点的に推進

していくことも重要です。 

 

第２章 講じようとする施策 

１  踏切道の立体交差化、構造の改良及び歩行者等立体横断施設の整備、バリアフリ

ー化の促進 

○ 主要な道路で交通量の多い踏切道等については、抜本的な交通安全対策である

連続立体交差化等により、除却を促進するとともに、道路の新設・改築及び鉄道

の新線建設に当たっては極力立体交差化を図ります。 

○ 立体交差化までに時間のかかる踏切道等については、早期に安全・安心を確保

するため各踏切道の状況を踏まえ、歩道拡幅等の構造の改良や歩行者立体横断施

設の設置等、カラー舗装や駅周辺の駐輪場整備等の一体対策を促進します。 

○ 歩道が狭隘な踏切についても、踏切道内において歩行者と自動車等が錯綜する

ことがないよう歩行者滞留を考慮した踏切拡幅など、事故防止効果の高い構造へ

の改良を促進します。 

○ 平成 27 年 10 月の高齢者等による踏切事故防止対策検討会※の取りまとめを踏
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まえ、軌道の平準化等のバリアフリー化を含めた高齢者等が安全で円滑に通行す

るための対策を推進します。  

○ 以上のとおり、立体交差化等による「抜本対策」と構造の改良等による「速攻

対策」の両輪による総合的な対策を促進します。  

  また、従前の踏切対策に加え、改札口の追加や踏切周辺道路の整備等、踏切横

断交通量削減のための踏切周辺対策等を推進します。  

※高齢者等の踏切事故の原因と対策を検討するため、平成 26 年７月、学識経験者、鉄道事業者、

道路管理者、警察庁、国土交通省から構成された組織（国土交通省ホームページから）  

 

２ 踏切道の統廃合の促進  

○ 踏切道の立体交差化、構造の改良等の事業の実施に併せて、近接踏切道のうち、

その利用状況、う回路の状況等を勘案して、第３、４種踏切道など地域住民の通行

に支障が少ないと認められるものについて、統廃合を進めるとともに、これら近接

踏切道以外の踏切道についても同様に統廃合を促進します。  

○ 構造改良のうち、踏切道に歩道がないか、歩道が狭小な場合の歩道整備について

は、その緊急性を考慮して、近接踏切道の統廃合を行わずに実施できることとしま

す。 

 

３ 踏切保安設備の整備及び交通規制の実施  

○  踏切遮断機の整備された踏切道は、踏切遮断機の整備されていない踏切道に比

べて事故発生率が低いことから、踏切道の利用状況、踏切道の幅員、交通規制の実

施状況等を勘案し、着実に踏切遮断機の整備の促進を図ります。  

○  遮断時間の長い踏切ほど踏切事故件数が多い傾向がみられることから、列車運

行本数が多く、かつ、列車の種別等により警報時間に差が生じているものについて

は、必要に応じ警報時間制御装置の整備等を進め、踏切遮断時間を極力短くします。 

○ 自動車交通量の多い踏切道については、道路交通の状況、事故の発生状況等を勘

案して必要に応じ、障害物検知装置、オーバーハング型警報装置、大型遮断装置等、

より事故防止効果の高い踏切保安設備の整備を進めます。  

○ 高齢者等の歩行者対策としても効果が期待できる、全方位型警報装置、非常押ボ

タンの整備、障害物検知装置の高規格化を推進します。 

○ 道路の交通量、踏切道の幅員、踏切保安設備の整備状況、う回路の状況等を勘案

し、必要に応じ、自動車通行止め、大型自動車通行止め、一方通行等の交通規制を

実施するとともに、併せて道路標識の高輝度化等による視認性の向上を図ります。 

 

４ その他踏切道の交通の安全と円滑化等を図るための措置 

○ 緊急に対策が必要な踏切道は、「踏切道安全通行カルテ」を作成・公表し、透明

性を保ちながら各踏切の状況を踏まえた対策を重点的に推進します。 

○ 踏切道における交通の安全と円滑化を図るため、必要に応じて、踏切道予告標、

踏切信号機の設置や踏切保安設備等の高度化を図るための研究開発等を進めると
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ともに、車両等の踏切通行時の違反行為に対する指導取締りを適切に行います。 

○  自動車運転者や歩行者等の踏切道通行者に対し、交通安全意識の向上及び踏切

支障時における非常押ボタンの操作等の緊急措置の周知徹底を図るため、踏切事

故防止キャンペーンを推進します。 

○ 学校、自動車教習所等において、踏切の通過方法等の教育を引き続き推進すると

ともに、鉄道事業者等による高齢者施設や病院等の医療機関へ踏切事故防止のパ

ンフレット等の配布を促進します。 

○  踏切事故による被害者等への支援についても、事故の状況等を踏まえて適切に

対応します。  

○  踏切道に接続する道路の拡幅については、踏切道において道路の幅員差が新た

に生じないよう努めます。  

○ ICT 技術の発展やライフスタイルの変化等、社会を取り巻く環境の変化を見据え、

更なる踏切道の安全性向上を目指し、対策を検討します。  

○ 平常時の交通の安全及び円滑化等の対策に加え、災害時においても、踏切道の長

時間遮断による救急・救命活動や緊急物資輸送に支障を来す等の課題に対応する

ため、関係者間で遮断時間に関する情報共有を図るとともに、遮断の解消や迂回に

向けた災害時の管理方法を定める取組を推進します。  

○ 以上のほか、踏切道に接続する道路の拡幅については、踏切道において道路の幅

員差が新たに生じないよう努めます。  

また、冬期の踏切道の交通安全対策を図るため、通行者（車）の比較的少ない踏

切道の交通規制強化及び交通量の多い踏切道に消雪設備の設置を図るとともに、

踏切道の除雪体制を強化します。 
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【附 属 資 料】 

 

 

交通安全対策基本法 抜すい 
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交通安全対策基本法（昭和 45 年法律第 110 号）抜すい 

 

【県関係部分】  

 

（都道府県交通安全対策会議の設置及び所掌事務）  

第 16 条 都道府県に、都道府県交通安全対策会議を置く。  

２ 都道府県交通安全対策会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。  

一 都道府県交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。  

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的

な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。  

三 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の実施に関し、都道

府県並びに関係指定地方行政機関及び関係市町村相互間の連絡調整を図ること。  

 

（都道府県交通安全対策会議の組織等）  

第 17 条 都道府県交通安全対策会議は、会長及び委員をもつて組織する。  

２ 会長は、都道府県知事をもつて充てる。  

３ 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。  

一 都道府県の区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関の長又はその指名する

職員 

二 都道府県教育委員会の教育長  

三 警視総監又は道府県警察本部長  

四 都道府県知事が都道府県の部内の職員のうちから指名する者  

五 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 19 第１項の指定都市を包括する都

道府県にあっては、指定都市の長又はその指名する職員  

六 都道府県の区域内の市町村の市町村長及び消防機関の長のうちから都道府県知事が

任命する者  

七 その他都道府県知事が必要と認めて任命する者  

４ 都道府県交通安全対策会議に、特別の事項を審議させるため必要があるときは、特別

委員を置くことができる。  

５ 前各項に定めるもののほか、都道府県交通安全対策会議の組織及び運営に関し必要な

事項は、政令で定める基準に従い、都道府県の条例で定める。  

 

（都道府県交通安全計画等）  

第 25 条 都道府県交通安全対策会議は、交通安全基本計画（陸上交通の安全に関する部分

に限る。）に基づき、都道府県交通安全計画を作成しなければならない。  

２ 都道府県交通安全計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。  

一 都道府県の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域における陸上交通の安全に関する施策を

総合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

３ 都道府県交通安全対策会議は、毎年度、都道府県の区域における陸上交通の安全に関
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し、当該区域の全部又は一部を管轄する指定地方行政機関及び都道府県が講ずべき施策

に関する計画（以下「都道府県交通安全実施計画」という。）を作成しなければならない。

この場合において、都道府県交通安全実施計画は、交通安全業務計画（陸上交通の安全

に関する部分に限る。）に抵触するものであつてはならない。  

４ 都道府県交通安全対策会議は、第１項の規定により都道府県交通安全計画を作成した

ときは、速やかに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関の長に報告し、並びに都道府

県の区域内の市町村の長に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。  

５ 都道府県交通安全対策会議は、第３項の規定により都道府県交通安全実施計画を作成

したときは、速やかに、これを内閣総理大臣及び指定行政機関の長に報告するとともに、

都道府県の区域内の市町村の長に通知しなければならない。  

６ 第４項の規定は都道府県交通安全計画の変更について、前項の規定は都道府県交通安

全実施計画の変更について準用する。  

 

 

 

 

 

【参考】交通安全に関する国・都道府県・市町村の計画  

 国 都道府県  市町村 

長期計画  交通安全基本計画  交通安全計画  交通安全計画  

単年度計画  
交通安全業務計画  

（省庁ごとに作成）  
交通安全実施計画  

交通安全実施計画  

（任意作成）  
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【市町村関係部分】  

 

（市町村交通安全対策会議）  

第 18 条 市町村は、市町村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進させるため、条例

で定めるところにより、市町村交通安全対策会議を置くことができる。  

２ 前項に規定するもののほか、市町村は、協議により規約を定め、共同して市町村交通

安全対策会議を置くことができる。  

３ 市町村交通安全対策会議の組織及び所掌事務は、都道府県交通安全対策会議の組織及

び所掌事務の例に準じて、市町村の条例（前項の規定により置かれる市町村交通安全対

策会議にあっては、規約）で定める。  

 

（関係行政機関等に対する協力要求）  

第 19 条 中央交通安全対策会議、都道府県交通安全対策会議及び市町村交通安全対策会議

（市町村交通安全対策会議を置かない市町村にあっては、市町村の長。次条並びに第 26

条第１項及び第５項において同じ。）は、その所掌事務を遂行するため必要があると認め

るときは、関係行政機関の長（関係行政機関が委員会である場合にあっては、関係行政

機関）及び関係地方行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の執行機関並びに政令

で定めるその他の関係者に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。  

 

（市町村交通安全計画等）  

第 26 条 市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計

画を作成するように努めるものとする。 

２ 市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は、前項の規定により市町村交通安全

計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係指定地方行政機関の長及び関係地方

公共団体の長その他の執行機関の意見を聴かなければならない。  

３ 市町村交通安全計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。  

一 市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱  

二 前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に関する施策を総

合的かつ計画的に推進するために必要な事項  

４ 市町村長は、必要があると認めるときは、市町村の区域における陸上交通の安全に関

し、当該年度において市町村が講ずべき施策に関する計画（以下「市町村交通安全実施

計画」という。）を作成するよう努めるものとする。この場合において、市町村交通安全

実施計画は、都道府県交通安全実施計画に抵触するものであつてはならない。  

５ 市町村交通安全対策会議は、第１項の規定により市町村交通安全計画を作成したとき

は、速やかに、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村交通安全計画を都道府

県知事に報告しなければならない。 

６ 市町村長は、第４項の規定により市町村交通安全実施計画を作成したときは、速やか

に、これを都道府県知事に報告しなければならない。  

７ 第２項及び第５項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項の規定は市町村

交通安全実施計画の変更について準用する。  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県交通安全運動スローガン 

【しあわせを つなぐ信濃路 ゆずり合い】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県交通安全対策会議 

事務局 〒380-8570 

長野県長野市大字南長野字幅下 692-２ 

長野県 県民文化部  くらし安全・消費生活課  

交通安全対策係内  

TEL 026-235-7174（直通）  
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